
記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

001 入札説明書 4 1 5 (2) 事業方式

本事業については維持管理・運営期間にお
いてＳＰＣは指定管理者となることから、
事業主体は市側となることから相模原市の
事業所税の手引き27頁の記載の通り事業所
税は全額減免となる認識で間違いないで
しょうか。

PFI事業は民間の事業者が事業主体となって行わ
れるものであるため、原則として本市事業所税の
課税対象となります。指定管理者として指定を受
けた後に、指定管理者として管理を行う施設は減
免対象施設となりますが、詳細については、本市
ホームページ等を参照してください。

002 入札説明書 4 10 第2 5 (2) ｲ
事業者提案施
設の事業方式

事業者提案施設の事業方式は独立採算と
なっていますが、・公園管理事務所とは別
に設けるトイレ、あずまやなどの公園施設
との合築は認められないのでしょうか。現
段階では具体案があるわけではありません
が、公園の面積を鑑みても合築で設置する
案も検討しておきたいと思っています。

事業者提案施設と市が所有する公園施設を合築す
る提案は認められません。

003 入札説明書 4 10 第2 5 (2) ｲ
事業者提案施
設の事業方式

複合施設内に自主事業として飲食・物販施
設を設ける場合も事業者提案施設と同様に
転貸や業務委託等が可能との理解でよろし
いでしょうか。

事業者提案施設の設置にあたっては、事業者、構
成企業又は協力企業のいずれかの実際に施設を設
置する主体に対して設置管理許可を付与します。
施設の所有は、設置管理許可を受けた事業者とな
りますが、運営においては提案書類で委託予定と
する第三者若しくは市が個別に承諾を行った第三
者への委託を認めるものとします。

004 入札説明書 4 25 第2 5 (3)
立体都市公園
制度の適用

立体的区域以外については公園を含み、変
更は可能との認識で宜しいでしょうか。
都市計画変更手続きで判断されるのはどこ
の部分になりますでしょうか。

今回の整備によって、都市計画は、区域、面積に
変更があると考えています。

005 入札説明書 7 17 第2 5 (5) ｲ (ｱ) 複合施設

「事業者は、利用料金を自らの収入にする
ことができる」とありますが、利用料金に
ついて、SPCではなく構成企業が直接収受
する形としても問題ございませんでしょう
か。

事業者からの委託を受けて構成企業が利用料金を
徴収することは可能です。

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

006 入札説明書 9 5 第2 6
事業スケ
ジュール

複合施設の建設期間は、令和12年12月まで
となっていますが、一部の備品の設置は、
開業準備業務に影響がなければ開業準備期
間に行っても問題ないという理解でよろし
いでしょうか。

複合施設の什器・備品の調達設置に係る費用は、
サービス対価A-1及びA-4に含まれることから、
什器・備品は複合施設の引き渡しまでに設置する
必要があります。

007 入札説明書 9 5 第2 6
事業スケ
ジュール

複合施設の建物の引渡時期と備品の引渡時
期を別に設定することは可能でしょうか。

複合施設の什器・備品の調達設置に係る費用は、
サービス対価A-1及びA-4に含まれることから、
什器・備品は複合施設の引き渡しまでに設置する
必要があります。

008 入札説明書 12 9 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

競争的対話でお聞きした貴市のご意向やご
要望を最大限計画に反映したく、修正が可
能な早期に競争的対話を実施いただけない
でしょうか。
また計画がまとまった段階でも、再度コス
トや運営等についてご意向をお伺いするた
め、8月中旬〜下旬頃に2回目の競争的対話
を実施いただきたく、計2回の対話を希望
致します。

スケジュールの変更は予定していません。なお、
市の事業に対する考え方については、「次世代に
引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりプラン〜
鹿沼公園・複合施設整備基本計画〜」
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/index.html
）やこれまで実施した個別対話の結果等
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/1033938.h
tml）をご覧ください。なお、不足する情報があ
りましたら、入札説明書等に関する質問（２回
目）においてご質問ください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

009 入札説明書 12 9 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

公告資料の内容について貴市のご意向を確
認させていただくため、可能であれば早期
に競争的対話を追加で実施いただけません
でしょうか。
現行の入札書記載の日程では、提案書の提
出までに約2か月しかなく、対話内容を十
分に反映させることが難しいと考えており
ます。
より充実した提案とするためにも、競争的
対話の機会を早期、できれば6月頃に追加
していただけないでしょうか。

スケジュールの変更は予定していません。なお、
市の事業に対する考え方については、「次世代に
引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりプラン〜
鹿沼公園・複合施設整備基本計画〜」
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/index.html
）やこれまで実施した個別対話の結果等
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/1033938.h
tml）をご覧ください。なお、不足する情報があ
りましたら、入札説明書等に関する質問（２回
目）においてご質問ください。

010 入札説明書 12 9 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

落札者決定の時期の前倒し、または基本協
定および仮契約の締結時期を後ろ倒しして
いただけますでしょうか。
落札者決定以降、SPCの設立手続きに1.5か
月程度を要するため、SPC設立期間を確保
できるよう、当該期間を考慮したスケ
ジュール設定いただきたく存じます。

基本協定締結や仮契約の締結時期については、状
況に応じて可能な限り調整しますが、スケジュー
ルの大幅な変更は困難です。落札者決定（見込
み）から基本協定締結、SPC設立に至る手続きが
迅速に行えるよう、ご準備をお願いいたします。

011 入札説明書 12 9 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

入札参加表明書を提出後、提案書の提出に
至らず辞退した場合、何らかのペナル
ティーはあるでしょうか。

ありません。

012 入札説明書 12 14 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

第1回目の回答公表が6月3日、第2回目の回
答公表が7月2日とされていますが、参加資
格申請に関する質問回答につきましては、
可能な限り早期にご公表いただけませんで
しょうか。

可能な場合には早期の公表を検討します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

013 入札説明書 12 14 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

第一回目の回答公表が6/3、第二回目の回
答公表が7/2となっているが、それぞれ参
加資格申請に関連する質問は早めに公表い
ただけませんでしょうか。

可能な場合には早期の公表を検討します。

014 入札説明書 12 23 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

公告資料内容について貴市のお考えの確認
のため、なるべく早期に競争的対話を追加
実施いただけませんでしょうか。

8月上旬のタイミングで対話を実施いただ
いても提出まで2か月程度の猶予しかなく
提案への反映が難しいと考えます。
貴市の意向と事業者の考えを適切にすり合
わせ、よりよい提案とするために競争的対
話が重要だと考えているため、競争的対話
をなるべく早期＋8月中旬〜下旬頃の２回
実施いただきたいと考えます。

スケジュールの変更は予定していません。なお、
市の事業に対する考え方については、「次世代に
引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりプラン〜
鹿沼公園・複合施設整備基本計画〜」
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/index.html
）やこれまで実施した個別対話の結果等
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sh
isei/1026823/machitsukuri/1015393/1033938.h
tml）をご覧ください。なお、不足する情報があ
りましたら、入札説明書等に関する質問（２回
目）においてご質問ください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

015 入札説明書 12 23 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

本事業は債務負担行為が12月の承認及び
2026年３月承認されたものであり、中東情
勢による建設費の上昇は見込まれていない
と見受けられます。昨今の中東情勢緊迫化
に伴う資機材価格の高騰等の影響について
は、基本的には「サービス対価の算定方
法、支払方法及び改定方法」に定められた
「着工前の物価変動による改定」が該当す
るかと考えますが、一般的な物価指数では
対応しきれないほどの大幅な価格上昇の可
能性も十分に想定され、当方の提案内容に
甚大な影響を及ぼす懸念がございます。
つきしては、より適切な提案を構築する観
点からも、公告期間中の出来るだけ早期に
物価変動への対応方法の確認及び協議を行
うための競争的対話の機会を別途設けてい
ただけませんでしょうか。

また上記のような早期の対話機会を設けて
いただけることを前提として、上記対話後
の作業も鑑み、現行の8月上旬の競争的対
話は8月下旬〜末頃にご変更いただけませ
んでしょうか。

スケジュールの変更は予定していません。なお、
不足する情報がありましたら、入札説明書等に関
する質問（２回目）においてご質問ください。

016 入札説明書 12 30 第3 3 (1)
募集・選定ス
ケジュール

SPCの設立手続きに影響するため、落札者
決定を前倒しいただくまたは仮契約締結を
後ろ倒しいただけませんでしょうか。

基本協定締結や仮契約の締結時期については、状
況に応じて可能な限り調整しますが、スケジュー
ルの大幅な変更は困難です。落札者決定（見込
み）から基本協定締結、SPC設立に至る手続きが
迅速に行えるよう、ご準備をお願いいたします。

5 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

017 入札説明書 13 23 第3 3 (2) ｲ (ｲ) 提出方法

質問者が「質問者の権利、競争上の地位そ
の他正当な利益を害する恐れがある」と考
える質問は、提出時に「非公表希望」と記
載してよろしいでしょうか。

基本的には、全ての質問の回答を公表することが
前提であるとお考えください。非公表希望とご記
載いただいても、公表する可能性があります。

018 入札説明書 15 14 第3 3 (2) ｴ (ｲ) b
競争的対話の
実施

必須出席者はありますでしょうか（統括管
理責任者等）

競争的対話への出席者についての条件・制限はあ
りません。対話を円滑かつ実効性のあるものとす
るため、対話のテーマに応じた主要な担当者の方
が出席されることを想定しています。

019 入札説明書 15 25 第3 3 (2) ｴ (ｲ) c
c 競争的対話
の結果通知

対話結果を公表する場合、公表内容等につ
いて当該入札参加者との事前調整、事前確
認が行われると考えてよろしいでしょう
か。

競争的対話を実施した結果、競争性・公平性の観
点から、他の入札参加者に周知することが妥当で
あると市が判断した事項については、ホームペー
ジへの掲載により公表します。
この場合、対話事項と回答そのものを公表するの
ではなく、周知することが必要と判断した要求水
準等の解釈や考え方等に限定して公表する予定で
す。対話事項と回答の概要を提示しないと意図が
通じない場合も想定されますが、そのような場合
には、当該対話を行った入札参加者に対して、公
表内容の事前確認を行います。

020 入札説明書 17 1 第3 3 (2) ｷ
ヒアリングの
実施

ヒアリングについては提案書の内容を抜粋
したパワーポイント等を使用し、模型や動
画の使用は不可との認識でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。ヒアリングにおいて使用
できる資料は、事前に提出された提案審査書類の
範囲内に限られます。

021 入札説明書 18 12 第3 3 (4) 入札予定価格

入札後に中東情勢の影響による物価上昇ス
ライドが生じた場合は、増額分を別途予算
確保していただけると考えてよろしいで
しょうか。

ご指摘のような事態が事業契約別紙1-69の「不
可抗力」の定義に該当するかどうかについては、
具体的な事案に応じて個別に判断することになり
ますが、不可抗力と判断された場合は、事業契約
書（案）別紙9に従い市と事業者で負担すること
になります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

022 入札説明書 18 12 第3 3 (4) 入札予定価格
参考価格で「複合施設整備」と「公園整
備」の個別価格を教えてください。

提案の柔軟性を確保するため、予定価格の内訳を
示すことは想定していません。

023 入札説明書 20 13 第4 1 (2)
代表企業の要
件

代表企業の要件として「本事業を円滑に進
めるために全体統括・連絡調整を行うこ
と」とありますが、これはP6表2-2にある
統括管理業務のうち統括マネジメント業務
の一部ということで、代表企業が必ず担う
業務は統括マネジメント業務の一部という
理解でよろしいでしょうか。

要求水準書において「統括管理業務は、代表企業
が実施すること。ただし、代表企業の責任の下、
代表企業以外の構成企業又は協力企業が統括管理
業務の一部を担うことは認める。」としており、
統括管理業務全体に責任があり、各業務に関与す
ることが求められます。

024 入札説明書 20 13 第4 1 (2)
代表企業の要
件

代表企業の要件として「本事業を円滑に進
めるために全体統括・連絡調整を行うこ
と」とありますが、統括マネジメント業務
のうち、全体統括・連絡調整以外の業務に
ついては、他の構成員が統括管理企業とし
て担うことは可能でしょうか。

要求水準書において「統括管理業務は、代表企業
が実施すること。ただし、代表企業の責任の下、
代表企業以外の構成企業又は協力企業が統括管理
業務の一部を担うことは認める。」としており、
統括管理業務全体に責任があり、各業務に関与す
ることが求められます

025 入札説明書 21 1 第4 2
入札参加者の
備えるべき参
加資格要件

事業者提案施設を行う企業は参加申請する
必要はなく、提案書に記載をすれば宜しい
でしょうか。もし必要である場合はよりよ
い提案を行うためにも提案書提出締切まで
追加、変更をお認めいただきたい。

事業者提案施設の設置にあたっては、事業者、構
成企業又は協力企業のいずれかの実際に施設を設
置する主体に対して設置管理許可を付与します。
施設の所有は、設置管理許可を受けた事業者とな
りますが、運営においては提案書類で委託予定と
する第三者若しくは市が個別に承諾を行った第三
者への委託を認めるものとします。

026 入札説明書 21 1 第4 2
入札参加者の
備えるべき参
加資格要件

複合施設内に飲食・物販施設を設ける場
合、その自主事業を行う企業は参加申請す
る必要はなく提案書に記載をすれば宜しい
でしょうか。もし必要である場合はよりよ
い提案を行うためにも提案書提出締切まで
追加、変更をお認めいただきたい。

自主事業は事業者が実施するものとしており、行
政財産の目的外使用許可を事業者に対して行いま
す。
運営においては、構成企業、協力企業又は提案書
類で委託予定とする第三者若しくは市が個別に承
諾を行った第三者への委託を認めるものとしま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

027 入札説明書 21 2 第4 2 (1) 
共通する参加
要件

統括管理業務の一部を担う企業は、共通す
る参加要件を満たしていれば、個別の要件
は問われない、という理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

028 入札説明書 22 11 第4 2 (2)
業務別の参加
資格要件

いずれの企業にも該当しない企業（統括管
理業務支援）は「(1)共通する参加資格要
件」を満たせばよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

029 入札説明書 22 11 第4 2 (2)
業務別の参加
資格要件

業務別に資格要件が設定されていますが、
業務を横断することは可能でしょうか。公
園のトイレ清掃を複合施設の維持管理企業
が行うなどの業務の横断を想定していま
す。

要求水準を満たすことを前提に、業務を横断的に
分担することは可能です。ご質問の例において
は、複合施設の維持管理に係る参加資格要件と、
公園の維持管理に係る参加資格要件の双方を有す
る必要があります。

030 入札説明書 22 14 第4 2 (2) ｱ
設計企業（設
計業務を行う
者）

事前調査業務の効率化及びコスト抑制の観
点から、一部建設企業が実施した方が適し
ていると考えられるものについては提案書
に明記することで建設企業にて実施可能と
の理解で宜しいでしょうか。

建設企業が、設計業務に含める事前調査等を行う
ことは可能です。

031 入札説明書 22 21 第4 2 (2) ｱ (ｱ) b
建築設計を行
う者

新築、改築又は増築に係る設計実績との理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

032 入札説明書 22 21 第4 2 (2) ｱ (ｱ) b,c
建築設計を行
う者

b、cの要件について、同一の案件で要件を
満たす必要はないとの理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

033 入札説明書 23 10 第4 2 (2) ｲ (ｱ) 参加資格要件

例えば複合施設と公園管理事務所の施工を
分ける乙型JVで参加を検討している場合も
1社がすべての要件を満たしていれば良い
という認識でよろしいでしょうか。

乙型JVにおいては、構成員それぞれが分担する工
事の対象物に応じて、資格や実績等の要件を満た
している必要があると考えます。
一方、ご質問の例の場合は、複合施設の工事を担
う企業が、全ての参加資格要件を満たし、公園管
理事務所の工事を行う企業は、「ｂ 国、地方公
共団体が発注した延床面積4,000 ㎡以上の公共施
設の建築一式工事（平成23 年度以降に完了した
新築工事、改築工事又は増築部分が当該面積以上
の増築工事に限る。）について、元請としての施
工実績を有していること。」を有していなくても
参加資格要件を満たすものとします。

034 入札説明書 23 27 第4 2 (2) ｲ (ｲ)
土木設計（公
園設計）を行
う者

都市計画運用指針第13版（令和7年3月国土
交通省）における「近隣公園」の標準面積
以上とありますが、２haが標準面積との認
識で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

035 入札説明書 24 31 第4 2 (2) ｳ (ｳ)
解体工事の工
事監理を行う
者

解体工事の監理について、要求水準を満た
すことを前提に、監理方法については事業
者の判断に委ねられるとの理解でよろしい
でしょうか。

解体工事の監理方法については、要求水準を満た
すことを前提に、事業者の提案に委ねます。

036 入札説明書 25 5 第4 2 (2) ｳ (ｳ) c
解体工事の工
事監理を行う
者

「解体工事（平成23年度以降に完了した新
築工事に限る。）の工事監理業務」とあり
ますが、「（平成23年度以降に完了した解
体工事に限る。）」と読み替えて問題ない
でしょうか。

ご指摘の箇所は、「（平成23年度以降に完了し
た工事に限る。）」の誤りです。該当箇所を修正
します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

037 入札説明書 25 5 第4 2 (2) ｳ (ｳ) c
解体工事の工
事監理を行う
者

「国、地方公共団体が発注した解体工事の
工事監理業務の元請実績を有しているこ
と。」とありますが、これは新築工事や増
築工事等に含まれる解体工事の監理実績
（契約としては新築工事の監理業務だが、
業務内容に解体工事監理が含まれる場
合。）であっても、要件を満たすものと理
解してよろしいでしょうか。

契約の主たる業務内容が新築・増築工事であって
も、その業務範囲の中に、建築物の解体・撤去に
係る工事監理が明確に含まれており、それを元請
として履行したことが契約書等で確認できる場合
は、解体工事の工事監理実績として認めます。

038 入札説明書 25 5 第4 2 (2) ｳ (ｳ) c
解体工事の工
事監理を行う
者

前項が認められる場合、解体工事は必ずし
も「工事監理」の対象とはされていないた
め、契約書や仕様書内に解体工事の監理に
ついて直接の記載がない場合も多いかと存
じますが、工事の一部に解体が含まれてい
ることを示す書類があれば、証明書類とし
て有効と理解してよろしいでしょうか。

契約の主たる業務内容が新築・増築工事であって
も、その業務範囲の中に、建築物の解体・撤去に
係る工事監理が明確に含まれており、それを元請
として履行したことが契約書等で証明できる場合
は、解体工事の工事監理実績として認めます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

039 入札説明書 25 23 第4 2 (2) ｵ (ｱ)

ａ又はｂの要
件を満たす者
をそれぞれ１
者以上含める
こと。

「複数の者で実施する場合は、ａ又はｂの
要件を満たす者をそれぞれ１者以上含める
こと。」について、
入札資格審査においては、それぞれ１者以
上含んでいる時点で適格となり、
aの要件を持つ社が、aに類する業務を担当
するかどうかは不問（定性審査の業務実施
体制の評価対象にはなるが、入札資格審査
には影響しない）と考えてよいでしょう
か。
たとえば、
aの要件を満たすA社の協力のもと、貸室業
務をB社が担う、あるいは、
bの要件を満たすB社の協力のもと、子ども
スペース運営をA社が担う、という場合な
ど

ご指摘の記載箇所については、そのような解釈も
可能ですが、そのような体制の構築を意図するも
のではありません。

040 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
児童館又は児
童館に類似し
た施設

児童館に類似した施設について、貴市が考
えている条件を教えてください。

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

041 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
児童館又は児
童館に類似し
た施設

当案件と同程度規模の子どものためのス
ペース（「キッズスペース」等の名称）が
あり、「こどもトイレ」「ベビーケアルー
ム」「ベビーカー置き場」の設備を備え、
児童や親子向けのワークショップ等を開催
し、日常的に児童や親子の利用がある施設
であれば、「児童館に類似する施設」とみ
なしてよいでしょうか？イエスノーでの回
答が難しい場合、方向性について見解・示
唆だけでもいただけますようお願いいたし
ます。

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

042 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
児童館又は児
童館に類似し
た施設

条例上の設置目的が「青少年の活動や交
流」の青少年プラザは、「児童館に類似し
た施設」に該当するでしょうか？

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

043 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
児童館又は児
童館に類似し
た施設

条例上の設置目的が「子どもたちへの体験
機会の提供」および「青少年の健全な育
成」の施設であれば、「児童館に類似した
施設」に該当するでしょうか？

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

044 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
運営（常時の
見守り等を含
む）

「運営（常時の見守り等を含む）」の（）
の解釈について、下記のどちらになります
でしょうか。
①「運営」の解釈に、常時の見守り等を含
む。
施設の運営を担っていればもちろん該当す
るが、運営を担っていなくても、常時の見
守り等業務を担っていれば運営実績とみな
す。
②「常時の見守り等を含む運営」のみを運
営実績として認める。
施設の運営を担っていても、常時の見守り
等を業務に含んでいないと運営実績とみな
さない。

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

045 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
運営（常時の
見守り等を含
む）

「運営（常時の見守り等を含む）」とは、
「児童館又は児童館に類似した施設」の運
営業務の代表企業であれば該当しますか？

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

046 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
運営（常時の
見守り等を含
む）

「運営（常時の見守り等を含む）」とは、
「児童館又は児童館に類似した施設」の巡
回業務を含んでいれば該当しますか？

巡回業務の内容により、該当するものと認められ
る可能性はありますが、一般には該当しないもの
と考えます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

047 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
運営（常時の
見守り等を含
む）

「運営（常時の見守り等を含む）」とは
「児童館又は児童館に類似した施設」の受
付・案内業務を扱っていれば該当します
か。

施設の「受付・案内業務」のみの実績では該当し
ません。

048 入札説明書 25 27 第4 2 (2) ｵ (ｱ) b
運営（常時の
見守り等を含
む）

「運営（常時の見守り等を含む）」とは、
「児童館又は児童館に類似した施設」を含
む複合施設の、総合受付・案内を担当して
いる場合は該当しますか。

複合施設全体の「総合受付・案内」のみの実績で
は該当しません。

049 入札説明書 27 4 第4 3 その他

市内企業の育成や地域経済の振興に配慮し
て事業を実施すること。とありますが、
「落札者決定基準」の評価項目では「市内
企業の活用」は記載があるものの、地元企
業の育成までは記載が内容に思われます。
地元企業の育成を行った場合には加算され
るのでしょうか。

提案内容の審査における得点の可能性について言
及することができませんが、市内企業の育成は要
求水準で求めている事項であり、創意工夫を活か
したより良い提案を期待しております。

050 入札説明書 31 10 第6 2 事業契約の概要
当施設をSPC所在地として使用、登記する
ことは可能でしょうか

本施設をSPCの所在地として登記することを認め
ます。

051 入札説明書 31 10 第6 2
事業契約の概
要

本施設内にSPCを設立しても宜しいでしょ
うか。

本施設をSPCの所在地として登記することを認め
ます。

052 入札説明書 37 1 事業スキーム

事業者提案施設について、「設置許可（公
園内）」を受ける主体は、SPCではなく、
運営企業（事業者提案施設運営）が直接受
けるという理解でよろしいでしょうか。

事業者提案施設の設置にあたっては、事業者、構
成企業又は協力企業のいずれかの実際に施設を設
置する主体に対して設置管理許可を付与します。
施設の所有は、設置管理許可を受けた事業者とな
りますが、運営においては提案書類で委託予定と
する第三者若しくは市が個別に承諾を行った第三
者への委託を認めるものとします。

053 入札説明書 37 1 事業スキーム
自動販売機や登録団体ロッカーについて、
行政財産の目的外使用許可はSPCに対して
行われるのでしょうか。

ご指摘の自主事業について、目的外使用許可は
SPC（事業者）に対して付与します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

054 要求水準書 4 11 第1 3 (3) 事業期間

事業者提案施設については都市計画変更手
続きが完了していればどのタイミングで整
備・運営開始しても良いという認識で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

055 要求水準書 4 16 第1 3 (3) 事業期間

「鹿沼公園の現指定管理期間中に着工する
場合は現指定管理者と連携・調整の上改修
工事に当たること」とありますが、現時点
で想定している施工条件をご教示いただけ
ないでしょうか。（工事が出来ない時間・
イベント等）

現時点において、特定の施工条件はありません。

056 要求水準書 5 4 第1 3 (3) 事業期間
令和○○年〇月「まで」との記載がござい
ますが、全て当該月の最終日までに実施す
れば宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

057 要求水準書 13 25 第1 8 (1) 施設の引渡し

「事業者は、事業期間終了に当たり、施設
の劣化状況の調査を行い、引継ぎに向けて
修繕や更新の必要性を検討し、事業期間終
了までに必要な修繕・更新を終了するこ
と。」と記載がありますが、劣化状況の調
査を実施する時期については「事業終了の
3年前」等、具体的に想定されていますで
しょうか。

事業期間終了日に可能な限り近い時点を想定して
おり、事業契約書（案）第77条では「１年前ま
でに、本施設及び設備機器並びに備品等の改修、
修繕又は更新の必要性を検討」することを求めて
おり、調査もその段階で行うことになるものと考
えております。
なお、具体的な実施時期は事業者の提案に委ねま
す。

058 要求水準書 16 1 第2 1 (2)
図
2-1 ゾーニング

図２−１鹿沼公園のゾーニングイメージに
示される「複合施設ゾーン」が白鳥池をま
たぐゾーニングとなっているが、このゾー
ニングに意図がありますでしょうか？

ゾーニングイメージは、あくまで想定される機能
配置を大まかに示したものであり、特別な意図は
ありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

059 要求水準書 18 6 第2 2 (2)
立体都市公園
制度の適用

「立体的区域（まちづくりセンター窓口の
位置、形状及び屋上部分の高さ）」とは、
窓口待合スペースやまちづくりセンター事
務室は含まないものとしてよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

060 要求水準書 18 6 第2 2 (2)
立体都市公園
制度の適用

「立体都市公園として都市計画決定する立
体的区域」とは、まちづくりセンター窓口
の直上階屋上のみを指し、中間階あるいは
下階に別機能が入る場合（公園エリアが最
大3階屋上となる）は認められないと理解
するべきでしょうか。

立体的区域とは、まちづくりセンター窓口の位
置、形状、高さを指し、定めた高さから上部に都
市公園法が及ぶ空間を作るもので、まちづくりセ
ンター窓口は１階に配置し、その上部の屋上とな
る区域となります。なお、まちづくりセンター窓
口の２階、３階にフロアを配置することはできま
せん。

061 要求水準書 19 1 第2 2 (3)
表
2-2 公園面積

表2-2内の上限値の欄に記載がある「公園
面積」は新鹿沼公園区域（59.563㎡）と考
えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

062 要求水準書 19 6 第2 2 (3)
表
2-2

鹿沼公園にお
ける建築面積
の制限

表2-2について、区分①の対象となる面積
の「複合施設(コミュニティ室、…、関連す
る共用部分)」とは具体的にはどこを指すか
ご教示下さい。

対象となる具体的な面積は、表2-3に記載してい
る各施設・室の項目及び床面積の区分を参照して
ください。

063 要求水準書 20 11 第2 2 (3)
鹿沼公園にお
ける建築面積
の制限

「B2：図書館管理運営のためのスペース」
は、表2-7(p.38)に記載される室の面積の合
計であり、バックヤードエリアの廊下は含
まれないものとしてよろしいか。

図書館の管理運営のためのスペースの面積には、
廊下等の面積も含まれます。
なお、表2-7に示す各室の面積は参考であり、こ
れを上回る面積とすることも可能です。

064 要求水準書 22 13 第2 2 (4)
表
2-4

周辺のインフ
ラ整備状況

既存の電力引き込みは低圧での引き込みで
しょうか。または高圧での引き込みでしょ
うか。

現図書館の引き込みは高圧、鹿沼公園南側の引き
込みは低圧です。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

065 要求水準書 23 2 第2 2 (6) その他

白鳥池は市登録史跡となっているとの記載
がありますが、施工、維持管理、運営をお
こなううえで特別に手続きが必要になるの
でしたら、ご教示頂けませんでしょうか。

白鳥池は所定の届出を行えば形状変更が可能で
す。施工前に事業者が市の文化財課に変更届を提
出します。（土地の所有者である市の市長印の押
印が必要な届出です。）文化財審議会への諮問は
不要です。

066 要求水準書 23 2 第2 2 (6) その他

実施方針等に関する個別対話の結果No.62
に白鳥池の面積や形状を変更する際は文化
財審議会への諮問が必要となりますという
回答がございましたが、どの程度の変更か
ら諮問が必要となるのでしょうか。

白鳥池の面積や形状の変更は文化財審議会の諮問
対象外となります。

067 要求水準書 23 2 第2 2 (6) その他

文化財審議会への諮問はどのタイミングで
実施されるのでしょうか。基本設計終了後
都市計画変更手続きと並行して実施される
想定でしょうか。

白鳥池の面積や形状の変更は文化財審議会の諮問
対象外となります。

068 要求水準書 25 33 第2 3 (2) 配置計画

「各ゾーンにまたがる公園施設は認めな
い」とありますが、ゾーン間をつなぐ日除
け屋根、パーゴラ等の工作物も不可でしょ
うか。

各ゾーンをまたぐ公園施設の整備は想定しており
ません。

069 要求水準書 26 19 第2 3 (3) 動線計画

屋上公園エリアと屋上エリアに移動できる
複数のルートは、防犯のため、事業者が任
意で利用可能時間を制限しても良いでしょ
うか。

屋上公園エリアの開園時間は、事業者の提案に基
づき、市との協議で決定するものとします。

070 要求水準書 26 19 第2 3 (3) 動線計画

「徒歩で屋上公園エリアに移動できる動
線」は斜路ではなく階段を設け、移動円滑
化経路としては「複合施設の建物内のエレ
ベーター」による動線と考えて宜しいで
しょうか。

ご質問のような提案も認められます。

071 要求水準書 27 15 第2 4 (2) ｱ
環境負荷低減
性

太陽光発電の最低限の容量をご教示ねがい
ます。

具体的な数値基準は設定していません。
事業者の提案によるものとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

072 要求水準書 27 30 第2 4 (2) ｱ
ア 環境負荷低
減

CASBEE認証の取得時期は業務期間内と記
載がありますが、工事完了までと読み替え
てよいでしょうか。

要求水準書では、「事業期間内において」
CASBEE による評価を行い、A ランクの確保が
確認できることとしていますが、「工事完了まで
の間において」と読み替えてください。
なお、CASBEEの認証取得は求めておりません。

073 要求水準書 28 25 第2 4 (3) ｲ イ 機能維持性

本施設は広域避難所として指定されており
ますが、避難者用の物資備蓄スペースの設
置・確保については、施設整備の要件とし
て求められないという理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

074 要求水準書 28 25 第2 4 (3) ｲ 機能維持性
災害対策活動拠点としての具体的な利用想
定イメージや必要諸条件があればご教示下
さい。

大野北公民館の風水害時避難場所は、台風や豪雨
等により、洪水や土砂災害が発生するおそれがあ
る場合に、その危険から逃れるための一時的な避
難先となることを想定しています。
大野北まちづくりセンターの現地対策班は、災害
時応急対策活動拠点として、主に、区本部との連
絡調整、所管区域内の避難所等及び救護所、防災
関係機関等との連絡調整などの業務を想定してい
ます。

075 要求水準書 28 25 第2 4 (3) ｲ 機能維持特性

本事業において、広域避難場所として利用
される場合、事業者が対応する内容をお示
しください。

市による避難場所等の運営が円滑に行われるよ
う、施設や敷地の提供・開放、市職員との連携・
状況確認等に協力していただくことを想定してい
ます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

076 要求水準書 28 27 第2 4 (3) ｲ 建設工事

鹿沼公園は工事期間中も広域避難場所とし
て利用できるよう配慮するとありますが、
工事期間中に確保すべき避難有効面積、避
難動線、出入口、仮設照明等の最低条件が
あればご教示ください。（供用しながら施
工する際の防災機能確保水準を把握するた
め。）

工区割の中で一般市民が入れる空間を確保するこ
とが可能であれば、広域避難場所として使用でき
る範囲をできるだけ広く確保するような配慮を求
めますが、避難有効面積、避難動線、出入口、仮
設照明等の最低条件はございません。

077 要求水準書 28 27 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

「工事期間中も、広域避難場所として利用
できるよう・・」とありますが、その際に
工事工期延長について協議していただくこ
とは可能でしょうか。

工事期間中についても、広域避難場所としての利
用が想定されますが、広域避難場所として必要な
面積を確保しながら工事を進めることは効率的で
はないことから、特別な要件を求める事は考えて
おりません。一方で災害時に周辺住民の方が一時
避難される可能性もあることから、規模は問いま
せんがオープンスペースの確保をしていただきた
く存じます。
また、工事期間中に災害が発生し、広域避難場所
として利用されたことにより工事に影響が生じた
場合は、不可抗力としての可能性も考慮し個別の
事情を判断して、対応を検討することになりま
す。

078 要求水準書 28 29 第2 4 (3) ｲ 機能維持特性

本事業において、風水害時避難場所として
指定された場合、事業者が対応する内容を
お示しください。

風水害時避難場所は、台風や豪雨等により、洪水
や土砂災害が発生するおそれがある場合に、その
危険から逃れるための一時的な避難先となってい
ることを踏まえ、市による避難場所等の運営が円
滑に行われるよう、施設や敷地の提供・開放、市
職員との連携・状況確認等に協力していただくこ
とを想定しています。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

079 要求水準書 28 34 第2 4 (3) ｲ

非常用発電設備の対象負荷・容量設定につ
いて
要求水準書(P.27〜28)において、複合施設
に72時間以上の電力供給機能を有する非常
用発電設備の設置が求められている。負荷
対象として「複合施設内の貸室の一部(大会
議室を想定)、事務室、廊下等の電灯、非常
用電源コンセント、通信機器等」とされ、
「対象の諸室等は本市と事前に協議して決
定」とあるが、見積もりおよび設備容量算
定の前提を確定させるため、以下ご教示い
ただきたい。
(1) 対象諸室の具体化について 非常用電源
を供給する貸室・事務室の具体的な室名・
室数を提示いただきたい。「大会議室を想
定」とあるが、これは確定事項か、他の貸
室も対象となる可能性はありますでしょう
か。

貸室は大会議室を想定しており、事務室はすべて
の事務室を想定していますが、提案により、その
他の諸室やスペース等を対象とすることは差し支
えありません。

080 要求水準書 28 34 第2 4 (3) ｲ

(3) EV(エレベーター)の扱いについて 災害
対策活動拠点としての機能維持の観点か
ら、非常用発電によるEV運転(少なくとも1
基)の要否についてご教示いただきたい。

災害時における高齢者や障がい者等の垂直移動
（バリアフリー対応）、および物資搬送等の防災
活動の観点から、非常用発電により少なくとも1
基のエレベーターが稼働できるシステム（非常用
マニュアル運転等含む）を構築することを必須要
件とします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

081 要求水準書 28 34 第2 4 (3) ｲ

(4) 設計進行中・施工中の対象範囲変更時
の対応について 設計進行中の協議結果によ
り対象負荷が増加し、発電機容量・燃料タ
ンク(オイルタンク)容量・設置スペース等
の仕様変更が必要となった場合の取扱いを
ご教示いただきたい。当初想定を超える容
量変更が発生した場合の費用負担および工
期影響の整理についても、合わせてご確認
いただきたい。

契約締結後、市の追加要望等により当初の要求水
準を明らかに超える設計変更が生じた場合は、事
業契約書（案）の規定に基づき、費用負担や工期
影響について市と事業者間で協議を行います。

082 要求水準書 28 37 第2 4 (3) ｲ

(2) 共用部の対象範囲について 「廊下等の
電灯」とあるが、対象は全廊下か、主要動
線のみか。また、階段室、EVホール、トイ
レ、ロビー等の共用部について、電灯・コ
ンセント・換気の各設備の対応範囲をご教
示いただきたい。

災害時や停電時における避難者や利用者、施設管
理者、職員等の安全な移動・活動を確保するた
め、主要な避難動線（主要な廊下、階段室、エレ
ベーターホール、ロビー等）の電灯、および防災
拠点として使用する範囲のトイレの換気・電灯を
想定します。詳細な回路構成や範囲については事
業者の提案によります。

083 要求水準書 29 3 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

災害に備え勝因の非常用食料を備蓄できる
スペースを確保すること。とありますが、
市の職員のみでしょうか。何名配置を予定
していますか。

災害等が発生した場合には大野北まちづくりセン
ターに現地対策班が設置されます。市職員（任期
付短時間勤務職員を含む）が最大で２１名配置さ
れる見込みです。

084 要求水準書 29 5 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

「本市が準備するデジタル簡易無線等の通
信・情報機能を設置できるようにするこ
と」と記載がありますが、デジタル簡易無
線等の通信・情報機能の維持管理業務は、
市が実施する認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

085 要求水準書 29 7 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

災害による断水時、飲料水の確保について
は受水槽の水を利用するのか備蓄倉庫の保
管水（ペットボトル等）で対応するのか、
どちらか想定はありますでしょうか。

現時点でどちらかは想定していません。
提案により災害対応を拡充することは差し支えあ
りません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

086 要求水準書 29 7 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

「上水道が途絶した場合でも、緊急遮断弁
付受水槽や雨水利用設備等の活用など、最
低限の給水機能を確保すること。」と記載
ありますが給水量の最低限の数値をご教示
ねがいます。

具体的な数値基準は設定していません。

087 要求水準書 29 7 第2 4 (3) ｲ 機能維持性

「上水道が途絶した場合でも、緊急遮断弁
付受水槽や雨水利用設備等の活用など、最
低限の給水機能を確保すること」とありま
すが、飲料用ではないという理解でよろし
いでしょうか。

必ずしも、飲用水として活用することを求めるも
のではありません。

088 要求水準書 29 12 第2 4 (3) ｳ 安全性
現状の災害時の緊急車両の動線や寄り付き
についてご教示願います。

公園に関しては、現状は特段定めなく、駐車場内
での対応としています。

089 要求水準書 37 18 第2 5 (2) ｱ 諸室計画
複合施設の延床面積「7,500㎡程度」とは
±10%と想定して宜しいでしょうか。

複合施設の延床面積の上限については、要求水準
書の「表 2-7 複合施設に導入する機能・施設及
び参考面積」の欄外記載の補足を確認してくださ
い。下限については、数値上の条件はありませ
ん。

090 要求水準書 39 23 第2 5 (2) ｱ
表
2-7

※
導入する機
能・施設及び
参考面積

「公用施設（まちづくりセンター及び国際
交流ラウンジ）を除いた延床面積が、現在
の延床面積の合計7,425 ㎡未満」とありま
すが、まちづくりセンター窓口＋まちづく
りセンター事務室＋国際交流ラウンジ事務
室の合計面積を除外するという認識でよろ
しいでしょうか。
またピロティ状の駐車場や搬入スペースは
除いて、合計7,425 ㎡未満としてよろしい
でしょうか。

公共施設等適正管理推進事業債の活用を考えてい
ることから、この基準に合わせるため面積の規定
を設けたもので、同事業債の規定に合わせます
が、建築基法等上の延床面積の算入を基に考慮し
てください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

091 要求水準書 39 28 第2 5 (2) ｲ (ｱ)

分散配置時の一体性要件について 
複数箇所に分散配置する場合、分散した各
箇所について「待合スペース等との一体空
間とする」ことは必ずしも求められない、
という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

092 要求水準書 39 29 第2 5 (2) ｲ (ｱ)
フリースペー
ス

フリースペースは、「軽食を食べる、お茶
を飲みながら会話を楽しむ」との記載があ
りますが、本施設において、飲食可能な部
屋、エリアをお示しください。

複合施設内で飲食が可能な場所は、料理実習室や
和室（茶室）、休憩室など要求水準として飲食を
前提としているものを除き、フリースペースを基
本とすることを想定していますが、備品や図書資
料等の汚損や劣化など防止の観点や、施設の衛生
管理、利便性等を勘案し、施設内における一般利
用者が飲食可能な部屋・エリアの具体的な指定や
運用ルールについては、事業者の提案を基に、本
市との協議によって決定することを想定していま
す。

093 要求水準書 41 29 第2 5 (2) ｲ (ｳ) c
大会議室につ
いて

アップライトピアノは既存施設で利用して
いるものを持ち込むことを予定との事だ
が、持ち込み後の調律は事業者負担という
認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。グランドピアノ・アップ
ライトピアノについて、既存施設から移設した後
の初期の調律および維持管理期間中の定期的な調
律・メンテナンス費用は、すべて事業者の負担と
します。

094 要求水準書 42 1 第2 5 (2) ｲ (ｳ) d
中小会議室に
ついて

軽運動等の活動と記載がありますが、どの
程度までは軽運動に含まれますでしょう
か。

ヨガ、ピラティス、ストレッチ、太極拳、あるい
はダンスや健康体操など、床や壁、建具等への過
度な衝撃や構造上の振動・騒音等が発生せず、ま
た、施設や備品の維持管理や近隣の貸室利用に支
障を与えない範囲の活動を想定しています。

095 要求水準書 43 8 第2 5 (2) ｲ (ｳ) h
音楽スタジオ
について

アップライトピアノは既存施設で利用して
いるものを持ち込むことを予定との事だ
が、持ち込み後の調律は事業者負担という
認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。グランドピアノ・アップ
ライトピアノについて、既存施設から移設した後
の初期の調律および維持管理期間中の定期的な調
律・メンテナンス費用は、すべて事業者の負担と
します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

096 要求水準書 43 25 第2 5 (2) ｲ (ｳ) j

舞台機構の工事区分および仕様について
多目的ホール(400㎡・250人規模)に対し、
本備品リストには照明・音響「一式」と照
明操作棒1本のみが計上されており、以下
の舞台機構関連設備が見当たりません。こ
れらの工事区分について、ご教示いただけ
ますでしょうか。
・吊物機構(照明バトン・美術バトン・スク
リーンバトン等)および吊物操作盤
・舞台幕類(緞帳、暗転幕、一文字幕、袖
幕、大黒幕、ホリゾント幕等)
・反響板、舞台床仕上げ(リノリウム等)
・舞台-楽屋間のインカム、舞台モニター
建築工事に含まれる前提である場合は、見
積もり積算に必要となるため、各項目の仕
様(バトンの本数・耐荷重・電動/手動の
別、幕類の寸法・生地仕様、反響板の方式
等)をご提示いただきたいです。

舞台機構関連設備については、建築・電気・機械
等の「建設業務（建築工事）」に含む前提となっ
ています。
なお、これら設備の具体的な仕様は、本多目的
ホールの利用目的を踏まえ、事業者の創意工夫・
ノウハウによる提案に委ねるものとします。
参考までに、ホール舞台の吊物及び照明の概要を
示す資料を別途示します。

097 要求水準書 44 1 第2 5 (1) ｲ (ｴ)
表
2-9

子どものため
のスペース

アクティブエリアには、遊具、卓球台等を
整備するとありますが、同スペースは、乳
幼児、小学生、中高生と活動内容が異なる
世代が過ごす部屋となり、遊具等を固定で
整備すると、中高生の活動面積が狭まって
しまうものと思慮します。この点を踏ま
え、アクティブエリアに整備する遊具は、
どの程度の規模（遊具の種類や品番）又は
仕様（稼働ができるなど）のイメージがあ
りましたらご教示願います。

特定の遊具の種類や品番等の指定はありません。
可動式遊具の採用など、多世代が時間帯等に応じ
て安全かつ有効に利用できるような提案に期待し
ます。なお、固定式遊具の提案を排除するもので
はありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

098 要求水準書 44 7 第2 5 (2) ｲ (ｴ)
表
2-9 ベビーエリア

「公民館事業等の必要時に、保育室として
利用することも可能なスペースとして整備
すること。」とありますが、その際の見守
り業務は公民館スタッフにて行っていただ
ける認識で良いでしょうか。

ご質問の状況において、保育を担当するスタッフ
は本市で手配します。

099 要求水準書 44 13 第2 5 (2) ｲ (ｳ) j
多目的ホール
について

グランドピアノは既存施設で利用している
ものを持ち込むことを予定との事だが、持
ち込み後の調律は事業者負担という認識で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。グランドピアノ・アップ
ライトピアノについて、既存施設から移設した後
の初期の調律および維持管理期間中の定期的な調
律・メンテナンス費用は、すべて事業者の負担と
します。

100 要求水準書 44 13 第2 5 (2) ｲ (ｳ) j 多目的ホール
グランドピアノを設置とありますが、調律
は必要でしょうか。また、音楽スタジオ、
大会議室のピアノも同様でしょうか。

お見込みのとおりです。グランドピアノ・アップ
ライトピアノについて、既存施設から移設した後
の初期の調律および維持管理期間中の定期的な調
律・メンテナンス費用は、すべて事業者の負担と
します。

101 要求水準書 44 15 第2 5 (1) ｲ (ｴ)
子どものため
のスペース

中高生が主に利用できるエリアは、アク
ティブエリアと静かに遊ぶエリアとなると
の認識でよろしいでしょうか。
または、アクティブエリアの利用対象年齢
は、乳幼児から小学生という認識でしょう
か。
乳幼児親子の利用時間が終わった後のベ
ビーエリアは、有効活用するため中高生の
活動に使用することは可能でしょうか。

子どものためのスペースは、時間帯により、乳幼
児から高校生世代まで幅広く利用されることを念
頭においた施設です。各エリアの主たる対象は要
求水準書のとおりですが、乳幼児の利用が少ない
夕方以降の時間帯に、ベビーエリア等を中高生の
学習や活動のスペースとして有効活用（時間帯に
よる柔軟な運用）する提案は可能です。

102 要求水準書 45 5 第2 5 (2) ｲ (ｴ) a

子どものため
のスペースに
ついて
各エリア共通

登録、入退室が容易に把握できるシステム
等というのは、該当する小学生以下が利用
しやすいよう、システムアプリや会員証制
度のようなものの2面制のイメージでしょ
うか。

利用登録および入退室管理の方法については、事
業者の提案事項となります。利用者の利便性と管
理が両立できる仕組みを提案してください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

103 要求水準書 45 24 第2 5 (2) ｲ (ｴ) b

子どものため
のスペースに
ついて
アクティブエ
リア

自由利用スペース（時間帯により要登録）
という認識だが、専有は禁止という認識で
よろしいでしょうか。

特定の個人や団体によるスペースの専有は想定し
ておりません。

104 要求水準書 45 29 第2 5 (2) ｲ (ｴ) b
子どものため
のスペース

アクティブエリアに配置する遊具は、アス
レチック遊具などの固定の造作遊具ではな
く、多目的に遊べる可動の遊具を想定して
いると考えてよろしいでしょうか。

可動式遊具の採用など、多世代が時間帯等に応じ
て安全かつ有効に利用できるような遊具の導入を
想定しています。ただし、固定式遊具の提案を排
除するものではありません。

105 要求水準書 52 4 第2 5 (2) ｳ (ｵ) a
子どもの本の
エリア

児童向けカウンターについて、他エリアの
本の貸出手続き等も行える運用としてよろ
しいでしょうか。

可能です。子どもと同伴で来館した保護者が、他
エリアの本を一緒に借りるなどを想定していま
す。ただし、あくまで児童向けカウンターである
ため、他エリアの本の貸出手続きがメインとなり
子どもたちが利用しにくくなることのないように
配慮してください。詳細は市との協議によるもの
とします。

106 要求水準書 57 1 第2 5 (2) ｳ (ｸ) b
予約資料取り
置きコーナー

「複合施設全体の開館時間中については、
図書館閉館中であっても予約資料の受け取
りができる設計や配置とすること。」とあ
りますが、図書館開館前の8:30〜9:00は誰
が予約資料取り置きコーナーの管理を行う
想定でしょうか。

図書館開館前の時間帯の予約資料の受け取りは、
利用者自身が自動貸出機を用いて手続きを行う運
用を想定しています。そのような運用が可能とな
るような配置計画を提案してください。

107 要求水準書 58 19 第2 5 (2) ｳ (ｺ) b 新聞書庫
想定される収蔵資料数、若しくは必要とな
る面積をご教示ください。

【収蔵資料数】新聞原紙は約40紙を、当年度及
び前年度発行の２年分収蔵する必要があります。
また、新聞原紙を製本した大型資料（厚さ約6cm
×ヨコ約45cm×高さ約55cm）は約1100冊所蔵
しており、年間約20冊増加見込みです。
【面積】閉架書庫（780㎡）に含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

108 要求水準書 58 22 第2 5 (2) ｳ (ｺ) c
視聴覚資料書
庫(個人貸出
用）

想定される収蔵資料数、若しくは必要とな
る面積をご教示ください。

【収蔵資料数】約15,000点を想定しています。
【面積】閉架書庫（780㎡）に含みます。

109 要求水準書 59 16 第2 5 (2) ｳ (ｺ) e 配送室

「図書整理室と近接した配置に留意するこ
と」とありますが、業務用エレベーターを
介して短い動線で行き来できる配置とした
場合は、別のフロアに設けてもよろしいで
しょうか。

開架スペースを経由しない前提で、別フロアへの
設置も可とします。別フロアとなる場合であって
も、車両停車場所（搬入スペース）〜配送室〜図
書整理室までの作業効率や安全確保に十分配慮し
てください。

110 要求水準書 61 25 第2 5 (2) ｵ (ｲ) a
出入口・エン
トランスホー
ル

「関係者出入口のうち１つは、障がい者・
公用車用駐車場付近に設けること。」とあ
りますが、障がい者・公用車用駐車場から
メインエントランスへのアクセスは想定し
ないということでよろしいでしょうか。

障がい者・公用車用駐車場からメインエントラン
スへ向かうアクセスについては、要求水準書で
「（障がい者・公用車用駐車場付近から）複合施
設総合窓口までを移動円滑化経路として整備する
こと。」と定めている点について留意し、提案し
てください。なお、メインエントランスは、障が
い者の出入りにも配慮したものとしてください。

111 要求水準書 61 29 第2 5 (2) ｵ (ｲ) a
出入口・エン
トランスホー
ル

複合化による効率的な施設計画のため、貸
室利用者等が持ち込む機材等を搬出入する
ための搬出入口は多目的ホールの搬出入口
と合わせても宜しいでしょうか。

差し支えありません。

112 要求水準書 63 7 第2 5 (2) ｵ (ｳ) a (b) 図書館事務室

「各事務室は子どものためのスペースの事
務室を除き、可能な限り集約し、効率的な
配置とすること」とありますが、図書館
バックヤードとの連携や動線計画上、図書
館事務室を他の事務室と分けたほうが良い
と考えられる場合は、図書館事務室を独立
して設けてもよろしいでしょうか。
また業務用エレベーターを介して短い動線
で行き来できる配置とした場合は、図書館
事務室と他の事務室を別のフロアに設けて
もよろしいでしょうか。

図書館の運用計画・動線計画上、図書館事務室を
他の事務室と分けた方が良いと考えられる場合
は、図書館事務室を独立して設ける配置とするこ
とも可能です。短い動線で行き来できる場合は、
他の事務室と別のフロアに配置する形としても差
し支えありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

113 要求水準書 65 11 第2 5 (2) ｵ (ｳ) a (g)

要求水準は窓口カウンター１箇所につき、
市民２名が座れるスペースを確保（幅130 
㎝程度）し、と記載あり。備品リストには
ローカウンター、ハイカウンターW1600と
記載ありますが、W1600が正でよろしいで
しょうか。

要求水準書に定める機能（市民2名が適切に座れ
る幅として最低130cm程度を確保すること）を満
たす形状として、備品リスト上は標準的な規格サ
イズである「W1600（160cm）」を例示（記
載）しています。

114 要求水準書 66 4 第2 5 (2) ｵ (ｳ) a (i)
複合施設総合
窓口・青少年
事業対応窓口

複合施設総合窓口と青少年事業対応窓口を
兼ねる（1か所に集約する）ことは認めら
れるでしょうか。

認められます。

115 要求水準書 67 10 第2 5 (2) ｵ (ｳ) c (b)
多目的倉庫への搬入車両の寄り付き要件を
ご教示ください

多目的倉庫は、安全かつ効率的に物品等の搬出入
ができるよう、搬出入スペースの近くに配置する
ことを求めております。多目的倉庫で保管する物
品の内容等を踏まえ、提案してください。

116 要求水準書 67 14 第2 5 (2) ｵ (ｳ) c (b) 多目的倉庫

別紙9の備品・備蓄品は、新たに調達する
ものではなく、別紙８什器備品リストのま
ちづくりセンター等の防災倉庫の既存品を
収納するという理解でよろしいでしょう
か。

別紙９に記載の備品・備蓄品は、別紙８に記載の
既存の施設から多目的倉庫に持ち込む什器・備品
のうち№539から№584までのものです。
実際に多目的倉庫に保管する備品・備蓄品・什器
等は、別紙８に記載の№481から№606です。
要求水準書の記載は訂正します。

117 要求水準書 67 14 第2 5 (2) ｵ (ｳ) c (b) 多目的倉庫

備品やピアノなど、市の既存施設の物品に
ついての移動・移設は、本事業に含まれ
ず、市が別途実施すると考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

118 要求水準書 67 14 第2 5 (2) ｵ (ｳ) c (b) 多目的倉庫

「多目的倉庫には別紙9に示す備品・備蓄
品を保管する」との記載がございますが、
別紙8に多目的倉庫と記載されているもの
は保管されないのでしょうか。

別紙８に示す多目的倉庫に収納する備品等につい
ても、本市又は関係する団体が、多目的倉庫で管
理します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

119 要求水準書 67 18 第2 5 (3) ｱ
障がい者・公
用車用駐車場

障がい者駐車場の台数について、開発事業
基準条例では業務系用途と商業系用途で算
定方法が異なります。今回の施設は業務系
用途（商業系用途には含まない）と考えて
よろしいでしょうか。

本施設は、図書館、公民館、行政窓口等の公共施
設を主体とするものであるため、開発事業基準条
例上の用途区分としては原則として「業務系用途
（その他公共公益施設等）」として算定して差し
支えありません。ただし、事業者提案施設の内容
やそれに係る床面積によっては、個別に按分等の
確認が必要となる場合があるため、関係部局との
事前協議内容に準じてください。

120 要求水準書 67 20 第2 5 (3) ｱ
障がい者・公
用車用駐車場

電気自動車用の充電設備は、普通充電器
（急速充電器でない）の想定でよろしいで
しょうか。

要求水準書に特段の指定がない箇所については、
通常の普通充電設備の整備を想定しています。

121 要求水準書 67 22 第2 5 (3) ｱ
障がい者駐車
場

障がい者駐車場を複合施設近接して整備
し、屋根でつなげることが求められていま
すが、全体台数に対して必要な障がい者駐
車場を複合施設近傍に整備すれば、道路北
側の駐車場には障がい者駐車場を設けなく
て良いという認識でよろしいでしょうか？

要求水準書において、利用者駐車場にも障がい者
用駐車区画を求めておりますので、複合施設近傍
への設置のほか、鹿沼公園北側エリアにも障がい
者用の区画を整備してください。

122 要求水準書 67 28 第2 5 (3) ｲ
搬出入スペー
ス

多目的ホールの搬出入について、ウイング
車の使用は想定されていますでしょうか。

大規模な機材や舞台美術・楽器等の搬入におい
て、２トン車以上の大型車やウイング車が使用さ
れることも考えられますが、周辺道路の状況も含
めて、頻繁な使用は想定しておりません。しかし
ながら、全く利用されないとも言い切れないこと
から、これらの車両の使用や荷役作業に支障を来
さない高さ・広さへの配慮を期待します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

123 要求水準書 67 29 第2 5 (3) ｲ
搬出入スペー
ス

多目的ホールの搬出入スペースは基本的に
2トン車2台以上が駐車できるようにとの記
載がございますが、それ以上のサイズの車
での搬入は想定しなくて宜しいでしょう
か。また2トン車は通常のトラックを想定
しウイング車等は使用されないとの認識で
宜しいでしょうか。

大規模な機材や舞台美術・楽器等の搬入におい
て、２トン車以上の大型車やウイング車が使用さ
れることも考えられますが、周辺道路の状況も含
めて、頻繁な使用は想定しておりません。しかし
ながら、全く利用されないとも言い切れないこと
から、これらの車両の使用や荷役作業に支障を来
さない高さ・広さへの配慮を期待します。

124 要求水準書 68 3 第2 5 (3) ｲ 搬出入スペース

「搬入スペースの駐車待ちの自動車の滞留
スペースの確保」とありますが、多目的
ホールと図書館用の搬出スペースは分けて
整備する際に、各々の待機場所としてワン
ボックス2台程度の駐車スペースがあれば
よいでしょうか。

多目的ホールと図書館用の搬出スペースは分けて
整備する際に、各々の待機場所として２トン車が
２台以上駐車できるようにしてください。

125 要求水準書 70 17 第2 5 (4) ｲ (ｷ) 太陽光発電設備
太陽光発電設備の設置容量は提案者による
ということでよろしいでしょうか。

具体的な数値基準は設定していません。
事業者の提案によるものとします。

126 要求水準書 70 19 第2 5 (4) ｲ (ｷ)
太陽光発電設
備

まちづくりセンター窓口と複合施設の他エ
リアの太陽光発電設備を同じ系統（まちづ
くりセンター窓口専用でない）とした場合
は、太陽光発電パネルを屋上（立体都市公
園エリア以外）に設置してもよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

127 要求水準書 70 28 第2 5 (4) ｲ (ｸ)
非常電源
(予備電源)

「複合施設の引渡し後、法定の定期点検等
により非常用発電機設備を稼働させた際
は、必要に応じて、減少した燃料を補充す
ることとする。」とありますが、燃料は、
機器の運転に必要不可欠であり、事業者が
使用量をコントロールできないため、光熱
水費と同様の扱いであり、入札費に含まれ
ないと考えて良いでしょうか。

法定の定期点検等による非常用発電機設備の燃料
費は、入札価格に含めるものとしてください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

128 要求水準書 70 29 第2 5 (4) ｲ (ｸ)
非常電源（予
備電源）

「事前に燃料供給元と供給協定規定を締結
することを前提とする。」とありますが、
災害時に優先的に供給してもらえる旨の協
定を結ぶことを想定しているのでしょう
か。過去に貴市で実績があるのでしたらご
開示頂けませんでしょうか。

災害時の優先供給を前提とした協定を想定してい
ます。
既存実績： 本市は以下の燃料供給事業者と災害
協定を締結しています
・石油業界関連協会との協定（県内ガソリンスタ
ンド等）
・LPガス供給事業者協会との協定
詳細な協定内容は、「相模原市地域防災計画 資
料編」をご参照ください。
（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_r
es/projects/default_project/_page_/001/008/8
27/2025/11.pdf）

129 要求水準書 70 29 第2 5 (4) ｲ (ｸ)
非常電源（予
備電源）

災害時には公権力を有する貴市のが民間の
燃料供給元と災害協定を締結し、事業者は
貴市の指示に従い災害時の対応を行うとし
て頂けませんでしょうか。

現時点では市の災害協定に基づき、市からの指示
等を想定しておりますが今後、市と協議の上、決
定する形となります。

130 要求水準書 71 5 第2 5 (4) ｲ (ｺ)
構内交換設備
（構内電話交
換設備）

構内交換設備（構内電話交換設備）は機器
含めすべて本工事で整備するという認識で
よろしいでしょうか。
ＰＢＸの仕様に指定がある場合はその内容
をご教示ください。

整備についてはお見込みのとおりです。
仕様については、要求水準書の内容を満たすもの
であれば、指定はありません。

131 要求水準書 71 17 第2 5 (4) ｲ (ｻ)
構内情報通信
網設備

「インターネット等回線事業者との契約は
本市が行う。」と記載があることから、構
内情報通信網設備の維持管理業務は市が実
施する認識でよろしいでしょうか。

外部から引き込まれるインターネット回線につい
ては市が直接契約しますが、施設内に整備された
構内LAN配線やハブ等の構内情報通信網設備の日
常的な保守点検、故障時の対応等の維持管理業務
については、事業者の業務範囲となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

132 要求水準書 73 23 第2 5 (4) ｲ (ﾀ) 防犯管理設備

複合施設及び鹿沼公園の防犯監視情報を管
理できるシステムを構築すること。とあり
ますが、公園は侵入を検知するセンサー等
の設置は困難であることから、防犯カメラ
の画像を確認ができるシステムとするな
ど、詳細の内容は事業者が提案可能との認
識で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。具体的なシステム等につ
いては、事業者の提案に委ねます。

133 要求水準書 75 15 第2 5 (4) ｳ (ｳ) 空調設備

まちづくりセンター窓口と複合施設の他エ
リアの空調設備を同じ系統（まちづくりセ
ンター窓口専用でない）とした場合は、室
外機等の設備を屋上（立体都市公園エリア
以外）に設置してもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

134 要求水準書 79 2 第2 6 (1)
ウエルカム
ゲート

ウエルカムゲート付近において既存の横断
歩道以外の車道に交差点付近に横断歩道を
提案して良ろしいでしょうか。

市道上への横断歩道の新設について、提案として
盛り込むことは妨げませんが、実現できるとは限
りません。従って、横断歩道が設置されなくても
成立する提案とするなど、考慮したものとしてく
ださい。

135 要求水準書 79 3 第2 6 (1)
ウエルカム
ゲート

ウエルカムゲートは駅に対して正面にある
必要ありますでしょうか？それとも既存の
北側エントランス付近で良いでしょうか

市道淵野辺停車場鹿沼から鹿沼公園方面を見通し
た際に、正面にウエルカムゲートを整備すること
は求めておりません。駅からの主動線や来園者の
認知性を考慮した配置としてください。

136 要求水準書 79 10 第2 6 (2) ｱ 白鳥池

白鳥池の土砂浚渫、護岸改修、設備改修に
あたって池の防水や既存護岸、水門の詳細
図面及び既存井戸の湧水量、ポンプ設備の
提供をお願いしたいと思います。

閲覧資料として、ポンプ設備の図面を用意してお
りますので、「閲覧申請フォーム」から閲覧希望
の旨を申請してください。なお他の図面はありま
せん。

137 要求水準書 79 10 第2 6 (2) ｱ 白鳥池
白鳥池の水深についての情報提供をお願い
したいと思います。

本市で把握している資料がないため、情報の提供
はできません。

138 要求水準書 79 10 第2 6 (2) ｱ 白鳥池
池の水深や構造などのデータがあれば提供
願います。

本市で把握している資料がないため、情報の提供
はできません。
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第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

139 要求水準書 79 10 第2 6 (2) ｱ 白鳥池
浚渫土について、土質データがあれば提供
願います。また、土壌汚染等が判明した場
合は協議可能でしょうか。

本市で把握している資料がないため、情報の提供
はできません。
土壌汚染等が判明した場合には、対応を協議する
ものとします。

140 要求水準書 79 10 第2 6 (2) ｱ 白鳥池

既存の生物調査データがあれば提供願いま
す。また広大な面積の池の生物をすべて捕
獲・保管することは現実的ではないと考え
られ、推定個体数に対する目標保管数等、
目安があればご教示願います。

本市で把握している資料がないため、情報の提供
はできません。

141 要求水準書 79 13 第2 6 (2) ｱ 建設工事

白鳥池の浚渫及び改修工事に当たり、生物
の一時保管方法・保管場所・保管期間・再
放流条件、並びに浚渫土の処分区分や追加
分析の要否について、現時点で想定する条
件があればご教示ください。（白鳥池改修
に係る施工計画、仮設計画及び処分費算定
条件を明確にするため）

白鳥池の生物の一時保管方法・場所・期間・再放
流の条件については、本市からの指定は無く、事
業者の提案に委ねます。
浚渫土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
おける産業廃棄物に当たるため、許可業者への処
分委託が必要となります。なお、浚渫土の状態に
よっては、転用も可能です。

142 要求水準書 79 17 第2 6 (2) ｱ 白鳥池

おおむね1400ｔの土砂が堆積しているもの
と見込まれる。とありますが、大幅に超過
した場合は別途費用として頂けるのでしょ
うか。また、その他有害物質や想定外の廃
棄物が発生した場合も別途として頂けるの
でしょうか。

大幅に超過した場合や想定外の廃棄物が発生した
場合などにおいては、事業契約書（案）の定めに
従い、対応します。

143 要求水準書 79 17 第2 6 (2) ｱ 白鳥池
浚渫想定土量1,400tの処理は敷地外処分と
考えて宜しいでしょうか。

敷地外での処分を想定しておりますが、事業者の
提案によるものとします。

144 要求水準書 79 18 第2 6 (2) ｱ 白鳥池横断橋
既存の横断橋の撤去後、新たに横断橋を設
けるか否かも含めて事業者提案によるもの
と理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

145 要求水準書 79 33 第2 6 (2) ｲ 築山
築山の規模縮小は認めるとあるが、拡大は
認められますでしょうか？

築山の規模拡大についての提案も妨げるものでは
ありません。
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第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

146 要求水準書 80 5 第2 6 (2) ｳ 樹林地

樹林地は公園オープン当初から森として認
識できる大きさの木々を植える必要があり
ますでしょうか。それとも小さな苗から
ゆっくり大きく育てていく方法でも良ろし
いでしょうか。

植栽する樹木の大きさや整備方法は事業者の提案
によるものとしますが、本市は樹林地全体が小さ
な苗木のみで構成されることは想定していませ
ん。利用者の視点に立ち、バランスよく配置・計
画してください。

147 要求水準書 80 5 第2 6 (2) ｳ 樹林地
樹林地をつくる際、相模原市が所有する公
園などにある森から種や苗を採取し森づく
りを行うことは可能でしょうか

市の所有地からの種・苗の採取については、市と
の協議によるものとします。

148 要求水準書 80 30 第2 6 (3) ｱ

（3）遊びゾー
ン
 ｱ 自動交通
公園

暑さ対策は公園管理事務所と一体としての
日除け等であれば新たにシェルターなど設
置を考慮できますでしょうか

ご質問のような提案も可能です。

149 要求水準書 81 3 第2 6 (3) ｲ 遊具広場

現在ある造形遊具は撤去し、同等規模・構
成の遊具への更新を検討することとある
が、既存造形遊具と同様にモルタル造形の
遊具である必要がありますか。

必ずしもモルタル造形である必要はありません。

150 要求水準書 81 8 第2 6 (3) ｲ

（3）遊びゾー
ン
 ｲ 遊具広場

日陰対策としてのご提案とのことですが、
パーゴラについては必須設置ではない、と
いう解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。同等の機能が担保できる
他の方法がある場合において、パーゴラを設置す
ることを必須とするものではありません。

151 要求水準書 82 28 第2 6 (5) ｲ
多目的広場屋
根

多目的広場の屋根は複合施設の庇と一体化
したものでもよろしいでしょうか。

各ゾーンをまたぐ公園施設の整備は想定しておら
ず、複合施設と多目的広場の屋根を一体化するこ
とはできません。

152 要求水準書 82 28 第2 6 (5) ｲ
複合施設と多目的広場の屋根は一の建築物
として計画しても要綱上問題ございません
でしょうか。

各ゾーンをまたぐ公園施設の整備は想定しておら
ず、複合施設と多目的広場の屋根を一体化するこ
とはできません。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

153 要求水準書 82 33 第2 6 (5) ｲ 多目的広場

多目的広場の具体的な利用イメージの想定
があればご教示ください。
「多目的広場の屋根には、直径15mの円形
の屋根を想定している」とありますが、直
径15mの円が内接していれば、それ以上の
大きさになっても問題ないでしょうか。

多目的広場は、憩いやレクリエーション活動、交
流、防災といった機能を兼ね備えた広場であり、
各種イベントや災害時の物資集積等での活用が想
定されます。
屋根は、事業者の提案内容に合わせ、形状や大き
さを変更すること（縮小も認める）は差し支えあ
りません。

154 要求水準書 82 33 第2 6 (5) ｲ 多目的広場
多目的広場の屋根の耐震性能・耐風性能の
グレードをご教示下さい。

建築基準法を満足する耐震性能、耐風性能を想定
します。

155 要求水準書 84 8 第2 6 (7) ｱ 利用者駐車場

「電気自動車用の急速充電器は、汎用性の
ある認証課金システム（通信モジュール付
き）を有するものとする。」との記載があ
りますが、運用や管理は市が行うと考えて
良いでしょうか。

電気自動車用急速充電器の運用や管理は、事業者
が実施します。なお充電器の仕様については、特
に指定はありません。

156 要求水準書 84 28 第2 6 (8)
その他の公園
施設

公園管理事務所、公園利用者用トイレ等の
公園施設の耐震性能・耐風性能のグレード
をご教示下さい。

建築基準法を満足する耐震性能、耐風性能を想定
します。

157 要求水準書 86 10 第2 6 (8) ｱ (ｷ)
公園利用者用
トイレ

公園利用者用トイレは、防犯のために公園
管理事務所の開館時間に合わせて開錠すれ
ばよいと考えて良いでしょうか。

利用可能時間については、今後の防犯上の課題や
周辺環境の変化などを踏まえ、協議を行うものと
します。

158 要求水準書 87 2 第2 6 (8) ｱ (ｺ) 車庫

管理用車両は貨物用軽自動車とし、事業者
が調達する。とありますが、事業者の判断
により不要とした場合は、車両及び車庫は
設置しなくても良いのでしょうか。

管理用車両を調達しない提案は認めます。ただ
し、車庫の設置は必須とします。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

159 要求水準書 87 5 第2 6 (8) ｱ (ｻ) 倉庫

貸自転車、貸カートは、鹿沼公園のリ
ニューアルに合わせ入れ替えを行う予定で
あり、必要な台数については、事業者の提
案によるとありますが、自転車やカートの
入れ替えの台数は事業者が提案し、費用負
担は貴市との認識で良いでしょうか。

貸自転車および貸カートの入替台数については事
業者の提案によるものとします。
入替えの費用はサービス対価に含まれます。

160 要求水準書 87 27 第2 6 (8) ｲ 公園出入口

鹿沼公園南側エリアの北西側に公園出入口
を新設する提案が認められるとのことです
が、それに伴い横断歩道の位置変更や新設
についてもご提案できると考えてよろしい
でしょうか。
また駅からの利便性向上のため、公園正面
口東側の交差点部分についても、横断歩道
の新設をご提案できると考えてよろしいで
しょうか。

市道上への横断歩道の新設について、提案として
盛り込むことは妨げませんが、実現できるとは限
りません。従って、横断歩道が設置されなくても
成立する提案とするなど、考慮したものとしてく
ださい。

161 要求水準書 88 5 第2 6 (8) ｴ 外周園路
外周園路と公園内園路は完全に分離する必
要がありますか。

外周園路と公園内園路の完全な分離を求めるもの
ではありませんが、外周園路と公園内園路の交錯
による接触事故等が発生しないように十分な幅員
を確保するなど、配慮した計画としてください。

162 要求水準書 88 8 第2 6 (8) ｴ 外周園路
外周園路を歩道状空地として扱う範囲の幅
員は最低何メートル必要でしょうか。

相模原市開発事業基準条例に基づいて整備してく
ださい。

163 要求水準書 89 6 第2 6 (8) ｷ 樹木の伐採

高木化や老木化における倒木の危険を回避
するためなど、樹木の伐採を検討するにあ
たり、寄贈樹木等で寄贈者の合意を得ない
と伐採ができない等、制限のある樹木をご
開示ください。

伐採に制限がある特定の樹木等はありません。

164 要求水準書 89 20 第2 6 (8) ｸ 照明

「そのほかの箇所については5〜10lx程度」
とありますが、これは主要動線ではない園
路等を対象としており、公園全域ではない
という理解でよろしいでしょうか。

５〜10lx程度の照度は、主要動線でない園路等を
想定しています。その他のエリアについても公園
内における夜間の安全性および防犯性に配慮した
明るさを確保してください。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

165 要求水準書 90 11 第2 6 (8) ｽ 臨時駐車場

臨時駐車場を配置するエリアに指定はあり
ますでしょうか。その場合、図2-1 鹿沼公
園のゾーニングイメージ(p.16)に指定され
る各エリアの相対関係が崩れてしまうこと
は緩和され認められるのでしょうか。

市では、現野球場の一部を使って臨時駐車場を整
備するイメージを持っていますが、公園の段階的
整備の進め方とも関連があるため、事業者の提案
に委ねるものとしています。
なお、臨時駐車場は、複数のゾーンにまたがって
整備されても問題ありません。

166 要求水準書 90 19 第2 6 (8) ｽ 臨時駐車場
臨時駐車場は工事期間中の利用状況を踏ま
え70台分を下限に整備するとありますが、
軽車両も含め計画可能でしょうか。

臨時駐車場の駐車区画の一部を軽自動車用の駐車
区画として整備することは可能です。

167 要求水準書 90 30 第2 6 (8) ｾ ブロンズ像

鹿沼公園内に移設する、図書館敷地内に設
置されているブロンズ像の維持管理は、事
業範囲外と考えて良いでしょか。

移設完了後における日常的な周囲の清掃や簡易な
外観確認（目視点検等）、台座等の修繕は事業者
の維持管理業務の範囲に含まれますが、像本体の
専門的な修復、専門塗装等の特殊な維持管理につ
いては、原則として本事業の対象外（市負担）と
します。

168 要求水準書 91 7 第2 6 (8) ｿ (ｱ)
事業者が設置
を提案する施
設

「 事業期間終了後、事業者は当該施設を撤
去し、更地にして返還することを基本とす
るが、公共性が高いものに限り、本市との
協議を経て、事業者から本市へと寄附する
ことも可とする。」との記載があります
が、公共性が高いものとは、どのようなも
のか具体的に例示願います。
また、公共性が高いものには、噴水や徒歩
池のように維持管理費コストの増大が懸念
されるものは含まれないと考えて良いで
しょうか。

要求水準書の当該箇所について、当該文章は次の
とおり修正します。
「事業期間終了後、事業者は当該施設を撤去し、
更地にして返還することを基本とする。ただし、
本市が求めた場合には、施設を撤去せず、本市へ
無償譲渡（寄附等）を行うことについて、本市と
事業者間で協議ができるものとする。」
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

169 要求水準書 91 10 第2 6 (8) ｿ (ｲ) ブロンズ像

青少年学習センター敷地内に設置されてい
るブロンズ像が鹿沼公園内に移設された場
合、ブロンズ増の維持管理は、事業範囲外
と考えていでしょうか。

青少年学習センター敷地内に設置されているブロ
ンズ像が鹿沼公園内に移設された場合の対応は、
本事業には含まれておりません。
移設が確定した際、対応を協議するものとしま
す。

170 要求水準書 91 14 第2 6 (9) ｱ 設備計画
敷地外周辺のインフラ図（上下水）があれ
ばご提供いただけないでしょうか。

入札説明書に記載している問合せ先を通じて、下
水道管理者にお問合せください。

171 要求水準書 91 14 第2 6 (9) ｱ 設備計画
過去5年程度の敷地内既存施設の電力量・
上水に関する月別の実績および契約電力量
があれば教えていただけないでしょうか。

現指定管理者の指定期間が令和６年４月以降のた
め直近２か年分の電気料金及び上下水道料金につ
いては別紙のとおり開示します。

172 要求水準書 93 5 第2 6 (9) ｳ (ｳ) 雨水排水設備

雨水排水の最終接続先は南側道路にある本
管マンホールでよろしいでしょうか。これ
は複数箇所の接続が認められますでしょう
か。

接続先については、事業者の提案に基づき設定し
てください。なお、接続先に関しては、入札説明
書に示す問合せ先を通じて、所管課となる下水道
管理者と協議を行ってください。

173 要求水準書 93 5 第2 6 (9) ｳ (ｳ) 雨水排水設備
本公園における許容放流量はいくつでしょ
うか。

接続先の設定によって許容放流量が異なります。
入札説明書に記載している問合せ先を通じて、所
管課となる下水道管理者にお問合せください。

174 要求水準書 93 6 第2 6 (9) ｳ (ｳ) 雨水排水設備

公園区域内の既設の雨水排水設備（埋設さ
れているものを含む。 ）は、全て撤去の上
とありますが、交通公園中央を敷地境界付
近まで南北に通る雨水排水設備も撤去する
考えでよろしいでしょうか。

ご指摘の排水設備は、公共下水道（雨水本管）と
なりますので、撤去できません。深さや構造等に
ついては入札説明書に示す問合せ先を通じて下水
道管理者にお問合せください。
なお、その他の公園内の雨水管については、撤
去・改修の対象となります。

175 要求水準書 95 20 第3 1 (4) 実施体制

業務期間が「事業契約締結から」であるこ
とを鑑み、要求水準を満たす場合、統括管
理責任者は非常駐でもよろしいでしょう
か。

要求水準書では、統括管理責任者の常駐を求めて
いないため、そのような提案は可能ですが、円滑
に統括管理業務が遂行される体制を提案してくだ
さい。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

176 要求水準書 95 17 第3 1 (4)

統括管理業務
の契約形態

「統括管理業務は、代表企業が実施するこ
と。ただし、代表企業の責任の下、代表企
業以外の構成企業又は協力企業が統括管理
業務の一部を担うことは認める。」と記載
が有りますが、代表企業以外の構成企業又
は協力企業は、SPCから統括管理業務の一
部を受託できる理解でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

177 要求水準書 97 23 第3 2 (2) ｱ
施設・機能連
携推進業務

市が担う直営窓口の運営その他の業務につ
いて、協力を行うと記載があるが大まかに
どのような内容について協力するのでしょ
うか。
また、協力をどこまで行うのかによりけり
だが、市直営窓口と本事業運営費の線引き
が明確になるのか伺いたい。

事業者が担う業務と、市が担う業務の間での、来
館者に対する適切な誘導や情報共有、災害時の連
携等を想定しています。事業者の費用負担は、事
業者運営範囲（要求水準書に定める業務）および
連携に必要な日常の連絡・調整に要する範囲に限
定されます。

178 要求水準書 101 24 第4 1 (4) 実施体制

実施体制について、「各担当技術者は本業
務を的確に遂行するのに十分な知見、実績
及び資格を有する者とすること。」とあり
ますが、事業者側において「要求水準を十
分に満たす業務履行が可能」と判断した体
制であれば、個別の技術者に対して具体的
な要件の実績や資格等は求められないとい
う理解でよろしいでしょうか。

各担当技術者の具体的な実績や資格の有無は事業
者の判断に委ねます。

179 要求水準書 103 30 第4 2 (2) 設計

「設計説明会で出た市民等の意見は、本市
と協議の上、可能な限り反映するように努
めること」との記載がございますが、貴市
から出たご意見の反映と同様に、市民等の
意見を反映することに伴う各種増加費用
（施設整備費、SPC経費等）については入
札前に事業者側で想定できないため貴市の
ご負担との理解で宜しいでしょうか

市民の意見については、事業者が負担できる範囲
内での反映を期待するものであり、事業者の負担
が増加するほどの要求については反映を求めるも
のでは有りません。ただし、設計説明会の意見の
うち、市が反映を求めた事項については、当該変
更により事業者に発生した追加的な費用（設計費
用のほか工事費、将来の維持管理費等）を市が負
担することになります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

180 要求水準書 103 34 第4 2 (2) 設計

大幅な設計変更は、設計工程のみならず都
市計画変更手続きにも遅延を招く恐れがご
ざいます。つきましては、反映させていた
だくご意見は、基本設計の完了期限に支障
をきたさない範囲に留めさせていただけま
すでしょうか。

市民の意見については、事業者が負担できる範囲
内での反映を期待するものであり、工程が大幅に
遅れるような事項の反映を求めるものではありま
せん。

181 要求水準書 104 15 第4 2 (4) 各種申請等
各種申請等に係る申請手数料等の費用につ
いて、事業者側の負担との理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

182 要求水準書 107 15 第5 2 (1) 解体・撤去工事
近隣との調整・周辺家屋影響調査を含むと
ありますが対象家屋に指定はございますで
しょうか。

市による特定の家屋指定はありません。事業者の
判断のもと、調査・調整の対象範囲を適切に設定
し、対応してください。

183 要求水準書 108 7 第5 2 (2) 建設工事

鹿沼公園内にある既存の野球場及びテニス
コートは令和9年度第4四半期以降に撤去工
事に着手する工程とするとありますが、撤
去工事に先立つ事前調査、仮囲い設置、埋
設物確認、支障物移設等の先行作業は同時
期以前でも実施可能でしょうか。 （既存施
設の利用継続条件を踏まえた先行準備作業
の可否を確認するため。）

野球場及びテニスコートについては、前年の夏頃
までに翌年度の専用利用の調整を行っている
（例、令和９年度の専用利用の調整は令和８年の
夏頃に実施）ことから、利用調整前に撤去工事等
の先行実施を行うことが決定していれば可能で
す。現実的には令和９年度中の工事の実施は難し
いと考えます。

184 要求水準書 108 7 第5 2 (2) 工事の着手

全ての工事は都市計画変更後の着手と、令
和９年第４四半期以降に野球場及びテニス
コート撤去を行うことと記載が矛盾してお
ります。一般論として、都市計画変更中で
も解体や準備工事は着手できると認識して
おりますが、複合施設の建設に影響しない
野球場及びテニスコートの撤去や臨時駐車
場の整備等については都市計画変更手続き
中に整備を進めさせていただけませんで
しょうか。

都市計画変更中でも解体や準備工事は着手できま
すが、早期に撤去や準備工事に着手する場合は、
前年度夏に野球場及びテニスコートの専用利用の
調整が必要となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

185 要求水準書 108 7 第5 2 (2) 建設工事

既存の指定管理業務期間中に新たなテニス
コートを整備した場合は、窓口の受付等は
既存指定管理者が実施されるのでしょう
か。

別途、協議となりますが、既存テニスコートのみ
が既存指定管理者の管理となるものと考えていま
す。

186 要求水準書 108 7 第5 2 (2) 建設工事

複合施設及び新しい公園管理事務所が出来
るまでの間にテニスコート等を整備した場
合は、既存の管理事務所を利用するまたは
事業者提案で臨時受付場所を設置する等で
受付業務を実施する形になりますでしょう
か。

お見込みのとおりです。

187 要求水準書 108 9 第5 2 (2) 建設工事

鹿沼公園は一部供用しながら段階的に整備
し、遊びのゾーンを先行して整備するとあ
りますが、部分開園に当たり最低限必要と
なる施設条件（例：利用者動線、トイレ、
管理体制、防犯設備、仮設安全対策等）が
あればご教示ください。（先行供用範囲及
び供用開始条件を適切に見込んだ工程計画
を行うため。）

部分開園時における最低限の施設条件としては、
工事区域との安全な隔離、利用者動線の確保のほ
か、照明設備、防犯設備、AEDの設置が最低限必
須になるものと考えております。

188 要求水準書 108 11 第5 2 (2) 建設工事

 鹿沼公園全体を一時的に閉鎖する期間を設
けることを認めるとありますが、「極力短
くすること」とされる全面閉鎖期間の目安
や、本市協議における判断基準があればご
教示ください。（工程計画上の全面閉鎖期
間の設定及び提案リスクを明確にするた
め。）

全面閉鎖期間の目安や具体的な判断基準について
はありません。市民の利用制限を最小限に抑える
ことが目的であるため、事業者の創意工夫により
可能な限り短くしていただくことを期待します。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

189 要求水準書 108 15 第5 2 (2) 建設工事

鹿沼公園の段階的整備において、工事範囲
は各ゾーンの範囲と異なっても問題ないと
ありますが、遊びのゾーン先行整備に伴
い、隣接ゾーンの一部を仮設動線、仮囲
い、施工ヤード等として使用する計画も許
容されるとの理解でよいでしょうか。 （段
階施工における合理的な工区設定及び安全
な供用動線確保の可否を確認するため。）

鹿沼公園内に仮設動線、仮囲い、施工ヤード等を
確保しながら段階的に工事を進めることは可能で
す。

190 要求水準書 108 21 第5 2 (2) 事業期間

令和11年3月以前に着工するエリアがある
場合は、現在の指定管理者と調整を十分に
行うとありますが、施工範囲の引渡し単
位、調整手順、意思決定フロー及び想定調
整期間があればご教示ください。（指定管
理者との調整を織り込んだ実現性の高い施
工工程を設定するため。）

提案内容によるため、調整は事業者選定後となり
ます。

191 要求水準書 108 25 第5 2 (2)
その他建設業
務において必
要となる業務

現場事務所、資材置場、作業員駐車場等の
仮設ヤードについて、本事業予定地内で使
用可能な範囲及び条件があればご教示くだ
さい。敷地外に確保が必要な場合は、事業
者負担との理解でよいでしょうか。（施工
計画、仮設計画及び工事費算定条件を明確
にするため。）

仮設ヤードの設置場所は、鹿沼公園内を想定して
おりますが、具体的な位置は工程計画も踏まえ事
業者の提案に委ねます。敷地外に別途ヤードを確
保する必要が生じた場合の手続きおよび費用は、
事業者側の負担となります。

192 要求水準書 109 21 第5 2 (3) ｳ 備品の所有者

リース方式により調達した備品は、リース
期間終了時もしくは施設引き渡し時に市に
所有権を譲渡するのでしょうか。

リース方式により調達した備品は、事業期間終了
後も市が継続して使用できるように対応してくだ
さい。

193 要求水準書 112 17 第6 1 (4) 実施体制

工事監理業務の実施体制において、各主任
技術者は必ずしも設計業務で配置した技術
者と同一人物である必要はないとの理解で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、設計意図を正確に
監理に反映・継承できるよう、十分な連携が担保
される体制としてください。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

194 要求水準書 112 17 第6 1 (4) 実施体制

要求水準を満たすことを前提に、工事監理
業務責任者が意匠主任技術者、構造主任技
術者、電気設備主任技術者、機械設備主任
技術者、公園設計主任技術者を兼務するこ
とは認められるとの理解でよろしいでしょ
うか。

工事監理業務責任者が、主任技術者を兼務するこ
とは可能ですが、提示されたすべての主任技術者
および工事監理業務責任者を1名で兼務すること
については、想定していません。
業務の確実な履行や品質管理の観点から適切な体
制を確保して下さい。

195 要求水準書 114 12 第7 1 (3) 業務期間

開業準備業務の業務期間は、事業者の提案
によるとの記載がありますが、各事業者の
提案のばらつきが想定され、よって費用差
も生じてくるものと思慮します。つきまし
て、貴市が想定している業務期間のお考え
があればご教示願います。

開業準備業務に必要な期間は、事業者の運営ノウ
ハウや体制により異なるため、一律の想定期間は
示しません。円滑な開業及び開園を迎えるために
必要な期間を算定し、提案してください。

196 要求水準書 114 14 第7 1 (4) 実施体制

本業務の実施場所は、施設（複合施設、鹿
沼公園）引渡し日以降は当該施設、引き渡
し日までは事業者が自ら用意し、掛かる費
用はサービス対価B-1-①として計上する、
との理解でよろしいでしょうか。

複合施設引渡しまでの費用はサービス対価A-4と
して、複合施設引渡し後はサービス対価はB-1-
①に含めて支払うこととなります。

197 要求水準書 116 4 第7 2 (2) ｲ
既存公園施設
の運絵業務に
係る引継ぎ

前指定管理者から引継ぎを受けることとあ
りますが、民間事業者間での引継ぎを想定
しているのでしょうか。貴市と契約し履行
義務が発生しているのは貴市と前指定管理
者であることから、貴市と共に事業者が前
指定管理者から引継ぎをうけるとして頂け
ないでしょうか。

前指定管理者と本事業の事業者との引継ぎに関し
て、市は必要に応じて引継ぎの実施を支援するも
のとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

198 要求水準書 117 14 第7 2 (2) ｷ
施設移転時の
協力

市が実施する移転作業とは、複合施設に持
ち込む以外に各所への配置や組み立て・設
置まで含むものなのでしょうか。作業範囲
を具体的にお示し願います。

市は、既存施設から持ち込む物品（図書資料、継
続使用する既存備品等）の梱包、輸送、新施設内
の指定場所までの搬入及び設置作業を行います。
事業者に求める協力については、本市が実施する
移転作業（引越作業）を円滑に行うために必要
な、動線の確保や利用者等の安全の確保、作業日
時の調整などを想定しています。

199 要求水準書 117 18 第7 2 (3)
開業前の広
報・情報発信
業務

ホームページやSNS等の開設時期は、事業
者の提案に委ねられるとの理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

200 要求水準書 117 27 第7 2 (4)
開業式典開催
業務

表7-1で項目と役割分担は示されています
が、開業式典の内容や規模は実施計画等で
事業者が提案するとの理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

201 要求水準書 117 29 第7 2 (4) 開業式典

事業者が提案する内容や規模と貴市が想定
する内容や規模に乖離が有る場合には、費
用負担等について協議されるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

事業者が提案する式典の内容・規模に対して、市
の追加要請等により変更が必要となった場合につ
いては、費用負担や対応方法について協議を行い
ます。

202 要求水準書 117 33 第7 2 (4)
オープニング
イベント

オープニングイベントの内容や規模は、事
業者の提案に委ねられるとの理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

203 要求水準書 120 28 第8 1 (1) ｲ

非常時・緊急
時、災害発生
時の維持管理
業務の考え方

本施設における災害対策拠点としての使用
方法や災害対策活動内容として、市が想定
していること、事業者が行うことをお示し
ください。

【市が想定する施設の役割】
災害時応急対策活動拠点として現地対策班が設置
されます。主な役割として、区本部との連絡調
整、所管区域内の避難所等及び救護所、防災関係
機関等との連絡調整などを想定しています。
【事業者が実施する活動】
詳細は、協議により定めるものとしますが、例え
ば、維持管理に伴う機器等の復旧作業等
や避難者対応にかかる貸室案内業務等を想定して
います。

204 要求水準書 120 32 第8 1 (1) ｲ
維持管理業務
の考え方

複合施設内に市民等へ供給する災害時の備
蓄品（食料・水等）を保管するスペースは
必要ないとの理解でよろしいでしょうか。

またそのような備蓄品の調達及び更新・追
加、管理等は貴市にて実施されるとの認識
で宜しいでしょうか。
近年災害が多発しており事業者側でリスク
を想定することが難しいため貴市にご負担
いただきたい。

複合施設内の多目的倉庫で災害用の備蓄品を保管
します。本市が保管する災害用備蓄品は、調達及
び更新・追加、管理は本市で行います。

205 要求水準書 128 9 第8 2 (1) ｳ
什器・備品等
管理業務

要求水準P154には運営業務内に備品等管理
業務がございます。要求水準書の意図とし
ては、子どものためのスペースにおける遊
具・おもちゃ等の備品は運営業務として、
その他を維持管理業務として管理という理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

206 要求水準書 128 28 第8 2 (1) ｳ (ｲ)
什器・備品管
理業務

別紙8に記載のある什器・備品のうち、別
紙9に記載のあるもののみ貴市または関係
団体で管理を行うということでしょうか。

別紙8に記載されている貴市が持ち込まれ
る什器備品等については、提案時点で事業
者が状態を確認することができず点検・保
守・修繕・更新業務費を見込むことが困難
であるため、すべて本事業の業務からは外
していただきたい。

別紙８多目的倉庫に収納するものは、本市又は関
係する団体が、多目的倉庫にて管理します。
市が持ち込む既存の什器・備品については、原則
として、市直営の施設に配置する備品等について
も、要求水準書に記載のとおり、事業者が管理す
るものとします。ただし、市直営の施設に配置す
る備品のうち、使用状況などの実情等を踏まえ、
市において管理するものと市が判断した備品があ
る場合は、事業者との協議により、取扱いを決定
します。

207 要求水準書 129 25 第8 2 (1) ｴ (ｲ) b
清掃業務
定期清掃

複合施設の定期清掃範囲、実施回数につい
ては、要求水準を満たす範囲で事業者提案
によるという認識でよろしいでしょうか。
もしくは想定される定期清掃の範囲、実施
回数がございましたらご教示いただけない
でしょうか。

具体的な仕様・回数は事業者の提案に委ねます。

208 要求水準書 129 34 第8 2 (1) ｴ (ｲ) c
清掃業務
特殊清掃

外壁や外部建具を清掃するには、利用者の
安全を確保するため、建物全面に足場等を
設置して作業する必要があり、外壁全面を
作業するためには連続した休館日の設定が
必要と考えてよろしいでしょうか。

外壁等の特殊清掃の実施にあたっては、利用者の
安全確保を最優先とし、通常の休館日も有効に活
用した工程計画を策定し、休館日を設定する場合
は予め本市と協議をしてください。

209 要求水準書 130 3 第8 2 (1) ｵ (ｱ) a

維持管理業務
修繕・更新業
務
修繕・更新の
実施

修繕費が使用できない修繕に係る事象につ
いて伺いたい。（事業者で材料を購入し直
営修繕は可など）また、全体をとおして修
繕更新金額問わず事業者負担の認識でよろ
しいでしょうか。

本事業期間中に発生する修繕・更新は、全て事業
者の負担として実施して頂くものとなります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

210 要求水準書 130 6 第8 2 (1) ｵ (ｱ) a
中規模改修工
事の費用範囲

P130「オ 修繕・更新業務（ア）業務の内
容 ａ 修繕・更新の実施」において、「中
規模改修工事において実施することを想定
する修繕や更新は含まないものとする」と
記載されているが、中規模改修工事におい
て実施することを想定する修繕とは、具体
的にいくら程度の工事を指しているのかご
教示ください。

相模原市一般公共建築物長寿命化計画の９頁に記
載している中規模改修工事の項目を想定しており
ます。

211 要求水準書 131 15 第8 2 (1) ｶ (ｱ)
建築物環境衛
生管理技術者
の常駐有無

P131「カ 環境衛生管理業務（ア）業務の
内容」において、「建築物衛生法に基づ
き、建築物環境衛生管理技術者を選任し」
と記載されているが、複合施設は設備員が
常駐することを想定しているか。常駐を想
定している場合は、入札予定価格にも当該
費用が見込まれているのかご教示くださ
い。

建築物環境衛生管理技術者について、常駐を求め
るものではありませんが、必要がある場合は、常
駐してください。

212 要求水準書 131 24 第8 2 (1) ｶ (ｲ)
環境衛生管理
業務
要求水準

「複合施設内の害虫の生息状況等を定期的
に調査し、必要に応じて発生を防止するた
めの措置を講ずること。噴霧法、散布法そ
の他の有効と認められる駆除方法を事業者
の選択により採用すること。」と記載があ
りますが、「噴霧法、散布」は必ず実施す
るものではなく、生息状況の調査の結果、
必要であると判断した場合のみ実施する認
識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

213 要求水準書 131 31 第8 2 (1) ｷ (ｱ) 警備業務
開館時間帯は警備業法に定めてある施設警
備員の配置が必須という解釈で間違いない
でしょうか。

警備業法の施設警備員の配置が必要な場合は、事
業者が配置して下さい。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

214 要求水準書 132 15 第8 2 (1) ｷ (ｲ) b
要求水準
防火・防災業
務

「事業者は、防火管理者を配置し、複合施
設の規模、各居室の開館時間、利用状況等
を踏まえ、適切な防災計画を作成するこ
と。」と記載がありますが、事業者は事業
者の管理権限(共用部含む)の防火管理者の
選任・配置であり、統括防火管理者につい
ては、市が選任・配置する認識でよろしい
でしょうか。

統括防火管理者が必要な場合は、事業者が配置し
て下さい。

215 要求水準書 134 4 第8 2 (2) ｲ (ｳ) e
自動体外式除
細動器(AED)

本施設職員とは、事業者の職員と考えて良
いでしょうか。
AEDの操作を習得させる職員は、事業者が
任意で選択すればよいと考えて良いでしょ
うか。

「本施設職員」とは、事業者が配置する運営・管
理スタッフ（再委託先の従業員等含む）を指しま
す。AEDの適切な操作・救急救命講習を受講させ
るべき対象職員の選択や具体的な人数・配置計画
については、事業者の提案に委ねます。

216 要求水準書 138 28 第8 2 (2) ｸ (ｳ) 要求水準

相模原D52 保存会の活動に協力するして状
態の維持に努めること。とあり、資機材等
の無償貸出ととあります。どのような資機
材なのでしょうか。また、清掃や塗装など
は保存会で対応頂けるとの認識ですが、事
業期間中に保存会の方針等の変更があった
場合は協議となるのでしょうか。

無償貸出を想定している資機材とは、日常の簡易
な清掃用具、水、またはイベント時に使用する長
机・パイプ椅子等の公園管理事務所で保有する範
囲の一般的な物品を想定しています。
お見込みのとおり、車両本体の修繕や清掃活動自
体は、原則として相模原D52保存会が実施します
が、保存会の方針変更等に伴い、公園管理上の対
応に重大な変更が生じる可能性がある場合につい
ては、市、保存会、事業者で適宜協議を行いま
す。

217 要求水準書 141 16 第8 2 (2) ｻ (ｳ) a 樹木等の管理

病害虫に侵され治癒や駆除ができない枝当
については可能な限り速やかに対応するこ
と。とありますが、ナラ枯れや松くい虫な
ど広域で対応すべき内容については、事業
者の対象外として頂けないでしょうか。本
施設だけでの対応は不可能です。

広域的な対応が必要な特殊病害虫の駆除・処分に
ついては、本市が主体となって対応するため事業
者の対象外とします。ただし、被害の拡大防止や
安全確保の観点から、園内でこれらの兆候を発見
した場合は、本市へ速やかに報告してください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

218 要求水準書 142 12 第8 2 (2) ｼ (ｱ) 警備業務

公園内については、警備業法に定めている
施設警備員の配置は不要という解釈で間違
いないでしょうか。運営職員での防犯警備
で代用可能でしょうか。

施設警備員の配置を必須として求めるものではあ
りません。

219 要求水準書 145 1 第9 1 (1) ｴ
開館・開所・
開園時間等

各施設に勤務する事業者以外の職員（市職
員および市が委託する業務の従事者等）の
勤務時間をお示しください。

図書館、公民館、国際交流ラウンジの職員は、午
前8時30分から午後10時30分までの間でシフトを
組んで勤務することを想定しています。まちづく
りセンターの職員については午前8時30分から午
後5時15分までの勤務を想定しています。また、
状況によって、この時間帯以外の勤務（残業等）
が発生する場合があります。

220 要求水準書 145 6 第9 1 (1) ｴ

開館・開所・
開園時間等
表9ｰ2 施設の
開館時間及び
休館日

児童交通公園は、団体利用・個人利用等で
時間帯を設定する事は可能と注釈で記載が
あるが、事業者が展開する事業で時間帯貸
し切りで使用する事も可能という認識でよ
ろしいでしょうか。

事業者が市より行為の許可を受け、自主事業で時
間帯貸切（専用利用）を行うことは可能です。

221 要求水準書 145 6 第9 1 (1) ｴ

開館・開所・
開園時間等
表9ｰ2 施設の
開館時間及び
休館日

記載時間外の無法駐車について、事業者レ
ベルでどこまでの対応が必要でしょうか。
また、時間外において入口に入退場ができ
ないようバリカー等（駐車場管制設備含
む）を設置した想定で無法駐車を確認でき
た場合は、締めきっても問題ないでしょう
か。

時間外の入退場を制限することも可能ですが、勘
違いや認識不足で駐車してしまうことが無いよ
う、運営時間帯について周知してください。

222 要求水準書 145 6 第9 1 (1) ｴ
表
9-2

上記分散配置時の開館時間について
フリースペースの開館時間は窓口スペース
に合わせて他より30分早く設定されている
が、分散配置した箇所については他と同様
に9時開館でよろしいでしょうか。

フリースペースを複数に分散して配置する場合に
おいても８時30分から利用できる施設として計
画してください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

223 要求水準書 145 6 第9 1 (1) ｴ 表9-2 公園管理事務所

表9-2では鹿沼公園管理事務所の開館時間
は10月〜2月が8時〜18時、3月〜9月が8時
〜19時となっていますが、開館時間外に教
室等を活用した自主事業の開催は可能で
しょうか。

市との事前協議・承認を経て、時間外の施設活用
を提案することを認めるものとします。

224 要求水準書 148 5 第9 1 (5) ｳ
運営業務報告
書の作成

書式については、市所定のフォーマットも
しくは団体において任意で作成するどちら
でしょうか。また、所定のフォーマットが
ある場合、共有されるタイミングを伺えま
すでしょうか。

提出書類の様式は事業者の任意としますが、記載
事項については市との協議により決定するものと
します。

225 要求水準書 148 12 第9 1 (5) ｳ ⅲ
運営業務報告
書

有料施設ではない、公園全体、利用者駐車
場の利用者数の報告は困難かと考えますの
で報告書の内容から削除していただけます
でしょうか。

可能な範囲での報告を期待したいことから、利用
者数の集計区分は例示とし、具体的な項目につい
ては本市との協議により決定するものとします。

226 要求水準書 148 30 第9 1 (6)
貸室の利用形
態及び利用予
約

Sネットに係る費用（イニシャル、ランニ
ングとも）は不要との理解でよろしいで
しょうか。

Sネットに係る費用は市が負担します。

227 要求水準書 148 30 第9 1 (6)
貸室の利用形
態及び利用予
約

Sネットの使用に際して必要な設備、機器
等は、建設業務で整備、調達される貴市の
所有物と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

228 要求水準書 148 32 第9 1 (6) ｱ
複合施設の利
用登録ができ
る団体の条件

現在、貴市において有料施設の重複登録・
利用に苦慮されていると認識しています。
当施設においても市内共通システムを使用
する事から同一市民・団体において引き続
き重複登録を可能な仕組みで進める予定で
しょうか。

現行のSネットの次回更新時に登録方法等の運用
に変更が生じる可能性があるため、重複登録への
対応は新システムの仕様に基づき行う予定です。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

229 要求水準書 149 3 第9 1 (6) ｱ
複合施設の利
用登録ができ
る団体の条件

団体登録について、公民館に団体登録を
行っていあに団体と記載があるが、判別方
法はどのようなものを想定していますで
しょうか。

判別方法については、登録申請時に事業者によ
る、市公共施設予約システム利用登録申請書約款
第１条の二重登録を禁止する条項を、団体が遵守
しているかの審査・確認（他施設での登録状況の
申告確認等）を想定しています。

230 要求水準書 151 6 第9 2 (1) ｱ (ｱ) a (a)
予約受付・貸
出

貸室については、Sネットの導入を想定し
ているが、使用料ではなく利用料金で問題
ないでしょうか。

貸室には利用料金制度を導入します。利用者は
「Sネット」で予約を行い、利用当日に窓口で利
用料金を支払う流れとしています。

231 要求水準書 151 6 第9 2 (1) ｱ (ｱ) a (a)
予約受付・貸
出

利用料金制度を導入する予定との事だが、
利用料金制度を導入している現存施設にて
当日キャンセルや近日キャンセルが目立ち
事業者の収入にならない他、利用率の伸び
悩みにもつながっていると見受けられま
す。この事も踏まえ本事業の制度導入時に
はキャンセル規程等についてどのように考
えていますでしょうか。

直前のキャンセル等による利用率低下や事業者の
リスク軽減の観点からも、予約・貸出を含めた貸
室の適正利用を図る必要性があると考えています
が、キャンセルに伴う対応に係る具体的な内容に
ついては、事業者の提案を踏まえ、市と協議して
定めるものとします。

232 要求水準書 151 9 第9 2 (1) ｱ (ｱ) a (a)
予約受付・貸
出

利用日前日又は当日に予約がされていない
貸室がある場合は、利用者から希望があれ
ば窓口で予約を受け付ける。と記載がある
が、前後で予約している団体も同様に当日
空枠がある場合は、同様の扱いをしても問
題ございませんでしょうか。

前後の時間帯を既に予約している団体であって
も、利用日前日又は当日に空き枠がある場合は、
窓口での追加予約を認めて差し支えありません。

233 要求水準書 151 11 第9 2 (1) ｱ (ｱ) a (a) 利用料金
貸し室の利用料金は現金のみでしょうか？
もしくは事業者提案によっては、電子決済
も対応可としてもよいでしょうか。

現金決済の取り扱いは必須としますが、事業者の
費用負担および責任において各種電子決済を導入
する提案も認めます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

234 要求水準書 151 23 第9 2 (1) ｱ (ｱ) a (a)
予約受付・貸
出

別紙13に示す市が貸室を利用する場合に
は、事業者に利用料金を支払うという記載
があるが、減免規定等はありますでしょう
か。

減免については、具体的な減免割合等を含め、事
業者選定後に協議を行うことを想定しています。
なお、現状においては、別紙13に示した市が貸
室を利用する事業のうち、公民館事業については
公民館使用料免除基準において免除規定を設けて
います。

235 要求水準書 153 17 第9 2 (1) ｱ (ｲ) a (a)
見守り・運営
業務

「見守り対応は、開館時間のうち小学生以
下が利用できる時間帯とする」とあります
が、この「小学生以下が利用できる時間
帯」の設定（例：17時までとする等）につ
いては、事業者の提案、あるいは市との協
議により決定することが可能でしょうか。 
また、当該利用時間を過ぎる際に、安全管
理上の観点から、運営スタッフが利用者に
対して退室を促す運用を行っても差し支え
ないか、併せてご教示ください。

「小学生以下が利用できる時間帯」は、地域の
ニーズや安全確保の観点を考慮し、事業者の提案
を踏まえた上で市との協議により決定します。
なお、市は概ね17時までを小学生以下が利用で
きる時間帯としてイメージしています。
設定された利用時間を過ぎる際に、児童の安全管
理の観点から、スタッフが利用者に退室を促す運
用を行うことは差し支えありません。

236 要求水準書 155 3 第9 2 (1) ｱ (ｲ)
表
9-5 親子交流事業

親子交流事業の対象は、青少年とその親の
認識で良いでしょうか？
（将来青少年になる乳幼児・小学生とその
親は対象外でしょうか？）

子どもの年齢によって事業の対象を限定し
ない場合は、メインとなるターゲットのご
想定をご教示いただけますと幸いです。

「青少年」の定義は「おおむね30歳未満の者を
いい、小学生、中高生、青年まで幅広い年代」と
しています。親子交流事業について、本市が想定
する主な対象は、小中学生となりますが、これに
ついて将来的な利用促進や地域コミュニティ形成
の観点から、乳幼児やその保護者（親子）を対象
とした事業展開を排除するものではありません。

237 要求水準書 157 14 第9 2 (1) ｳ (ｱ) a 業務の内容

デジタルサイネージを設置する場合、掛か
る費用はサービス対価（施設整備に係る対
価）として支払われるとの理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

238 要求水準書 158 7 第9 2 (1) ｳ (ｲ) a (b)
利用者対応業
務

「他のスポーツ施設の利用料」について、
内容や発生頻度や入金額の想定などを具体
的に御教示願います。

Sネットで対応している運動施設のすべてが対象
です。Ｒ7年度の鹿沼公園窓口で徴収した施設使
用料件数は1,765件、合計金額は2,661,450円で
す。別紙のとおり開示します。

239 要求水準書 167 17
第
10

2
自動販売機の
設置管理

指定管理者が設置できる自動販売機の台数
や設置場所に制限がございましたらご教示
ください。

具体的な台数の上限や設置位置の指定はありませ
んが、複合施設及び鹿沼公園の機能を阻害しない
ように適切に設置してください。

240 要求水準書 168 1
第
10

3
表
10-
1

表 10-1 自主
事業の区分
（複合施設）

A-①〜④について、A-④のみ、「※行政財
産の目的外使用許可は、指定管理者に対し
て付与する」と記載があります。
①〜③と、④の、目的外使用許可を付与す
る主体に対する扱いに、違いがあるので
しょうか。

A-②からA-④全てにおいて、目的外使用許可を
付与する主体は事業者（指定管理者）となりま
す。扱いに違いはありません。

241 要求水準書 168 1
第
10

3
表
10-
1

表 10-1 自主
事業の区分
（複合施設）

№A-①、№A-⑤はそれぞれ同じ表記となっ
ておりますが、どのような違いがあるので
しょうか。

A-①、A-⑤は同様の要件を指しており誤記とな
ります。ご指摘を踏まえ、要求水準書を修正しま
す。

242 要求水準書 168 1
第
10

3
表
10-
1

自主事業の区
分

A-①とA-⑤はどのような違いがございます
でしょうか。

A-①、A-⑤は同様の要件を指しており誤記とな
ります。ご指摘を踏まえ、要求水準書を修正しま
す。

243 要求水準書 168 31
第
10

3

表
10-
1
表
10-
2

※
自主事業の区
分

「自主事業の実施に際して、事業者が支払
う使用料等については、条例や規則により
減免される場合がある。」との記載がござ
いますが、どのような条件であればお認め
いただけますでしょうか。複合施設の一部
を飲食・物販事業のために使用する場合、
減免をお認めいただくことは可能でしょう
か。

本事業の目的や施設の設置目的に寄与するものな
ど公共性の高いものであると判断できる場合は、
減免の対象となる可能性があります。具体的な減
免の適否や減免率等については、自主事業の内容
や運営形態等を踏まえ、市有財産条例や今後制定
予定の複合施設に関する条例などの関係法令等に
照らして判断を行うことを想定しています。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

244 要求水準書 170 1
第
11

1
事業提案施設
の運営主体

事業者提案施設の運営主体はコンソーシア
ムの構成員又は協力企業に限られますで
しょうか。

事業者提案施設の設置にあたっては、事業者、構
成企業又は協力企業のいずれかの実際に施設を設
置する主体に対して設置管理許可を付与します。
施設の所有は、設置管理許可を受けた事業者とな
りますが、運営においては提案書類で委託予定と
する第三者若しくは市が個別に承諾を行った第三
者への委託を認めるものとします。

245 要求水準書 170 1
第
11

1
事業者提案施
設

事業者提案施設は、事業者、構成企業又は
協力企業以外の第三者に委託し又は請け負
わせても良いと考えて良いでしょうか。

事業者提案施設の設置にあたっては、事業者、構
成企業又は協力企業のいずれかの実際に施設を設
置する主体に対して設置管理許可を付与します。
施設の所有は、設置管理許可を受けた事業者とな
りますが、運営においては提案書類で委託予定と
する第三者若しくは市が個別に承諾を行った第三
者への委託を認めるものとします。

246 要求水準書 170 27
第
11

1
事業者提案施
設の設置

「設置管理許可に基づく使用料は、事業者
提案施設に係る工事の着手時から発生する
ものとする。」との記載がございますが、
工事期間中も相模原市都市公園条例別表第
2の1の公園施設の設置許可による土地の使
用料の金額を支払うということで宜しいで
しょうか。

工事期間中であっても、当該規定に基づき、所定
の土地使用料の金額を市にお支払いいただくこと
になります。

247 要求水準書 108 13 第5 2 (2)
段階整備に係
る統括調整

鹿沼公園の段階的な整備においては、遊び
のゾーンを先行して整備し、それ以外の
ゾーンは提案によるものとされています。
段階整備に伴う供用中エリアと工事中エリ
アの調整、利用者動線、安全対策、広報調
整等は建設業務責任者が対応を行い統括管
理業務の対象に含まれない理解でよろしい
でしょうか。

鹿沼公園の段階的な施工に係る調整や対応は建設
業務において実施し、これに伴い事業全体の調整
等が必要な場合には統括管理業務にて実施するこ
とを想定しています。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

248 要求水準書 119 2 第7 2 (4)
表
7-1

開業式典及び
内覧会招待者

表 7-1 開業式典等の役割分担のうち、「開
業式典及び内覧会招待者リスト作成」につ
いて、貴市側が招待する方の想定があれば
あればご教示願います。

現時点で明確な招待者等は定まっておりません
が、市関係者、議会関係者、地元自治会・地域住
民代表、関連団体関係者などの招待を想定してい
ます。

249 要求水準書 38 1 第2 5 (2) ｱ
表
2-7

子どものため
のスペース

表中に示す面積は、現在の各施設の利用状
況等を踏まえ、市が設定した面積とありま
すが、アクティブエリア100㎡、ベビーエ
リア・静かに遊ぶエリア70㎡の設定根拠と
なった参考資料等がございましたら、ご提
供をお願いいたします。
また、授乳スペースやおむつ交換台につい
て、人目に配慮した仕様を想定しておりま
すが、これらのスペースも70㎡に含まれる
想定でしょうか。

要求水準書 表 2-7に示す各エリアの面積は、市
における児童館や類似施設を参考に設定した参考
面積であり、提案において異なる面積を設定して
いただくことが可能です。
なお、授乳スペースやおむつ交換台などの付随す
る諸機能については、原則としてベビーエリアの
面積に含めてください。

250 要求水準書 45 1 第2 5 (2) ｲ (ｴ) a 各エリア共通

各エリアに「利用者の荷物置き用のロッ
カー」「下足入れ」「防犯カメラ」を設置
すると読み取れますが、死角を減らす観点
やスペースと予算の観点から、各エリア
（アクティブエリア・静かに遊ぶエリア・
ベビーエリア）への設置ではなく、子ども
のためのスペース全体での設置とさせてい
ただくことは可能でしょうか。

各エリアの定員や利用形態に支障がないと認めら
れる計画であれば、個別のエリアごとではなく、
子どものためのスペース全体として集約して配置
する提案も可能です。

251 要求水準書 45 14 第2 5 (3) ｲ (ｴ) a
アクティブエ
リア

「靴を脱いで使用するものとし、各エリア
に定員分の下足入を設けること」とありま
すが、アクティブエリアで遊具（卓球等）
をする際も、裸足で行う認識でしょうか。
アクティブエリアでの靴の着脱について
は、事業者の提案にお任せいただくことは
可能でしょうか。

児童の安全確保や衛生面、床材の仕様等を考慮し
た上で、靴の着脱運用については、事業者の提案
によるものとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

252 要求水準書 82 14 第2 6 (4) ｲ

（4）多世代健
康スポーツ
ゾーン
 ｲ 多世代向
け健康スポー
ツ施設

日陰対策としてのご提案とのことですが、
パーゴラについては必須設置ではない、と
いう解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。同等の機能が担保できる
他の方法がある場合において、パーゴラを設置す
ることを必須とするものではありません。

253 要求水準書 82 9 第2 6 (4) ｱ

（4）多世代健
康スポーツ
ゾーン
 ｱ テニス
コート

日陰対策としてのご提案とのことですが、
パーゴラについては必須設置ではない、と
いう解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。同等の機能が担保できる
他の方法がある場合において、パーゴラを設置す
ることを必須とするものではありません。

254 要求水準書 84 3 第2 6 (7) ｱ

（７）駐車場
ゾーン
 ｱ 利用者駐
車場

利用者駐車場整備台数140台下限とすると
あるが、障がい者駐車場台数もその台数に
含むとする考えでしょうか。

お見込みのとおりです。

255
別紙8_什器・備品
リスト

-
リストの「規格等」の欄で特に記載のない
ものは事業者の裁量でグレード感等を決め
てもよろしいのでしょうか。

特定の規格や品番の指定がない物品については、
施設の要求水準を満たし、公共施設として一般的
なグレード（品質・安全性・機能・耐用年数等）
を備えているものであれば、具体的な仕様や製品
の選択は事業者の提案に委ねるものとします。

256

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

1 - 1

基本設計成果
品
鳥瞰図・透視
図

枚数や仕様（解像度、データ形式、額の有
無など）はありますでしょうか。

基本設計の成果品として作成する鳥瞰図・透視図
については、A3サイズで鮮明な印刷が行える解
像度以上の解像度で作成して下さい。データの形
式については、事業者の提案とします。
額等は不要です。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

257

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

1 - 1
基本設計成果
品

工事費概算書とは細目までは必要ないとい
う解釈でしょうか。

工事費概算書には細目別内訳までの記載は想定し
ておりません。

258

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

1 - 1
基本設計成果
品

コスト管理表とは具体的な様式はございま
すでしょうか。

市が指定する様式はありません。

259

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

3 - 1

実施設計成果
品
鳥瞰図・透視
図

枚数や仕様（解像度、データ形式、額の有
無など）はありますでしょうか。

実施設計の成果品として作成する鳥瞰図・透視図
については、A3サイズで鮮明な印刷が行える解
像度以上の解像度で作成して下さい。データの形
式については、事業者の提案とします。
額等は不要です。

260

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

3 - 2
実施設計成果
品

各工事費概算書とは別に工事費内訳明細書
が必要とのことですが、こちらは官庁積算
用の内訳書ということでしょうか。

実施設計完了時においては、設計内容に基づき細
目レベルの内訳明細書の書類を求めています。基
本的には、公共建築工事積算基準及び土木工事積
算基準に従い作成した内訳書を提出していただく
ことを想定しております。

261

別紙12_設計、建
設、工事監理業務
における成果品及
び提出書類等

5 - 5 解体設計図書

事業者は「別紙12 設計、建設、工事監理
業務における成果品及び提出書類等」を含
む書類を市に提出とあります。解体にかか
る設計完了時に記載の内容の図面を作成す
るには、相当な期間とコストが必要になり
ます。提出する図面について、隠蔽部など
一部作成が難しい箇所もあるかと存じます
が、貴市の要望と照らし合わせながら提出
内容については協議可能という認識でよろ
しいでしょうか。

別紙12は参考として示すものであり、これを基
に協議して定めることとしています。
解体工事の設計完了時の図面についても、市との
協議により定めます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

262 落札者決定基準 12 16 6 (2) ｳ (ｱ) 表6-3

表6-3 評価項
目及び配点 
8.自主事業、
事業者提案施
設に関する事
項

評価の視点として、自主事業に関するもの
と事業者提案施設に関する記載が有ります
が、どちらも提案しない場合は本項目は0
点であるものの要求水準未達ではない、と
の理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

263 落札者決定基準 12 16 6 (2) ｳ (ｱ) 表6-3

表6-3 評価項
目及び配点 
8.自主事業、
事業者提案施
設に関する事
項

自主事業、事業者提案施設の何れか一方し
か提案しない場合でも、提案内容が優れて
いればA評価（8点）になるとの理解でよろ
しいでしょうか。

評価の視点に基づき、提案された内容（自主事
業、または事業者提案施設）が、施設の賑わい創
出や利便性向上、管理の安定性に極めて優れてお
り、市が求める水準を十分に満たしていると評価
される場合は、何れか一方の提案であってもAラ
ンクの評価を得ることはできるものと考えます。

264 落札者決定基準 12 16 6 (2) ｳ (ｱ) 表6-3

自主事業・事
業者提案施設
の取組方針、
計画

自主事業と事業者提案施設が同じ評価項目
となっているが、複合施設内で飲食物販の
提案を行った場合と公園内に事業者提案施
設として飲食・物販施設の提案を行った場
合では評価に差が生じるでしょうか。
また自主事業として複合施設内に飲食や物
販店舗を誘致したとしても、事業者提案施
設を提案しない場合、当項目の満点である
8点は得られないのでしょうか。

審査の内容については言及はできませんが、事業
者提案施設と自主事業の双方を提案しないと満点
が取れないものとは考えておりません。

265
様式集及び記載要
領【Word】

1 14 1 (2)
表
1-2

参加資格要件
確認書

建設施設の維持管理を行う者が、土木施設
（公園）の維持管理の一部を担う場合に
は、様式Ⅲ−14も提出が必要でしょうか。

1つの企業が複数の業務を実施する場合は、それ
ぞれの資格要件を満たすことを証明するため、該
当する参加資格要件確認書の様式を作成し提出し
てください。

266
様式集及び記載要
領【Word】

1 5 1 (2)
表
1-2

参加資格要件
確認書

代表企業が担う統括管理業務の一部のみを
担う企業は、参加資格要件確認書は不要で
しょうか。念のためご確認させていただき
ます。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

267
様式集及び記載要
領【Word】

2 8 1 (4) 表1-4
要求水準
チェックリス
ト

要求水準チェックリストは、A4で出力でよ
ろしいでしょうか。念のためご確認させて
いただきます。

用紙サイズはA3で出力をお願いいたします。

268
様式集及び記載要
領【Word】

2 8 1 (4) 表1-4
要求水準
チェックリス
ト

要求水準チェックリストの用紙サイズはA3
ではないでしょうか。

用紙サイズはA3で出力をお願いいたします。

269
様式集及び記載要
領【Word】

2 2 1 (2)
表
1-2

参加資格要件
確認書

様式Ⅲ−15は、開業準備業務（維持管理業
務）を行う企業も提出が必要でしょうか。
念のためご確認させていただきます。

開業準備業務のうち、開業準備業務（維持管理業
務）のみを実施する企業は、様式Ⅲ-13又は様式
Ⅲ-14の維持管理企業の参加資格要件確認書を作
成し、提出してください。

270
様式集及び記載要
領【Word】

7 19 2 (1)
記載内容及び
作成方法

「提案審査書類には、特に指定する場合を
除き、金融機関名も含め、社名等の提出者
を特定できるような事項の記載を一切行わ
ないこと。」とありますが、提出者を特定
できるような社名でなければ、構成員・金
融機関以外の社名を記載しても構わないと
の理解でよろしいでしょうか。

応募グループに属さない企業や金融機関等が、本
事業に対して第三者の立場で協力する場合、当該
企業や金融機関の名称も表記を行わないようにし
てください。
また、本事業に関わらない企業であっても構成員
以外の企業名から、構成員の企業名を類推できる
ような企業名も記載できません。

271
様式集及び記載要
領【Word】

7 19 2 (1)
記載内容及び
作成方法

「提案審査書類には、特に指定する場合を
除き、金融機関名も含め、社名等の提出者
を特定できるような事項の記載を一切行わ
ないこと。」との記載がございますが、応
募グループに属さない企業を事業提案書内
で記載する場合は、固有名詞を表記しても
問題ないでしょうか。

応募グループに属さない企業や金融機関等が、本
事業に対して第三者の立場で協力する場合、当該
企業や金融機関の名称も表記を行わないようにし
てください。
また、本事業に関わらない企業であっても構成員
以外の企業名から、構成員の企業名を類推できる
ような企業名も記載できません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

272
様式集及び記載要
領【Word】

7 19 2 (1)
記載内容及び
作成方法

P.7記載要領等の箇所には「提案審査書類
には、特に指定する場合を除き、金融機関
名も含め、社名等の提出者を特定できるよ
うな事項の記載を一切行わないこと。」と
の記載があり、P.9の正本及び副本の作成
に関する留意事項には「入札参加者の各企
業名を特定又は推測できる表記及びロゴ等
（データファイルのプロパティ等の情報も
含む）の表示はしないこと（提案審査書類
提出書は除く）。」との記載がございます
が、構成員以外の下請け企業も含め企業名
を記載できないということでしょうか。

応募グループに属さない企業や金融機関等が、本
事業に対して第三者の立場で協力する場合、当該
企業や金融機関の名称も表記を行わないようにし
てください。
また、本事業に関わらない企業であっても構成員
以外の企業名から、構成員の企業名を類推できる
ような企業名も記載できません。

273
様式集及び記載要
領【Word】

7 19 2 (1)
記載内容及び
作成方法

様式Ⅸ-3には「入札参加者の構成員と関係
ない第三者（金融機関等）の場合は実名を
記載してください。」との記載がございま
すが、そのページのみ企業名の記載可との
理解で宜しいでしょうか。

入札参加者の構成員と関係のない第三者（金融機
関等）としていますが、金融機関についても名称
の記載を認めないものとして修正します。

274
様式集及び記載要
領【Word】

8 27 2 (2)
表
2-1 決算報告書

様式Ⅸ−13についても、片面印刷で、右肩
に通し番号と様式ごとの全体枚数は必須で
しょうか。

様式Ⅸ−13については、両面印刷で印刷して下
さい。また、通し番号と様式ごとの全体枚数の記
載は不要です。

275
様式集及び記載要
領【Word】

9 2 2 (2)
表
2-2

正本及び副本
の作成に関す
る留意事項

正本、副本ともに企業名は伏せて記載し、
企業名対応表を添付のうえ提出する形でよ
ろしいでしょうか。

正本については、企業名や社印（実名）を記載す
べき指定の様式（提出書や誓約書等）は実名での
記載・押印が必要となります。副本については、
審査の公平性（匿名性）を保つため、一切の企業
名やロゴ等を伏せて（匿名化して）作成してくだ
さい。企業名対応表の添付は認めます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

276
様式集及び記載要
領【Word】

9 2 2 (2)
表
2-2

正本及び副本
の作成に関す
る留意事項

正本・副本の書類内容は同じものとし、正
本には企業名を照らし合わせる一覧表を添
付する形でも宜しいでしょうか。

正本については、企業名や社印（実名）を記載す
べき指定の様式（提出書や誓約書等）は実名での
記載・押印が必要となります。副本については、
審査の公平性（匿名性）を保つため、一切の企業
名やロゴ等を伏せて（匿名化して）作成してくだ
さい。企業名対応表の添付は認めます。

277
様式集及び記載要
領【Word】

9 4 2 (2)
正本及び副本
の作成に関す
る留意事項

Excelファイルを除き、それ以外は全て
PDFデータのみの提出で宜しいでしょう
か。

様式集及び記載要領の「提出書類一覧」に規定す
るファイル形式にてご提出ください。
なお、参加表明及び入札参加資格確認に関する提
出書類についても電子データにてご提出していだ
くものとします。

278
様式集及び記載要
領【Word】

16 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-1
様式Ⅲ-1
入札参加表明
書

本事業への参加表明に記載する会社情報
は、本社情報でよろしいでしょうか。それ
とも貴市の入札参加資格者名簿に届出をし
ている委任先の支店名、住所である必要が
ありますでしょうか。

原則として、市への入札参加資格者名簿におい
て、本事業の入札・契約権限を直接有している登
録拠点の情報を記載してください。

279
様式集及び記載要
領【Word】

17 - 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
2

本事業におけ
る役割

代表企業が担う統括管理業務の一部のみを
担う構成企業又は協力企業は、本事業にお
ける役割欄にどのように記載すればよろし
いでしょうか。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。

280
様式集及び記載要
領【Word】

17 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-2
様式Ⅲ−2
入札参加者の
構成

「※ 本事業における役割欄には、「設計」
「建設」「工事監理」「維持管理」「開業
準備」「運営」のいずれかを記載したうえ
で、具体的な内容について補足してくださ
い。複数の場合は複数記入して下さい。」
とございますが、統括管理業務の一部を担
う企業は「運営（ＳＰＣ）」のような記載
をする認識で間違いないでしょうか。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。
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第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

281
様式集及び記載要
領【Word】

18 1 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
2

※ 様式Ⅲ-2

「※本事業における役割欄には、「設計」
「建設」「工事監理」「維持管理」「開業
準備」「運営」のいずれかを記載したうえ
で、具体的な内容について補足してくださ
い。」とありますが、いずれの役割にも該
当しない企業（ファイナンシャルアドバイ
ザリー業務等）はどのように記載すればよ
ろしいでしょうか。

「その他（○○○）」とし、グループ内での実際
の分担内容が明確に伝わる表記としてください。
○○○部分には分担内容・業務内容等を記載して
下さい。

282
様式集及び記載要
領【Word】

18 2 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
2

※
様式Ⅲ-2
入札参加表者
の構成

代表企業が統括管理業務のみ実施する場
合、本事業における役割は『その他（統括
管理業務）』と記載すればよいでしょう
か。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。

283
様式集及び記載要
領【Word】

23 1 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-7 参加資格要件確認書
建設を行う企業が解体を行う企業と同じ場
合は建設業許可の添付は一枚で宜しいで
しょうか。

建設を行う企業が解体を行う企業と同じ場合は建
設業許可を受けた者であることを証する書類は１
部のみの提出で問題有りません。

284
様式集及び記載要
領【Word】

23 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-7

様式Ⅲ-7
建築工事を行
う者の参加資
格要件に関す
る書類

建設業務のうち什器・備品の調達設置のみ
行う企業は、様式Ⅲ-7を用い商号又は名称
など記載可能な箇所に記入するという理解
でよろしいでしょうか。

什器・備品の調達設置業務を行う企業の参加資格
要件確認書の様式を準備します。

285
様式集及び記載要
領【Word】

23 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-7 実績証明書類
実績証明書類はCORINSでよろしいでしょ
うか。

実績を証明する書類としてCORINSの登録内容確
認書等を提出していただくことは可能です。

286 様式集及び記載要領
【Word】 24 -

3

(2) Ⅲ 様式Ⅲ-7 担当内容
JVでの参加を行う場合、請負比率や業務分
担等を提出様式内で明確にする必要があり
ますか。

事業者（SPC）から建設企業がJVを組成して建設
工事を請け負う場合、様式Ⅲ-7に出資比率や施工
分担等の内容を記載することは求めておりませ
ん。
様式Ⅲ-7については、個別の企業ごとに作成して
ください。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

287
様式集及び記載要
領【Word】

26 - 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
10
か
ら
Ⅲ-
18

様式Ⅲ−10〜
Ⅲ−18
各業務の参加
資格要件に関
する書類

統括管理業務の一部を担う企業は、参加要
件に関する書類の提出は不要という理解で
間違いないでしょうか。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。

288
様式集及び記載要
領【Word】

32 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-15
参加資格要件
に関する書類

開業準備業務を行う者と運営を行う者の参
加資格要件は同じだが、添付書類としては
1部のみの提出で宜しいでしょうか。また
その場合は開業準備業務を行う者の参加資
格要件に関する書類の方に添付する形でよ
ろしいでしょうか。

開業準備業務と運営業務の双方を担当する企業
は、参加資格要件確認書の添付書類は1部で構い
ません。この場合、開業準備業務に関する書類と
運営業務の書類のどちらの添付資料として取り
扱っていただいても問題有りません。

289
様式集及び記載要
領【Word】

36 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-19 関連企業申告書

本書類はコンソーシアム内で資本関係また
は人的関係にある企業でしょうか。それと
も本事業に参画しなくとも関連会社を提出
するということでしょうか。

応募したグループの構成員が、他グループの各構
成員と資本面、人事面での関係がないことを確認
するために提出していただくものであり、当該構
成員の関連会社を記載して提出していただきま
す。

290
様式集及び記載要
領【Word】

36 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-19 3 関連企業申告書
入札の適正さが阻害されると認められうる
関係とは具体的にどのようなことを指すの
でしょうか。

入札説明書「２（１）共通する参加資格要件」に
示す「 事業共同組合と組合員の関係にある場
合」や「 特別な提携関係にある場合」を想定し
ています。

291
様式集及び記載要
領【Word】

39 - 3 (2) Ⅲ 様式Ⅲ-21 委任状（代表企業用）
本書式は代表企業の従業員が入札する場合
も必要でしょうか。

必要となります。

292
様式集及び記載要
領【Word】

39 - 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
21

様式Ⅲ-21
委任状(代表企
業)

弊社は貴市の入札参加資格を横浜支社で登
録しており、申請時には代表取締役から支
社長へ委任しております。
本様式については、支社長から入札担当者
へ委任するとの理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

293
様式集及び記載要
領【Word】

46 - 3 (4) Ⅴ 様式Ⅴ-2
様式Ｖ−２ 
入札価格内訳
書

維持管理・運営費の消費税については、各
回（四半期ごと）の累計か事業期間の合計
額に10％をかけたもののどちらで記載すれ
ばよろしいでしょうか。

各回の累計として計算してください。

294
様式集及び記載要
領【Word】

49 - 3 (4) Ⅵ

様
式
Ⅵ-
1

様式Ⅵ-1
提案審査書類
提出書

委任状(代表企業)にて受任した者の印を押
印する理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

295
様式集及び記載要
領【Word】

50 - 3 (4) Ⅵ

様
式
Ⅵ-
2

様式Ⅵ-2
要求水準に関
する誓約書

委任状(代表企業)にて受任した者の印を押
印する理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

296
様式集及び記載要
領【Word】

112 - 3 (4) Ⅸ

様
式
Ⅸ-
13

様式Ⅸ-13
決算報告書

有価証券報告書は百〜数百ページにおよぶ
ため、有価証券報告書を作成している企業
につきましても、会社法に基づく計算書類
及び附属明細書（連結計算書類がある場合
はこれを含む）のご提出で差し支えないも
のとしてお認めいただけますでしょうか。

審査にあたり必要な財務状況（直近の決算数値
等）が適正に確認できる書類であれば、膨大な有
価証券報告書の全ページに代えて、会社法に基づ
き株主総会等に提出・承認された「計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
個別注記表）」および「附属明細書」（連結対象
企業の場合は連結計算書類含む）の提出による代
替を認めます。

297
様式集及び記載要
領【Word】

- - - 提出方法
関心表明書等の添付書類の提出方法は、任
意でよろしいでしょうか。

様式集および記載要領に定められた必須の提出書
類以外の添付書類（関心表明書等）について提出
することは可能です。この場合の添付書類の提出
方法は任意とします。

298
様式集及び記載要
領【Word】

- - -

様式Ⅶ-1-5
【事業全般に
関する事項】
資金調達・収
支計画

提案書の内容を補足説明するための資料と
して、「融資確約書」や「関心表明書」と
いった提案内容の確証として提案書に添付
して提出することが一般的ですので、添付
資料の提出をお認め頂けませんでしょう
か。

様式集および記載要領に定められた必須の提出書
類以外の添付書類（関心表明書等）について提出
することは可能です。この場合の添付書類の提出
方法は任意とします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

299
様式集及び記載要
領【Word】

19か
ら35

1 3 (2) Ⅲ

様
式
Ⅲ-
5か
ら
Ⅲ-
18

様式Ⅲ-5〜18
参加資格要件
に関する書類

統括管理業務のみを実施する者につきまし
ては、参加資格要件に係る書類及び添付書
類の提出は不要であるとの理解でよろしい
でしょうか。

統括管理業務を行う企業（統括管理企業）の参加
資格要件確認書の様式を準備します。

300
様式集及び記載要
領【Word】

5,6 14 1 (4)
表
1-4

提案審査書類
【図面等】

様式番号X-2の各図面について、縮尺の指
定はないものと考えてよろしいでしょう
か。

図面の種類により標準的な縮尺を設定いただくこ
とを想定していますが、特に指定はしておりませ
ん。

301
様式集及び記載要
領【Excel】

4 -

様
式
Ⅵ-
3

様式Ⅵ-3_要求
水準チェック
リスト

要求水準の達成状況の「達成状況」の欄に
はどのような内容を記載すれば宜しいで
しょうか。

また要求水準は満たしているが、特に提案
書に記載していない内容であれば応募者確
認欄にチェックを入れるのみで宜しいで
しょうか。

要求水準チェックリスト（様式Ⅵ-3）の記述にお
いて、「達成状況」の欄には、達成していると判
断する内容を記載してください。例えば、駐車場
台数140台以上とする要求水準においては『143
台確保』というような記載となります。
提案書に記載がない事項で、要求水準を満たす予
定の項目については、「達成状況」の欄に『実現
可能』と記載して下さい。

302
様式集及び記載要
領【Excel】

22 -

様
式
Ⅸ-
1

様式ⅠⅩ−1
サービス対価
等内訳書【年
度別】

平準化した場合の端数処理については事業
者側の提案でよろしいでしょうか。

端数が生じた場合は、最終回にて調整してくださ
い。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

303
様式集及び記載要
領【Excel】

28 -

様
式
Ⅸ-
4

様式ⅠⅩ−4
事業収支計画
書

DSCRについて、計算式が記載あります
が、実際の支払いベースでDSCRを算定す
る場合、SPCに資金が潤沢にあり収支上問
題がないにも拘わらず、一時的にDSCRが
悪化する場合がございます。通常金融機関
ではSPCの債務返済能力を合理的にみるた
め、各口座への振替ベースで算定される
DSCRを財務制限条項としております。本
DSCRの計算についても、各口座への振替
金額をベースに計算しても構いませんで
しょうか。

ご提案の方法によりDSCRを算定していただくこ
とは可能です。ただし、様式に記載の方法で算定
するDSCRはそのまま記載したうえで、ご提案の
方法によるDSCRを追記してください。

304
様式集及び記載要
領【Excel】

28 -

様
式
Ⅸ-
4

様式ⅠⅩ−4
事業収支計画
書

参考指標としてのＤＳＣＲについては、事
業期間中の平均値と最低値のみの記載で毎
年度の数値を記載する必要はないという認
識で間違いないでしょうか。

毎年度のDSCRを記載したうえで、平均値と最低
値を記載して下さい。

305
様式集及び記載要
領【Excel】

30 -

様
式
Ⅸ-
5

様式Ⅸ-5
設計・建設費
等の内訳

複合施設建設敷地と公園整備敷地の境界
は、事業者が任意に設定できると理解して
よろしいでしょうか。

工事費算定上の境界については、実際に建築工事
として実施する範囲と土木工事（公園工事）とし
て実施する範囲に区分して集計してください。

306
様式集及び記載要
領【Excel】

30 -

様
式
Ⅸ-
5

様式Ⅸ-5
設計・建設費
等の内訳

複合施設建設に必要な車両通路部分などの
整備については、土工事を「1 複合施設
（2）建設費」とし、造園工事を「4 鹿沼
公園南側エリア（2）ａ．建設費（土木工
事）」とするなど、事業者が任意に設定で
きると理解してよろしいでしょうか。

工事費算定上の境界については、実際に建築工事
として実施する範囲と土木工事（公園工事）とし
て実施する範囲に区分して集計してください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

307
様式集及び記載要
領【Excel】

30 -

様
式
Ⅸ-
5

様式Ⅸ-5
設計・建設費
等の内訳

複合施設建設敷地内の「既存樹木伐採等工
事」は、「1 複合施設（2）建設費」か
「4 鹿沼公園南側エリア（2）ａ．建設費
（土木工事）」のどちらに区分すると考え
ればよろしいでしょうか。

工事費算定上の境界については、実際に建築工事
として実施する範囲と土木工事（公園工事）とし
て実施する範囲に区分して集計してください。

308
様式集及び記載要
領【Excel】

30 -

様
式
Ⅸ-
5

様式Ⅸ-5
設計・建設費
等の内訳

複合施設建設敷地内の「既存インフラ撤去
工事」は、「1 複合施設（2）建設費」か
「4 鹿沼公園南側エリア（2）ａ．建設費
（土木工事）」のどちらに区分すると考え
ればよろしいでしょうか。

工事費算定上の境界については、実際に建築工事
として実施する範囲と土木工事（公園工事）とし
て実施する範囲に区分して集計してください。

309
様式集及び記載要
領【Excel】

30 -

様
式
Ⅸ-
5

様式Ⅸ-5
設計・建設費
等の内訳

4（2）ｃ．解体工事費（※現鹿沼公園内建
築物）について「公園管理事務所、児童交
通公園管理事務所及びトイレ」の解体を行
う企業と「その他の公園工作物（ネット
フェンス、四阿など）」の解体を行う企業
が異なる場合、それぞれを分けて記載して
もよろしいでしょうか。

問題ありません。

310
様式集及び記載要
領【EXCEL】

30か
ら46

-

様
式
Ⅸ-
5か
ら
Ⅸ-
9

様式Ⅸ-5から様式Ⅸ-9に記載する各費用
は、様式Ⅸ-4損益計算書中の「営業費用」
とリンクするという理解で良いでしょう
か。前述理解が正しい場合、営業収入中の
サービス対価の金額とは一部相違が出る認
識です。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

311
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

2 44 1 表1 B-2-②

サービス対価B-2-②は、【鹿沼公園北側エ
リアの開業準備に関する以下の費用】・鹿
沼公園北側エリアの光熱水費（鹿沼公園北
側エリアの引渡し日から開園前日までの費
用） と説明がありますが、これは「複合施
設完成から、北側駐車場エリアの解体撤去
期間及び利用者駐車場整備期間」を指すと
の理解に相違ないでしょうか。

ご質問の期間は、工事期間であり、サービス対価
B-2-②の対象範囲には含みません。ここでは、
利用者駐車場の引渡し日から利用者駐車場の開園
前日までに光熱水費を要した場合の費用になりま
す。

312
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

2 - 1 表1
臨時駐車場の
撤去費用の計
上場所

臨時駐車場の撤去費用は「サービス対価A-
4」の【鹿沼公園内の臨時駐車場の整備に
関する建設業務費】に計上すればよろしい
でしょうか？異なる場合は具体的な計上場
所につきご教示ください。

臨時駐車場の設置に係る費用はサービス対価A-4
に含めますが、臨時駐車場の撤去に係る費用は、
鹿沼公園南側エリアの整備に係る費用の一部とし
て、サービス対価A-3に含めてください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

313
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

2 - 1 表1
割賦計算開始
時期

本資料P2の表1のサービス対価A-4（割賦元
本）の対象は、①複合施設関連費用、②鹿
沼公園関連費用、③臨時駐車場費用です。
要求水準書P4-5の事業スケジュール（想
定）では、①複合施設の引渡日：令和12年
12月まで、②鹿沼公園の引渡日：令和16年
2月まで、③臨時駐車場の引渡日：令和10
年度第4四半期まで（臨時駐車場の撤去費
用も割賦元本の対象となる場合、撤去後の
引渡日は②鹿沼公園の引渡日以前（同日を
含む））となっており、割賦計算開始時期
=上記引渡日であることから、割賦元本は3
つに分かれると考えます。
また現状のままでは、②及び③（撤去費用
含む場合）の引渡日までに要する建中金利
の計算期間が複合施設の引渡日を跨ぐこと
になります。
鹿沼公園の割賦元本を複数に分ける必要が
あるかと思いますが、貴市のお考えをご教
示ください。

割賦元本は以下の合計額から、交付金及び地方債
により支払うこととしている金額（サービス対価
A-1）を除いた額です。
・設計業務（複合施設・鹿沼公園）に関する費用
・複合施設の建設に関する費用
・臨時駐車場の建設に関する費用
・複合施設の引き渡しまでのSPCに係る費用、統
括管理業務費用等
ここで、臨時駐車場の撤去に係る費用は鹿沼公園
側の工事として見込むものとしており、臨時駐車
場の引渡しに関する対価は割賦支払いの対価に含
めることとしています。

314
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

3 47 1 表1 注
サービス対価
の構成

「注：サービス対価のうち、サービス対価 
B-1-②、B-2-②、サービス対価 C-1-③、
C-2-③、C-3-③、C-4-②は、入札価格には
含めない。 」とあります。これは当該サー
ビス対価については、全グループが0円で
入札するという理解に相違ないでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

315
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

4 3 1 図1 ※
サービス対価
A-3の支払い

サービス対価A-3について「※提案に基づ
く部分引渡し及び最終引渡し後に支払」と
あり、同時に部分引き渡し時の請求可能額
は「出来形部分並びに工事現場に搬入済み
の工事材料に相応するサービス対価 A-3 の 
10 分の９以内」とも記載があります。留保
された10分の1は、最終引き渡し時の支払
いに回るということでしょうか。

お見込みのとおりです。

316
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

4 8 2 (1) ｱ (ｱ) a
サービス対価
A-1の対象費
用

文章では「鹿沼公園の設計業務に係る費
用」のみが記載されている一方で、P5の表
2で「鹿沼公園の建設業務に係る費用」が
交付金及び記載額の対象となっており、
「鹿沼公園の建設業務に係る費用」もサー
ビス対価A-1の対象費用であるかのように
見えます。
鹿沼公園の「建設業務に係る費用」はサー
ビス対価A-1の対象費用になるかにつきご
教示ください。なお、当該対象費用となら
ない場合、表2の「鹿沼公園の建設業務に
係る費用」についてどのように認識すれば
よろしいかご教示ください。

サービス対価A-1には鹿沼公園の建設業務に係る
費用は含まれないため、表２より削除します。

317
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

4 17 2 (1) ｱ (ｱ) a
サービス対価
の算定方法及
び支払方法

「実際に本市が調達する交付金及び及び」
とございますが、「実際に本市が調達する
交付金及び」ではないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、サービス対価の算定方法、支払
い方法及び改定方法を修正します。
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入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

318
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

6 11 2 (1) ｱ (ｲ) a ③
 サービス対価
A-1

「③・・・本市は、必要があると認められ
るときは、その理由を事業者に通知して、
出来形部分を最小限度破壊して検査するこ
とができる。」とありますが、破壊した部
分に施工者側に起因する問題がない場合
は、破壊・復旧費用をお支払いいただけま
すでしょうか。

本項は、帰責性に関わらず、検査のために施設を
最小限破壊することができるものとしており、復
旧に要する費用は事業者の負担とさせていただい
ております。

319
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

6 21 2 (1) ｱ (ｲ) a ⑦
 サービス対価
A-1

「⑦部分払を請求できる回数は、工事着工
後、令和11 年度末までに１回を上限とし」
とありますが、令和１１年度・１２年度と
各年度１回にしていただきたい。

令和12年度中には複合施設を引き渡すスケ
ジュールとなっており、令和12年度分は引渡し
時の支払いになるものと認識しております。

320
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

6 21 2 (1) ｱ (ｲ) a ⑦
サービス対価
A-1

⑦には「部分払いを請求できる回数は、工
事着工後、令和11年度末までに1回を上限
とし」とありますが、⑥には「再度部分払
いの請求をする場合」との記載がございま
す。どのような場合再度部分払の請求が可
能となりますでしょうか。

サービス対価A-1においては再度部分払の請求は
ないため、⑥については削除します。

321
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

7 13 2 (1) ｱ (ｲ) c ⑦
サービス対価
A-3

P4の図1を参照するとサービス対価A-3の想
定支払いタイミングの丸印が複合施設完成
後からとなっているが、ここに記載のある
通り、工事着工後、複合施設の竣工前で
あっても毎年度1回を上限とし部分払いを
請求できるとの認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
部分的な引渡しに対する対価の支払いのほか、部
分払の請求も可能です。

322
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

8 1 2 (1) ｲ (ｱ) b
サービス対価
A-5

サービス対価A-4 の合計額を割賦元本とし
て割賦金利を算出するとありますが、着工
前、着工後に物価変動による改定があった
場合、サービス対価A-4は改定後の金額と
理解してよろしいでしょうか。

サービス対価A-4のうち、物価変動の対象になる
工事に係る費用は、改定後の金額となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

323
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

10 22 2 (3) ｱ (ｱ) a
サービス対価
C-1-①，C-1-
②

「サービス対価の物価変動による改定前に
おける各四半期の支払額は、同額と
する。」とありますが、端数が生じた場合
は最終回で調整すればよろしいでしょう
か。

端数が生じた場合は、最終回にて調整してくださ
い。

324
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 3 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

複合施設の開業から6年目以降の事業者運
営範囲に係る光熱水費は「それまでの支払
実績に基づく平均額を基準に協議にて定め
た金額」とあります。事業者側が長期間の
変動リスクを負う建付けではなく、市直営
範囲と同様、事業期間中にわたって「実費
支払」としていただけないでしょうか。

開業当初の利用者数の予測は難しいものと認識し
ておりますが、一定期間終了後は、利用状況に一
定の傾向が見られ、事業者としてもリスクを負担
しやすい条件になるものと考えております。
なお、物価の変動に伴うサービス対価の改定は市
がリスクを負担して行います。

325
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 14 2 (3) ｲ (ｱ) a
 サービス対価 
C-1-③の算定
方法

「市直営範囲も含め、実費支払分は、複合
化の対象となる現施設の光熱水費実績を基
準に、それぞれ面積、開館時間の変更、物
価変動について補正し、それらの金額を合
計した金額の９割を上限として支払う。」
とありますが、9割上限の根拠をお示し頂
きますようお願いします。

 複合施設の光熱水費は、施設の引渡しから５年
間は実費を支払います。ただし、今回整備する複
合施設はZEB Readyの達成を求めており、複合施
設の光熱水費は、複合化前の各施設の光熱水費の
合計額よりも削減されることが見込まれます。こ
こでは、光熱水費の削減効果を期待し、最低でも
複合化前の施設の実績の9割以下となることを求
めるものです。
 ただし、光熱水費が、複合化前の光熱水費の実
績の9割を超える合理的な理由がある場合には増
額分について協議します。
 なお、複合化前の施設の光熱水費については、
料金の改定や開館時間の延長を加味して補正しま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

326
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 14 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

「市直営範囲も含め、実費支払分は、複合
化の対象となる現施設の光熱水費実績を基
準に、それぞれ面積、開館時間の変更、物
価変動について補正し、それらの金額を合
計した金額の９割を上限として支払う。」
とありますが、「実施支払分」の対象を具
体的にお示しください。

複合施設に要する光熱水費のうち、事業者運営範
囲の光熱水費、市直営範囲の光熱水費となりま
す。

327
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 14 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

「市直営範囲も含め、実費支払分は、複合
化の対象となる現施設の光熱水費実績を基
準に、それぞれ面積、開館時間の変更、物
価変動について補正し、それらの金額を合
計した金額の９割を上限として支払う。」
とありますが、
本施設は、市が主体的に運営する施設であ
り、実績に基づき光熱水費を算出するにも
関わらず、9割しか支払われない理由が不
明です。光熱水費は実費全額をお支払いい
ただけないでしょうか。

 複合施設の光熱水費は、施設の引渡しから５年
間は実費を支払います。ただし、今回整備する複
合施設はZEB Readyの達成を求めており、複合施
設の光熱水費は、複合化前の各施設の光熱水費の
合計額よりも削減されることが見込まれます。こ
こでは、光熱水費の削減効果を期待し、最低でも
複合化前の施設の実績の9割以下となることを求
めるものです。
 ただし、光熱水費が、複合化前の光熱水費の実
績の9割を超える合理的な理由がある場合には増
額分について協議します。
 なお、複合化前の施設の光熱水費については、
料金の改定や開館時間の延長を加味して補正しま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

328
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 14 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

「市直営範囲も含め、実費支払分は、複合
化の対象となる現施設の光熱水費実績を基
準に、それぞれ面積、開館時間の変更、物
価変動について補正し、それらの金額を合
計した金額の９割を上限として支払う。」
とありますが、これは、表 4サービス対価
C-1-③の支払いの条件のうち、【事業運営
範囲】の上限が全体の９割であり、【市直
営範囲】が残りの１割という理解でよいで
しょうか。

 複合施設の光熱水費は、施設の引渡しから５年
間は実費を支払います。ただし、今回整備する複
合施設はZEB Readyの達成を求めており、複合施
設の光熱水費は、複合化前の各施設の光熱水費の
合計額よりも削減されることが見込まれます。こ
こでは、光熱水費の削減効果を期待し、最低でも
複合化前の施設の実績の9割以下となることを求
めるものです。
 ただし、光熱水費が、複合化前の光熱水費の実
績の9割を超える合理的な理由がある場合には増
額分について協議します。
 なお、複合化前の施設の光熱水費については、
料金の改定や開館時間の延長を加味して補正しま
す。

329
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 14 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

提案時点で上限金額が不明であると共に、
事業者で管理ができない市直営部分も含め
上限が設定されているため、事業者のリス
クが過大だと考えます。全て実費支払いと
していただけませんでしょうか。

 複合施設の光熱水費は、施設の引渡しから５年
間は実費を支払います。ただし、今回整備する複
合施設はZEB Readyの達成を求めており、複合施
設の光熱水費は、複合化前の各施設の光熱水費の
合計額よりも削減されることが見込まれます。こ
こでは、光熱水費の削減効果を期待し、最低でも
複合化前の施設の実績の9割以下となることを求
めるものです。
 ただし、光熱水費が、複合化前の光熱水費の実
績の9割を超える合理的な理由がある場合には増
額分について協議します。
 なお、複合化前の施設の光熱水費については、
料金の改定や開館時間の延長を加味して補正しま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

330
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

12 16 2 (3) ｲ (ｱ) a
サービス対価
C-1-③

実費支払分について「9割を上限」とされ
ていますが、「9割」の根拠をお示し願い
ます。C-2-③、C-3-③、C-4-②は「9割」
の規定が無く、サービス対価の対象によっ
て官民のリスク分担が異なることの説明を
お願い致します。

 複合施設の光熱水費は、施設の引渡しから５年
間は実費を支払います。ただし、今回整備する複
合施設はZEB Readyの達成を求めており、複合施
設の光熱水費は、複合化前の各施設の光熱水費の
合計額よりも下がることを期待しています。ここ
では、新しい複合施設の光熱水費が、最低でも複
合化前の施設の実績の9割以下となることを期待
するものです。
 なお、上限設定の基準となる複合化前の施設の
光熱水費については、その時点までの料金の改定
や開館時間の延長を加味して補正します。
 一方、鹿沼公園については、複合施設とは異な
り、省エネへの期待はあるものの、光熱水費の大
幅な削減は想定しにくく、過年度の実績額を上限
としています。鹿沼公園北側エリアについては、
鹿沼公園南側エリアの実績に基づき、按分により
求めます。この場合も、限設定の基準となる公園
の光熱水費については、その時点までの料金の改
定を加味して補正します。

331
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 4 3 (1) ｱ (ｱ)
対象となる費
用

「サービス対価を改定する際に、事業者と
資金調達先の金融機関等との間で手数料が
発生するなど、費用が発生する場合は、当
該費用は事業者が負担するものとする。」
とありますが、融資契約の変更が必要と
なった場合に生じる弁護士費用など、合意
的な範囲で貴市のご負担としていただけな
いでしょうか。

物価変動に伴うサービス対価Aの改定にともなう
金融機関の手数料等の費用については事業者が負
担するものとします。
ただし、個別の事情により、通常予見できる範囲
を超える増加費用や損害が発生する場合には、不
可抗力事由として取り扱うことが想定されます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

332
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 4 3 (1) ｱ (ｱ)
対象となる費
用

物価変動に伴う改定の対象となる業務につ
いて、設計業務期間中においても基準とな
る指標の「設計業務委託等技術者単価（設
計）」が改定されることが予想されるた
め、設計業務も対象としていただくことは
可能でしょうか。

設計業務の物価変動による対価の改定は見込んで
おりません。

333
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 4 3 (1) ｱ (ｱ)
物価変動に伴
う改定

建設工事のサービスの対価の改定について
物価変動率を勘案して改定することとなっ
ておりますが、昨今の情勢から特定の資材
等の高騰がございます。事業期間中に著し
く資材等の価格の変動が生じた場合は、対
価を改訂して頂けますようにお願い致しま
す。

着工日は建築工事の着工日であり、着工後の価格
の改定（数量確定後）においては、本市のスライ
ド条項を適用する予定です。
なお、着工前に物価の変動に対しては、数量が確
定していないことから、18ページに記載の３
（１）ア（ウ）ａ 着工前の物価変動による改定
のとおりです。

334
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 4 3 (1) ｱ (ｱ)
物価変動に伴
う改定

「サービス対価を改定する際に、事業者と
資金調達先の金融機関等との間で手数料が
発生するなど、費用が発生する場合は、当
該費用は事業者が負担するものとする。」
とございますが、交付金及び起債等の増減
については、事業者側の事由ではなことか
ら、交付金及び起債等減少に伴う金融機関
への事務手数料等の追加費用や割賦元本増
加に伴う利息増加分は、貴市に負担いただ
くようお願いできますでしょうか。

交付金及び起債での調達額が減少した場合は、一
般財源を充当し、サービス対価A-1は変動しませ
ん。
物価変動にともない、割賦元本の増加は想定され
ますが、その場合の利息の増加は、市が負担する
ことになります。

335
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 4 3 (1) ｱ (ｱ)
対象となる費
用

物価変動の対象となる費用として、什器・
備品の調達設置業務費がありますが、複合
施設に関する什器・備品は表5にある「建
築物価建築費指数」、鹿沼公園に関する什
器・備品は表5にある「土木工事費指数」
を指標として算出すると考えてよろしいで
しょうか。

そのように考えております。
なお、指標となる物価指数については、協議によ
り定めるものとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

336
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 9 3 (1) ｱ (ｱ)
サービス対価
A

A-1-①、A-1-②とはそれぞれどのような金
額でしょうか。

ご指摘の箇所は誤りであるため、「A-1-①」は
「A-1」に修正し、「A-1-②」は削除します。

337
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

17 10 3 (1) ｱ (ｱ)
サービス対価
A

「サービス対価A-1-①及びA-4 に含まれる
対象費用が改定により増額あるいは減額し
た分のサービス対価は、サービス対価A-1-
①の金額には反映せず、サービス対価A-4 
の割賦元本を増額あるいは減額することで
支払う。」とありますが、A-4の割賦元本
が増額した場合に増えるA-5の割賦金利は
貴市にご負担いただけるとの認識で宜しい
でしょうか。

サービス対価A-4の割賦元本が増額したことにと
もなうA-5の増額分は市が負担します。
なお、ご指摘の箇所は誤りであるため、「A-1-
①」は「A-1」に修正します。

338
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

18 2 3 (1) ｱ (ｳ) a
a 着工前の物
価変動による
改定

設計業務に係る労務単価は国土交通省の設
計業務委託等技術者単価・技師（C）を指
標基準とし、単価改定と事業者から申し出
があった場合には、協議に応じていただけ
ると考えてよろしいでしょうか。

表5に示す指標（案）では、「設計業務委託等技
術者単価（設計）の平均値」を想定しております
が、協議により技師（C）の単価とすることは可
能です。
なお、サービス対価のうち、設計業務に係る部分
は改定の対象外としています。

339
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

18 2 3 (1) ｱ (ｳ) a
a 着工前の物
価変動による
改定

単価改定の実施以降において、受注者（事
業者）から請求が行われた時点で未着手の
業務が残存している場合、当該未着手部分
に限り、改定後の新単価を適用した委託費
の変更が可能であるという理解でよろしい
でしょうか

着工前の物価変動において、物価変動の改定の対
象となる費用のうち、着手していない業務委託費
（工事監理費が該当）については、全額が改定の
対象となるものと考えております。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

340
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

18 2 3 (1) ｱ (ｳ) a
着工前の物価
変動による改
定

什器・備品の調達設置時期は引渡し前にな
りますので、改定方法にある「ｂ：着工日
の属する月の指標値」を什器・備品の調達
設置費については「ｂ：最初の什器・備品
を設置する月の指標値」と読み替えてよろ
しいでしょうか。

着工日は建築工事の着工日であり、着工後の価格
の改定（数量確定後）においては、本市のスライ
ド条項を適用する予定です。
なお、着工前に物価の変動に対しては、数量が確
定していないことから、18ページに記載の３
（１）ア（ウ）ａ 着工前の物価変動による改定
のとおりです。

341
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

18 8 3 (1) ｱ (ｳ) a
着工前の物価
変動による改
定

サービス対価Aの改定方法につきまして、
「ただし、−1.5％≦（α−1）≦1.5％の場
合、サービス対価は改定しない。」とあり
ますが、「ただし、−1.5％＜（α−1）＜
1.5％の場合、サービス対価は改定しな
い。」ではないでしょうか。サービス対価
B,C,Dの改定方法につきましても改定α−
１の絶対値が3.0%未満の際はサービス対価
を改定しない建付けとなるのではないで
しょうか。

サービス対価Aの改定方法について、物価変動
は、1.5%を超える物価変動があった場合に改定
するものとし、該当箇所を修正します。同様に
サービス対価B、C、Dの改定方法についても、
3.0%を超える物価変動があった場合に改定する
ものとし、該当箇所を修正します。

342
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

18 11 3 (1) ｱ (ｳ) b
着工後の物価
変動による改
定

「工事監理に係る費用分については、着工
後の物価変動による改定は行わない。」と
ありますが、近年の経済社会情勢を鑑みる
と複数年度に及ぶ業務期間中にも労務単価
の上昇が予想されます。着工後に基準とな
る指標が改定された場合には、工事監理費
についても改定の対象としていただけない
でしょうか。

着工後の工事監理費についての物価変動は見込ま
ないものとします。

343
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

19 13 3 (1) ｲ (ｳ) 改定方法

「開業準備業務の着手日」とは、B-1、B-
2、B-3それぞれの対象業務に着手する日と
の理解でよろしいでしょうか。

開業準備業務の着手日は、最初に開業準備業務に
着手した日となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

344
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

19 13 3 (1) ｲ (ｳ) 改定方法

B-1、B-2、B-3の各業務について、業務期
間が1年を超える場合は、サービス対価C,D
と同様に、年1回の確認が行われるとの理
解でよろしいでしょうか。

サービス対価B-1、B-2、B-3については完了時の
1回払となります。

345
サービス対価の算
定方法、支払方法
及び改定方法

22 11 3 (3) ｱ
複合施設の利
用料金の見直
し

利用料金の変更に関する「市の承諾」に関
する、具体的な検討プロセスや承諾/不承
諾の基準について、現時点で想定される内
容を御教示願います。

利用料金の変更に当たっては、本市の「受益者負
担の在り方の基本方針」を踏まえ、施設の維持管
理費や利用者の負担割合等を基に、本市が条例で
定める使用料の範囲で、総合的な判断を行うこと
を現時点で想定しています。

346 モニタリング計画 2 17 1 (5)
要求水準未達
に関する事象

要求水準未達に関する事象とは、あくまで
もその発生要因が事業者に起因するものに
限定されるとの理解で宜しいでしょうか。
例えば、事業者に帰責性の無い不可抗力等
によって要求水準未達に関する事象が生じ
てしまった場合、事業者は改善に努める必
要はあっても、貴市よりの改善要求の対象
とはならないとの理解で宜しいでしょう
か。

不可抗力により履行することが不可能又は著しく
困難となった本件業務については、事業契約第
92条第1項に基づき、本事業契約に基づく履行期
日における履行義務を免れることになりますが、
履行義務が免れないときは履行をしていただく必
要がありますので、要求水準未達の場合には、事
情にもよりますが、改善要求の対象にはなり得ま
す。当該事象が生じた場合には、事業契約第92
条第2項による協議を行うことを想定していま

347 モニタリング計画 18 1 3 (3)
減額ポイント
の付与方法

「減額ポイントの付与は、改善勧告又は再
改善勧告を行った時点で発生するものとす
る」とありますが、付与のタイミングを当
該勧告に基づき事業者から提出される改善
計画書の内容を貴市が不十分と判断された
時点としていただけないでしょうか。

モニタリング計画においては、改善要求の手続き
を経てもなお改善されない場合に改善勧告を行う
ものであることから、改善勧告の時点で減額ポイ
ントを付与するものとし、原案のとおりとしま
す。

348 モニタリング計画 18 15 3 (4) 表4
サービス対価
の減額

「表４四半期の減額ポイントの合計と減額
割合」の右側「サービス対価の減額割合」
のサービス対価は17ページ表2支払い区分
と対象に記載のサービス対価に対する減額
との認識でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

349 基本協定書（案） 1 3
協力企業の署
名

事業会社（SPC）を構成する代表企業と構
成企業が基本協定書に署名する点は理解し
ますが、SPCに出資しない協力会社まで基
本協定書に署名する必要はあるでしょう
か？ 協力会社を実質的にコントロールをす
るのは代表会社・構成会社の責任であり、
事前に行政の了解は得ながら、必要に応じ
て協力会社を変更・交代する可能性もあ
り、協力会社まで基本協定書に署名すると
なると、代表会社・構成会社による機動的
な協力会社の選定・交代・変更が難しくな
ります。代表会社と構成会社のみが基本協
定書に署名するという形式は可能でしょう
か？

本事業で求める各業務を行う能力を備えた構成企
業及び協力企業で構成されるグループを落札者と
して選定するものであり、構成企業及び協力企業
は、いずれも本事業を実現するための構成員とし
て責任をもって取り組んでいただく必要があるこ
とから、双方を基本協定の当事者とします。
なお、構成企業のみで全ての参加資格要件を満た
し、本事業で行う各業務を履行できる場合には、
協力企業を含める必要はありません。

350 基本協定書（案） 1 10
第1
条 目的

第１条： 事業契約締結までにSPCを設立す
れば良いと理解しており、入札時・落札時
は代表会社・構成会社・協力会社の名義で
行うと理解します。定義上では、落札者は
構成企業と協力企業となっていますが、上
に述べた理由から、協力会社を外して、代
表会社または構成会社で入札時・落札時の
名義人となることは可能でしょうか？

構成企業のみで全ての参加資格要件を満たし、本
事業で行う各業務を履行できる場合には、協力企
業は不要です。

351 基本協定書（案） 1 27
第2
条

(5) 定義

第２条(5)号：「その他落札者が事業契約締
結までに提出する一切の書類」には、打合
せ資料、説明用資料、任意提出資料も含ま
れるのでしょうか。拘束力を有する書類の
範囲をご教示下さい。

市から提案内容を確認する趣旨で行う質問への落
札者の正式な回答書その他提案書を補足するため
に落札者から市に提出される正式な資料として確
認されるものを指します。協議の過程で暫定案、
試案として提出されたものは含みません
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

352 基本協定書（案） 2 17
第4
条

事業予定者の
設立

第4条1項但書： SPCの住所を相模原市外に
移転できないことには、何か理由がありま
すでしょうか？ SPCの所得に対して地方税
を課す必要がある等、具体的な理由があれ
ばご教示いただけると幸いです。また、市
の事前承諾を条件に市街移転を認める余地
はありますでしょうか？

市の事業のみを実施するSPCであり、市内経済の
発展及び市民生活の向上の観点から、本店所在地
を市内とすることは必須とし、市外への移転は認
めません。

353 基本協定書（案） 3 16
第4
条

2
事業予定者の
設立

第4条2項： 設立時のSPCへの出資比率に関
し、構成企業が過半数を占めており、かつ
代表企業の出資比率が最大であれば、設立
時より構成企業でも協力企業でもない第三
者（例えば、金融機関）をSPCへの出資者
とすることは可能と理解します。この理解
で正しいでしょうか？ （第5条3項の誓約書
の提出を条件とします。）
また、金融機関の要請に基づく株式担保設
定、スポンサー追加、出資比率変更につい
て、市の承諾判断基準をご教示下さい。

前半部分についてはお見込みのとおりです。
金融機関の要請に基づく株式の担保設定、スポン
サーの追加、出資比率変更等については、本事業
の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られる
とともに、市の利益を侵害しないと認められる場
合に承諾する方針ですが、個別の事情を踏まえ、
判断することになります。

354 基本協定書（案） 3 22
第4
条

3
事業予定者の
設立

第4条3項：「協議に応じることができる」
とありますが、本事業の安定的遂行及び
サービス水準維持が確保される場合には、
原則として承諾協議の対象になるとの理解
でよいでしょうか？

本事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図
られるとともに、市の利益を侵害しないと認めら
れ、かつ、当該出資比率の変更後の構成企業の出
資比率の合計が全体の 50％を超える場合には、
原則として承諾協議に応じます。

80 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

355 基本協定書（案） 4 8
第6
条

業務の委託又
は請負

第6条：各業務の受託者・請負者につい
て、構成企業間の役割変更又は再委託先変
更を行う場合の承諾手続及び判断基準をご
教示下さい。

構成企業及び協力企業は変更できず、また、事業
者より個別業務への受託者・請負者の変更は原則
として認めません。
ただし、構成企業及び協力企業がやむを得ないと
認められる理由により変更を申請する場合におい
て、変更後の企業等が入札手続時の参加資格要件
を充足することを前提条件として、かつ事業の実
施に支障がないと市が認める場合には、市として
承諾することがあり得ます（承諾をすることを約
束するものではありません。）。

356 基本協定書（案） 4 28
第6
条

2
業務の委託又
は請負

第6条2項： SPCから構成企業が個別に業務
を請け負うことは、SPCと構成企業間の請
負契約・業務委託契約を市に提出すれば、
特に制限されていないと理解します。この
理解で正しいでしょうか？

本協定、事業契約、提案書等の事業関連書類に反
していない内容であること、事業遂行に支障がな
い内容であることを条件とし、具体的な契約内容
はSPCと構成員との間の責任で定めていただくこ
とになります。

357 基本協定書（案） 5 4
第6
条

3
業務の委託又
は請負

第6条3項：「維持管理」が重複記載されて
いるように見えますが、記載上の誤記で
しょうか？

ご指摘を踏まえ、基本協定書（案）を修正ます。

358 基本協定書（案） 5 19
第7
条

5 事業契約

第7条第5項第9号・第10号に関連し、下請
事業者等が該当した場合、直ちに本協定の
解除となるのではなく、当該契約の解消・
代替等による是正機会は与えられるとの理
解でよろしいでしょうか。

第７条第５項の各号に示す事由が確認された場合
に、必ず契約解除するものではありませんが、是
正機会なく解除とすることも市の権限の範囲とな
ります。
なお、第９号、第10号については、下請け業者
ではなく、落札者に対する規定となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

359 基本協定書（案） 6 30 第7
条

6 事業契約

第7条6項：「罰則及び重大な行政処分等」
とは、どの範囲の処分を想定しているので
しょうか。本事業の遂行に重大な影響を及
ぼすものに限られるかご教示下さい。

「罰則及び重大な行政処分等」とは、建設業法に
基づく営業停止処分、指名停止処分、または刑事
事件に発展するような法令違反など、本事業の社
会的信用を失墜させ、あるいは業務の適正な遂行
に客観的に支障があると認められるような影響の
あるものを想定しています。

360 基本協定書（案） 7 2
第7
条

8 事業契約

軽微な協定違反があった場合でも、直ちに
解除ではなく、是正期間を設けた協議を行
う運用が前提との理解でよろしいでしょう
か。

契約違反の内容が軽微であるかどうかに関わら
ず、目的の達成ができないと市が認めたとき又は
落札者の責めに帰すべき事由により、本協定の履
行が困難であると最終的に市が認めたときには契
約を締結しない又は契約を解除することができる
とするものです。
協議により是正を求めることも想定されますが、
是正の機会を設定せずに解除とすることも市の権
限の範囲内です。

361 基本協定書（案） 7 2
第8
条

2
事業期間中の
その他の義務

第8条第2項において、事業予定者解散後の
債務について構成企業が引き受けたものと
みなされる旨規定されていますが、当該債
務とは、事業契約に基づく未履行債務に限
定されるとの理解でよろしいでしょうか。
例えば、解散時に未顕在の第三者請求等ま
で含まれる想定でしょうか。

第8条第2項の規定は、事業契約に基づき事業者
が負担する債務（事業契約第25条、第73条に基
づく債務を含む。）が対象となります。

362 基本協定書（案） 7 2
第7
条

8 事業契約

第7条8項：「本協定の目的を達することが
できないと市が認めたとき」及び「履行が
困難であると最終的に市が認めたとき」に
ついて、判断基準及び是正機会の付与の有
無をご教示下さい。

判断基準は個別の事情に異なるものと考えます。
なお、協議により是正を求めることも想定されま
すが、是正の機会を設定せずに解除とすることも
想定されます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

363 基本協定書（案） 7 7
第7
条

9 事業契約

第7条9項：代表企業変更について、提案書
類に記載がない場合でも、市が合理的と認
めるときは変更可能とする運用はあり得る
でしょうか。

代表企業の変更は、事業者選定における審査にお
いて、安定的で継続的な事業かどうかを判断する
うえで非常に重要な論点であると認識しているこ
とから、９項で定める場合を除き認めないものと
します。

364 基本協定書（案） 7 32
第8
条

2
事業期間中の
その他の義務

第8条2項：「債務引受を行っているものと
みなし」について、各構成企業の負担範
囲・割合・上限の考え方をご教示下さい。

本項については、構成企業全社が連帯して事業予
定者の事業契約に基づく債務を引き受けていただ
き、連帯して履行して頂くという趣旨となりま
す。

365 基本協定書（案） 8 2
第9
条 準備行為

第9条：準備行為として実施した設計協議
等の成果について、事業契約締結後に市の
要請により変更が必要となった場合の費用
負担の考え方をご教示下さい。

事業契約書（案）第30条、第29条第5項の定めに
従い、対応することになります。

366 基本協定書（案） 8 9
第
10
条

落札者決定後から基本協定締結までの間
に、何らかの事情により基本協定の締結が
できなくなった場合であっても、何らのペ
ナルティも課されないとの理解でよろしい
でしょうか。

契約に至らなかった事情によって対応は異なりま
すが、客観的にやむを得ない事情が無い場合は、
相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱
に基づき指名停止の措置等を検討することとなり
ます。

367 基本協定書（案） 8 9
第
10
条

事業契約不成
立の場合の処
理

第10条に関連し、仮に市に責任がある場合
で、事業契約が議決されなかった場合に
は、当然に準備費用は市にご負担いただけ
るという理解でよろしいでしょうか。

本条文においては、「事由を問わず」としてお
り、市に責任がある場合であっても、それまでの
費用はそれぞれが負担することになります。

368 基本協定書（案） 8 9
第
10
条

事業契約不成
立の場合の処
理

第10条：事業契約の効力発生に至らなかっ
た原因が市側事情又は議会議決不成立によ
る場合であっても、準備費用は各自負担と
の理解でよいでしょうか？

お見込みのとおりです。

83 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

369 基本協定書（案） 8 13
第
11
条

解除並びに違
約金等

市の責に帰すべき事由（例えば、事業者に
帰責事由のない市議会の否決）によって、
事業契約が成立しなかった場合の扱いにつ
いて教えてください。

基本協定書（案）第10条に従い、市及び落札者
が本事業の準備に関して支出した費用は第11条
に規定する違約金等を除き、各自が負担すること
になります。なお、事業者の帰責事由のない市議
会の否決が常に市の責めに帰すべき事由に該当す
るというものではありません。

370 基本協定書（案） 8 17
第
11
条

2
解除並びに違
約金等

第11条第2項における「帰責性を有する者
は連帯して」について、特定の構成企業ま
たは協力企業にのみ帰責性がある場合は、
その帰責性がある企業が責を負うとの理解
でよろしいでしょうか。
運用上、帰責範囲を限定する取扱いは想定
されていますでしょうか。

お見込みのとおりです。
運用上、帰責性を有するものの範囲を限定するこ
とは想定していません。

371 基本協定書（案） 8 17
第
11
条

2
解除並びに違
約金等

第11条2項：違約金について、当該違約金
に加えて請求され得る損害賠償の範囲は、
直接かつ通常の損害に限られ、逸失利益そ
の他の間接損害は含まれないとの理解でよ
ろしいでしょうか？

民法等の法令上、認められる範囲の損害となりま
す。損害の範囲は、個別の事情により具体的に判
断されることになります。

372 基本協定書（案） 8 24
第
11
条

3
解除並びに違
約金等

第7条5項各号以外の事由で事業仮契約を締
結しないことがあるということでしょう
か。どのような事由を想定されております
でしょうか。

第7条第6項、第8項に該当する事由や、落札者が
合理的な理由なくして事業契約締結に応じない場
合が想定されます。

373 基本協定書（案） 8 24
第
11
条

3
解除並びに違
約金等

念のための確認ですが「締結した事業仮契
約を解除するに至った場合」との記載がご
ざいますので、事業契約を締結した後はこ
の条項の違約金は請求されないとの理解で
宜しいでしょうか。

第11条第3項の定めは、事業契約としての効力が
発生するまでの期間における解除事由が確認され
た場合であることから、事業契約としての効力発
生後には、本項に定める違約金の請求を行うこと
はありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

374 基本協定書（案） 8 26
第
11
条

3
解除並びに違
約金等

「市は、当該落札者に対し〜」とございま
すが、こちらは基本協定書第11条第2項の
「当該各号の該当性に対し帰責性を有する
者は、連帯して〜」と同義という認識でよ
ろしいでしょうか。

当該事由について帰責性を有する落札者に対して
連帯して、・・請求することができるという趣旨
とご理解ください。

375 事業契約書（案） 1 22
第1
章

第3
条

2 事業概要書

「別紙2事業概要書」の作成目的及び具体
的な記載内容をご教示ください。

広範な事業の提案に対して、主要なものをまとめ
て事業契約遂行の指針にすることを目的とするも
のと考えています。
具体的な記載事例の案として、以下のような項目
が想定されますが詳細は協議によるものとしま
す。
１ 提案する施設・敷地の概要（※不動産登記簿
に表示する程度の情報）
２ 構成企業、協力企業の商号、担当業務の範囲
（特に整備について、各施設や解体撤去につい
て、明確にどの部分までが責任範囲かがわかるも
の。その他に各企業の所在地、担当支店、担当
者、連絡先等）
３ スケジュール
４ 自主事業、提案施設の内容

376 事業契約書（案） 2 9
第1
章

第
５
条

4
費用負担及び
本事業の資金
調達

本項の協議の対象について具体例をご教示
ください。

本条文は、法改正等によりPFI事業等の民間資金
調達に関わる新たな支援策が制定された等の場合
を想定したものであり、現時点で具体例を示す事
はできません。

377 事業契約書（案） 2 11
第1
章

第5
条

5
費用負担及び
本事業の資金
調達

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

378 事業契約書（案） 2 11
第1
章

第5
条

5
金融機関等に
発生した損害
賠償

本項において「事業者が金融機関との間で
発生した損害賠償額（増加費用等）」の取
り扱いは市が負担しないとの意味でしょう
か？
その場合、金融機関から建中融資及び割賦
見合の融資を受けることができなくなりま
す。
なお、本項内の「・・・支払うべき損害賠
償額の予定その他の契約終了又は変更時
に・・・」は「・・・支払うべき損害賠償
額の予定、その他の契約終了又は変更時
に・・・」と予定とその他の間に読点が入
るとの理解でよろしいでしょうか？

前段については、そのような意味ではありませ
ん。事業者に融資した金融機関等との間で締結し
た優先貸付契約等に定める損害賠償額の予定条項
がある場合には、その内容が合理的なものであれ
ば、尊重することが有り得るとの趣旨となりま
す。具体的には、優先貸付契約書案を拝見させて
頂いたうえで、必要に応じて、市と金融機関が行
う直接協定の締結協議のなかで協議させて頂くこ
とを想定しております。
後段につきましては、ご理解のとおりですので、
そのように修正いたします。

379 事業契約書（案） 2 17
第1
章

第5
条

6か
ら8

要求水準変更
時確認

第5条6項〜8項：市が増加費用負担の全部
又は一部に代えて要求水準書変更を行う場
合、事業者の同意が必要との理解でよいで
しょうか。協議不調時に市が一方的に定め
る趣旨かご確認下さい。

協議において事業者と合意した内容での要求水準
の変更が基本的な考え方ですが、協議が整わない
場合には、市が一方的に定めることになります。

380 事業契約書（案） 2 23
第1
章

第5
条

8
費用負担及び
本事業の資金
調達

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

381 事業契約書（案） 2 23
第1
章

第5
条

8
要求水準変更
通知追記

第5条8項： 市が要求水準書の変更の通知を
行う場合には、事業者における負担増を勘
案したうえで変更を行う旨を記載できない
でしょうか？

要求水準変更にともない発生する追加負担は当然
配慮すべき事項であると考えますが、個別の事情
により判断の内容が異なると考えられることか
ら、条文については原案のとおりとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

382 事業契約書（案） 2 24
第1
章

第5
条

8
費用負担及び
本事業の資金
調達

第8項但書きにより市が内容を定める場
合、即座に市が決定するのではなく、客観
的な算定根拠や第三者の意見に基づいて決
定する形にしていただけませんでしょう
か。

原案どおりとします。

383 事業契約書（案） 2 24
第1
章

第5
条

8
費用負担及び
本事業の資金
調達

第8項但書きにより市が内容を定める場
合、事業者の採算性や運営体制に著しい支
障を及ぼさない範囲内に限るという理解で
相違ないでしょうか。また、市が定める際
の基準等はございますでしょうか。

個別の具体的な事情に応じて判断するものであ
り、市が決定します。契約上の範囲を限定した
り、基準を定めることは差し控えます。

384 事業契約書（案） 2 31
第1
章

第6
条

1 構成員の使用
「第三者」とは「構成員以外」との理解で
よろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

385 事業契約書（案） 2 33
第1
章

第6
条

2 構成員の使用

「事業者は、事前に市の承諾を得た場合に
限り、統括管理及び個別業務以外の業務
で、この契約に基づき実施すべき業務を直
接その構成員以外の第三者に委託し又は請
け負わせることができる。」との記載がご
ざいますが、どのような業務を想定されて
おりますでしょうか。
自主事業や事業提案施設はこちらに該当さ
れますでしょうか。

自主事業や事業提案施設による事業を想定してい
ます。

386 事業契約書（案） 2 33
第1
章

第6
条

2 下請け確認

第6条2項： 本条は、事業者から業務を受託
し又は請け負った構成員が、その業務の一
部を構成員以外の第三者に下請させること
を禁止するものではないと理解しますが、
その理解で正しいでしょうか？

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

387 事業契約書（案） 2 33
第1
章

第6
条

2 構成員の使用

事前に承認を得た場合に限りとの記載がご
ざいますが、どのタイミングで承認を得る
ことができますでしょうか。
提案書に記載を行った場合には基本的に承
諾いただけるとの認識で宜しいでしょう
か。

委託し又は請け負わせるまでに承諾を得る事が必
要となります。
本事業関連書類が定める事項を逸脱していないこ
と、事業に支障がないことを確認したうえで承諾
することになりますので、そのような確認に必要
な時間を確保できるよう、余裕をもって申請する
ようにしてください。

388 事業契約書（案） 2 36
第1
章

第6
条

3
委託又は請負
の内容

「委託又は請負の内容を市に報告しなけれ
ばならない」は委託・請負契約の写しを提
出するとの認識でよろしいでしょうか？

ご認識のとおりです。

389 事業契約書（案） 3 15
第1
章

第7
条

5
許認可、届出
等

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

390 事業契約書（案） 3 19
第1
章

第8
条 契約の保証

事業者に、開業準備業務、維持管理業務及
び運営業務の履行の保証を求めることは、
過剰な要求と思われますので、免除いただ
けないでしょうか。既存の施設にて委託や
業務を実施している実績があり、また、本
事業では明確なリスク分担、モニタリング
や違約金の規定があるため履行を確保する
制度が整っていると思われます。

本事業は長期間にわたる包括的な管理・運営を委
託するものであるため、開業準備、維持管理、お
よび運営の各業務についても、履行保証を求める
ものです。

391 事業契約書（案） 3 20
第1
章

第8
条

1 契約の保証
履行保証保険については受託企業付保する
形でも問題ないでしょうか。

問題ありません。
この点を明確化するため、事業契約書（案）の該
当箇所を修正します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

392 事業契約書（案） 3 20
第1
章

第8
条

1 契約の保証

「但し、事業者は、第５号の場合において
は、履行保証保険契約の締結後、直ちにそ
の保険証券を市に寄託しなければならな
い。」とありますが、保険証券を市に寄託
する期限は具体的にいつまでと考えればよ
ろしいでしょうか。

施設整備業務に係る履行保証保険については、施
設整備業務に関する全ての目的物の引渡しが完了
するまでの期間、維持管理運営業務に係る契約保
証金については、本事業契約終了までの期間とな
ります。なお、施設整備業務に係る履行保証保険
を各目的物ごとに区別して付保する場合には、第
8条第5項に定める各還付までの期間とします。

393 事業契約書（案） 3 35
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証

「施設整備業務の履行を保証するため、本
事業契約の本契約としての効力発生日まで
に、整備期間中の保証の額として施設整備
費の100 分の10 に相当する額以上の保証を
前項の定めに従い付さなければならな
い。」とのことですが、ここでいう「整備
期間」とは具体的には「本事業契約の本契
約の効力発生日から鹿沼公園南側エリア引
渡日まで」との理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

394 事業契約書（案） 3 35
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証

通番№489の考え方が認められる場合、契
約当初は施設整備費の全額を付保し、引渡
完了分については順次減額した上で、引渡
未完了分に対して履行保証保険を付保する
方法で差し支えないでしょうか。

施設の引渡しにあわせて、契約保証金を還付する
ものとします。これに伴い、事業契約書（案）を
修正します。

395 事業契約書（案） 3 35
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証

施設整備期間中に履行保証保険を付す際の
保険金額について施設整備費の100分の10
に相当する額に消費税および地方消費税は
含まれますでしょうか。

保険金額の算定の基準となる施設整備費には、消
費税及び地方消費税を含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

396 事業契約書（案） 3 35
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証

施設整備費の100分の10に相当する額以上
の保証とありますが、施設整備費とは様式
Ⅸ-5 設計・建設費等の内訳の「設計・建
設期間中にかかるその他の費用（SPCの運
営費、融資関連手数料など）」を含めた
「合計（税込）」との理解でよろしいで
しょうか。

施設整備費は、別紙１に定義するサービス対価
A-1からA-4に相当する金額の合計となります。
従って、ご指摘の費用を含み、消費税を含む金額
となります。

397 事業契約書（案） 3 35
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証

本事業の施設整備は長期間に渡るため、施
設整備期間中の保険料が高額になることが
想定されます。
保険料負担で事業費を圧迫しないためにも
契約保証の内容及び第78条で定める違約金
の金額を以下のように変更いただけません
でしょうか。
「①契約締結から複合施設引渡しまでの期
間において、当該期間の施設整備費（サー
ビス対価A-1及びサービス対価A-4の額、並
びにサービス対価A-3のうち複合施設引渡
しまでに支払われる金額の合計額）の100
分の10に相当する額以上の保証を付す
②複合施設引渡し翌日から施設整備業務完
了までの期間において、当該期間の施設整
備費（サービス対価A-2の額、並びにサー
ビス対価A-3のうち複合施設引渡し後に支
払われる金額の合計額）の100分の10に相
当する額以上の保証を付す。」

また上記の変更に伴い第78条の本施設引渡
し前の違約金は「第8条と同額を支払う」
という形に変更いただきたい。

施設の引渡しにあわせて、契約保証金を減額でき
るものとします。これに伴い、事業契約書（案）
を修正します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

398 事業契約書（案） 3 36
第1
章

第8
条

2 (1) 契約の保証
保証の額として施設整備費の100 分の10 に
相当する額以上との記載がございますがこ
れは税抜金額でしょうか。

施設整備費は、別紙１に定義するサービス対価
A-1からA-4に相当する金額の合計となります。
従って、ご指摘の費用を含み、消費税を含む金額
となります。

399 事業契約書（案） 4 2
第1
章

第8
条

2 (2) 契約の保証
保証の額として開業準備費の100 分の10 に
相当する額以上との記載がございますがこ
れは税抜金額でしょうか。

開業準備費はサービス対価Bに相当する額とな
り、消費税及び地方消費税を含めた金額となりま
す。

400 事業契約書（案） 4 2
第1
章

第8
条

2 (2) 契約の保証
開業準備費は第82条の違約金には含まれな
いかと考えますが保証を付す必要はござい
ますでしょうか。

施設により、開業準備期間と維持管理・運営期間
が重複することから、違約金の額を、解除年度に
係るサービス対価（開業準備費相当分及び維持管
理・運営費相当分）の100分の10に相当する額と
します。

401 事業契約書（案） 4 5
第1
章

第8
条

2 (3) 契約の保証

保証の額として、市が支払うべき当該事業
年度のサービス対価（維持管理・運営費相
当分）の100 分の10 に相当する額以上との
記載がございますがこれは税抜金額でしょ
うか。

保証の額の算定に用いるサービス対価には、消費
税及び地方消費税を含みます。

402 事業契約書（案） 4 5
第1
章

第8
条

2 (3) 契約の保証

維持管理・運営期間中の保証を付す期間と
しては鹿沼公園全エリア供用開始以降事業
期間終了までとの認識で宜しいでしょう
か。

維持管理・運営業務の着手時点（令和11年4月1
日）から維持管理・運営業務の終了時点までとな
ります。

403 事業契約書（案） 4 20
第1
章

第9
条 提案書の範囲

第9条及び別紙1：「提案書類」には、プレ
ゼン資料、補足説明資料、任意提出資料、
協議メモ等も含まれるのでしょうか。契約
上拘束力を有する資料の範囲をご教示くだ
さい。

市から提案内容を確認する趣旨で行う質問への落
札者の正式な回答書その他提案書を補足するため
に落札者から市に提出される正式な資料として確
認されるものを指します。協議の過程で暫定案、
試案として提出されたものは含みません。

404 事業契約書（案） 4 23 第1
章

第9
条

2
事業概要書の
位置付け

「事業概要書」の本事業契約第9条第2項に
おける解釈の優先順位における位置付けを
ご教示ください。

事業概要書は提案書類に従って事業者が作成する
ものであり、本事業関連書類には含まれません。
本事業関連書類に反してないことが必要であり、
本事業関連書類よりも劣位となります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

405 事業契約書（案） 4 24
第1
章

第9
条

2 解釈と適用

入札公告後に修正された内容以外について
は実施方針の質疑回答（個別対話の回答も
含む）も入札説明書等の質疑回答に含まれ
るとの認識で宜しいでしょうか。

入札説明書等、入札説明書等の等質疑回答につい
ては、事業契約書（案）別紙1の66、67をご確認
ください。また、別紙1の74にも記載していると
おり、実施方針の質疑回答は、入札説明書等の質
疑回答には含まれません（本事業関連書類には含
まれます）。以上を踏まえ、9条2項は次のとお
り修正（下線を加筆）します。
『本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業
関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業
契約、基本協定書、入札説明書等の質疑回答、入
札説明書等、実施方針の質疑回答、実施方針等、
提案書類及び設計図書等の順にその解釈が優先す
る。』

406 事業契約書（案） 5 7
第1
章

第
11
条

臨機の措置

近年災害が多発しており災害時の対応も増
加が想定されるため、災害対応における増
加費用は基本的に貴市にご負担いただけま
すでしょうか。

事業契約書（案）第11条第4項に従い、事業者が
サービス対価の範囲において負担することが適当
でないと認められる部分については合理的な範囲
で市が負担します。

407 事業契約書（案） 5 32
第2
章

第
15
条

事業用地及び
解体撤去施設
の契約不適合
責任

不適合が事業継続に影響を及ぼしうる場合
には、市と協議可能という理解でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）第33条又は第44条に従い、協
議及び対応を行うものとなります。

408 事業契約書（案） 6 11
第3
章

第
16
条

4 統括管理費用

第16条4項： 統括管理業務に著しい費用の
増加が発生した場合、その一部の負担を市
にお願いすることは出来ないのでしょう
か？

統括管理業務に係る費用については、開業準備業
務及び維持管理・運営段階の各段階にて、物価変
動による改定を見込んでおります。
その他、市の帰責事由による場合、法令変更によ
る場合、不可抗力による場合による増加費用につ
いては、事業契約書（案）の該当箇所に示すとお
りです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

409 事業契約書（案） 6 18
第3
章

第
17
条

2
統括管理業務
の非本質的部
分

第17条2項： 統括管理企業は、統括管理業
務の非本質的な部分に関して、第三者に委
託又は請け負ってもらうことができると理
解しますが、この理解は正しいでしょう
か？

お見込みのとおりです。
統括管理業務のうち主たる部分でない部分につい
ては、第三者に委託することを認めます。

410 事業契約書（案） 8 31
第4
章

第1
節

1
第
26
条

1
施設整備期間
中の保険

「これに代わるものとして市が認めたも
の」とありますが、保険会社が発行する加
入証明書も認められると考えてよろしいで
しょうか。

保険会社が発行する、別紙4に示す契約内容、保
険金額、付保期間等等の条件が確認できる加入証
明書については、これを有効な提出書類として認
めます。

411 事業契約書（案） 9 4
第4
章

第2
節

第
27
条

1
設計業務の実
施

要求水準を満たして計画したにも関わらず
貴市や第三者からの要望等（都市計画変更
手続きでの地域住民からの要望等）を踏ま
えた設計変更を行った場合の増加費用は貴
市にご負担いただけるとの認識で宜しいで
しょうか。

設計業務の実施は、事業者自らの責任で行ってく
ださい。なお、設計説明会における第三者からの
要望等を踏まえ市が変更の指示をしたものについ
ては、市の帰責事由として第29条第5項第1号に
基づくものとします。

412 事業契約書（案） 9 24
第4
章

第2
節

第
29
条

1
基本設計図書
及び実施設計
図書の提出

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

413 事業契約書（案） 9 27
第4
章

第2
節

第
29
条

2
基本設計図書
及び実施設計
図書の提出

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

414 事業契約書（案） 10 4
第4
章

第2
節

第
29
条

5 (1)
基本設計図書
及び実施設計
図書の提出

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

415 事業契約書（案） 10 4
第4
章

第2
節

第
29
条

5 (1)
基本設計図書
及び実施設計
図書の提出

要求水準を満たして計画したにも関わらず
第三者からの要望等（都市計画変更手続き
での地域住民からの要望等）を踏まえた設
計変更を行ったことにより遅延が生じた場
合の増加費用は事業者側では入札前にリス
クを見込むことができないため、（１）市
の責めに帰すべき事由に該当するとの理解
で宜しいでしょうか。

設計説明会における第三者からの要望等を踏まえ
市が変更の指示をしたものについては、市の帰責
事由として第29条第5項第1号に基づくものとし
ます。

416 事業契約書（案） 10 14
第4
章

第2
節

第
29
条

5 (3)
基本設計図書
及び実施設計
図書の提出

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

417 事業契約書（案） 10 23
第4
章

第2
節

第
30
条

3
設計図書の変
更

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

418 事業契約書（案） 10 34
第4
章

第3
節

第
31
条

4
建設業務の実
施

現在の中東情勢のような紛争等事業者の責
めに帰すことができない事由により、工期
を変更された場合、遅延に伴い事業者が負
担した増額費用については、貴市に負担い
ただくようお願いいたします。また、同様
の事象で生じている石油由来製品の納期遅
延に伴う引渡し遅延につきましては、事業
者帰責ではないため、ペナルティは発生し
ない認識でよろしいでしょうか。

事業契約書の定めに従い、個別の事情に応じて判
断することになります。
なお、事業契約上の不可抗力に関する事業契約第
11章、別紙9が適用されるのは、事業契約締結後
の不可抗力についてのみです。落札者決定後事業
契約締結前の間において発生する事由により事業
者が事業提案内容に基づき事業を履行することが
困難と考えるときには、個別具体的な事情に応じ
て、事業契約の定めに準じて協議を行うこととし
ます。

419 事業契約書（案） 10 36
第4
章

第3
節

第
31
条

4 (1)
建設業務の実
施

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

420 事業契約書（案） 10 36
第4
章

第3
節

第
31
条

4 (1)
建設業務の実
施

第31条と同様に要求水準を満たして計画し
たにも関わらず第三者からの要望等（都市
計画変更手続き上の地域住民からの要望
等）を踏まえた設計変更等を行ったことに
より、遅延が生じた場合の増加費用はに入
札前にリスクを見込むことができないた
め、（１）市の責めに帰すべき事由に該当
するとの理解で宜しいでしょうか。

設計変更による増加費用の負担は、第30条に基
づきます。地域住民の要望等についても、その原
因等に応じて個別具体的に判断します

421 事業契約書（案） 11 8
第4
章

第3
節

第
31
条

4 (3)
建設業務の実
施

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

422 事業契約書（案） 11 18
第4
章

第3
節

第
33
条

1 各種調査

市が行った調査結果については共有いただ
けるという理解でよろしいでしょうか？
公表されている資料以外にも、事業者の求
めに応じて必要な資料をご提供いただける
という理解でよろしいでしょうか。

市が公表資料以外に保有する提供可能な調査結果
及び資料があった場合については提供します。

423 事業契約書（案） 11 23
第4
章

第3
節

第
33
条

2 各種調査

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

424 事業契約書（案） 11 30
第4
章

第3
節

第
33
条

3 各種調査

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

425 事業契約書（案） 11 30
第4
章

第3
節

第
33
条

3
予見困難の場
合の費用負担

第33条3項：「地質障害、埋蔵文化財、不
発弾、その他の地中障害物等」に関する費
用・工期負担について、事業者調査で通常
予見困難なものは市負担との理解でよいで
しょうか
？

既存の調査結果からは通常予見できず、かつ事業
者による事前調査によっても発見が不可能であっ
た地中障害物（埋蔵文化財、不発弾、その他の地
中障害物等）が発見された場合については、合理
的な期間引渡日を延期し、追加費用または損害に
ついても合理的な範囲で市が負担します。なお、
33条3項の条件を満たしていることが必要となり
ますので、ご確認ください。

426 事業契約書（案） 11 35
第4
章

第3
節

第
33
条

3 各種調査

「事業者が当該増加費用及び損害の発生及
び拡大を阻止・低減する努力を尽くしてい
る場合に限り」との限定文言が付されてお
りますが、その判断基準等が不明瞭ですの
で削除いただけないでしょうか。

ご指摘の事項については、事業者が当該増加費用及び
損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を怠ったと
認められる場合を判断基準とし、第33条第3項を次の
ように変更します。
「３ 事業者は、事業用地に関し、市が提供した、事
業用地に関する参考資料に記載されていない地質障
害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発
見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、
市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、事
業用地の地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地
中障害物等の発見に起因して本工事に遅延が発生する
ことが合理的に見込まれる場合、又は事業者に合理的
な増加費用又は損害が発生した場合、市は、事業者と
協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期し、当該
増加費用又は損害を負担する。但し、第１項に規定す
る調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等
がある場合、又は事業者が当該増加費用及び損害の発
生及び拡大を阻止・低減する努力を怠ったと認められ
る場合、事業者は、当該不備、誤謬又は当該努力を
怠ったことに起因して発生する一切の責任を負担し、
かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害（再調
査費の負担を含む。）を負担する。」
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

427 事業契約書（案） 11 35
第4
章

第3
節

第
33
条

3 各種調査

本条項の「増加費用及び損害の発生及び拡
大を阻止・低減する努力」について、それ
を判断する客観的な基準や、市が期待する
具体的な行動指針はございますでしょう
か。
事業者側の努力だけでは対応が難しい事由
が発生した場合には対応のために貴市と適
切に協議を行っている場合等は努力を尽く
したものとみなしていただき、お支払いい
ただけるとの理解で宜しいでしょうか。

「増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減
する努力」の該当性については、具体的な事情に
応じて個別に判断するものであり、基準や指針は
ありません。

428 事業契約書（案） 12 21
第4
章

第3
節

第
34
条

6
本施設の建設
に伴う近隣対
策

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

429 事業契約書（案） 12 27
第4
章

第3
節

第
35
条

1
事業用地の安
全対策

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

430 事業契約書（案） 13 14
第4
章

第3
節

第
37
条

工事中止の場
合の費用

第37条：工事中止の場合、市が負担する
「合理的な増加費用」には、現場維持費、
下請待機費、再開費用、金利、融資関連費
用等が含まれるとの理解でよいでしょう
か？

「市は、本工事の全部又は一部の施工を中止させ
た場合において、本工事の施工の中止又はその続
行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用
（本工事の続行に備え工事現場を維持するための
費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するた
めの費用を含む。）を負担する」としており、例
示された費用のうち合理的な範囲が対象に含まれ
ます。

431 事業契約書（案） 13 15
第4
章

第3
節

第
37
条

1 工事の中止等

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

432 事業契約書（案） 13 20
第4
章

第3
節

第
37
条

3 工事の中止等

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

433 事業契約書（案） 13 25
第4
章

第3
節

第
37
条

4 工事の中止等

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

434 事業契約書（案） 14 4
第4
章

第3
節

第
39
条

1

市による本工
事の完成確認
及び完工確認
通知の交付

本項にて規定される完成確認は、完了まで
にどの程度の期間を要するものと想定され
ているかご教示ください。

完成確認は、工事完成届受領後１４日以内に実施
しますが、このうち１日間の立会による現地確認
を想定しています。また、完成確認の結果、不備
がある場合は、修補を求め、再検査を実施するこ
とも考えられますので、ご留意下さい。

435 事業契約書（案） 14 15
第4
章

第3
節

第
39
条

4

市による本工
事の完成確認
及び完工確認
通知の交付

「遅滞なく完工確認通知を交付」とありま
すが、この「遅滞なく」とはどの程度の期
間を要するものと想定されているかご教示
ください。完工確認通知書は、金融機関が
事業者に対する融資を実行する際の必須書
類であり、要件が充足され次第、直ちに交
付いただけるようご配慮をお願いいたしま
す。

完成確認にて、本工事が本事業関連書類及び設計
図書等の内容を満たし、本事業契約に従った維持
管理業務及び運営業務を開始することが可能であ
ると判断した後、庁内の決裁手続きを終えて完工
確認通知を交付しますので、7日程度の期間を想
定しています。

436 事業契約書（案） 14 17
第4
章

第3
節

第
39
条

4

市による本工
事の完成確認
及び完工確認
通知の交付

完工確認通知は確認完了後何日程度で交付
いただける想定でしょうか。

完成確認にて、本工事が本事業関連書類及び設計
図書等の内容を満たし、本事業契約に従った維持
管理業務及び運営業務を開始することが可能であ
ると判断した後、庁内の決裁手続きを終えて完工
確認通知を交付しますので、7日程度の期間を想
定しています。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

437 事業契約書（案） 14 22
第4
章

第3
節

第
40
条

本施設の契約
不適合

軽微な不適合であっても、是正未了の場合
はサービス対価減額や解除に直結する可能
性があると解されますが、是正猶予期間や
段階的対応はどのように運用されますか。

第40条第3項の規定に従うことになりますが、履
行の追完の催告にあたって定める追完までの期間
は、個別の状況により異なるものと考えておりま
す。

438 事業契約書（案） 14 22
第4
章

第3
節

第
40
条

本施設の契約
不適合

「契約不適合」の判断基準に、募集要項・
要求水準書だけでなく、事業者提案内容も
含まれると理解していますが、提案内容の
解釈に市と事業者で見解の相違がある場合
は、協議させていただけるという理解でよ
ろしいでしょうか。

提案の内容にもよりますが、協議を行うものと考
えております。

439 事業契約書（案） 14 23
第4
章

第3
節

第
40
条

1
本施設の契約
不適合

契約不適合の判断は第三者の意見や客観的
な根拠に基づいてご判断いただけますで
しょうか。

入札説明書、要求水準書及び設計図書等の契約書
類に基づき、市として合理的に判断しますが、判
断します。第三者の意見を聴取するかどうかは状
況によって判断します。

440 事業契約書（案） 14 23
第4
章

第3
節

第
40
条

1
本施設の契約
不適合

事業者提案の内容を含むとの記載がござい
ますが、これは定量的な判断が可能な内容
のみで、定性的な事業者提案内容は契約不
適合の範囲には含まれず、施設整備業務の
モニタリング完了をもって実現されたもの
と見なすとの理解で宜しいでしょうか。

契約不適合については、定性的な不適合も含みま
す。モニタリングで発見できない契約不適合もあ
り、モニタリング完了をもって実現されたものと
みなすものではありません。

441 事業契約書（案） 14 23
第4
章

第3
節

第
40
条

1
本施設の契約
不適合

検査の結果、契約不適合が認められなかっ
た場合には当該検査及び修補費用は貴市の
ご負担との認識で宜しいでしょうか。

市による契約不適合の指摘に対して、事業契約の
内容に対する不適合が無かった場合において、市
は、自らの検査費用（破壊した場合の修補費用を
含む）について負担します。

99 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

442 事業契約書（案） 14 34
第4
章

第3
節

第
40
条

2
本施設の契約
不適合

具体的な算定方法や上限設定等を事前にご
提示いただけますでしょうか。また履行の
追完が完了した後は速やかに減額措置が解
除されるとの認識で宜しいでしょうか。

不適合の程度に応じてその具体的な状況を踏まえ
て個別に判断するものであり、具体的な算定方法
や上限設定等は行いません。代金減額は一度請求
されるとそれによって代金は減額された金額で確
定するものであり、その後、追完によって減額措
置を解除するものではありません。

443 事業契約書（案） 15 17
第4
章

第3
節

第
40
条

5
本施設の契約
不適合

複合施設は施設引渡しから供用開始まで期
間がございますが、一般的に設備機器本体
等の保証は引渡し時から発生となるため、
供用開始日ではなく施設引渡し日に変更い
ただけませんでしょうか。

事業契約書（案）第40条第5項の該当箇所につい
て、以下のとおり下線部分を変更いたします。
「（この前まで原案どおり）一般的な注意の下で
発見できなかった契約不適合については、引渡日
から１年が経過する日まで請求等をすることがで
きる。なお（以下原案どおり）」

444 事業契約書（案） 15 26
第4
章

第3
節

第
40
条

7
本施設の契約
不適合

通知後はなるべく早急に対応を開始したい
ため、通知後は可能な限り直ちに請求を行
うものとしていただけませんでしょうか。

原案どおりとします。

445 事業契約書（案） 16 10
第4
章

第3
節

第
41
条

2 合理的裁量

第41条2項：工期変更協議が調わない場合
に市が合理的裁量で定めるとされています
が、その判断基準・手続をご教示下さい。
第三者の意見等客観的な根拠に基づいて決
定されるとの理解で宜しいでしょうか。

「合理的裁量」でその内容を定める場合の手続き
については、変更の原因となった外部事象（自然
災害や法令変更等）の客観的影響、一般的な工期
算定基準等に基づいて、適正かつ合理的に決定す
るものとします。

446 事業契約書（案） 16 15
第4
章

第3
節

第
42
条

1
工期の変更に
よる費用負担

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

447 事業契約書（案） 16 15
第4
章

第3
節

第
42
条

1
工期の変更に
よる費用負担

市の帰すべき事由の場合には、工事費だけ
ではなく工事監理業務費やSPC経費等につ
いての増加費用も貴市にご負担いただける
との認識で宜しいでしょうか

お見込みのとおりです。
合理的な範囲で増加費用又は損害を市が負担しま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

448 事業契約書（案） 16 19
第4
章

第3
節

第
42
条

3
工期の変更に
よる費用負担

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

449 事業契約書（案） 16 19
第4
章

第3
節

第
42
条

3
工期の変更に
よる費用負担

昨今の中東情勢に影響により、建築資材の
供給制限、あるいは出荷停止等によって、
やむを得ず工期を変更せざるを得ないと
いった事態が懸念されます。このような
ケースによって事業者に生じた生じた増加
費用又は損害は、別紙1の第69項にて定義
される「不可抗力」によるものとして取り
扱われるとの理解で宜しいでしょうか。

事業契約上の不可抗力に関する事業契約第11
章、別紙9が適用されるのは、事業契約締結後の
不可抗力についてのみです。落札者決定後事業契
約締結前の間において発生する事由により事業者
が事業提案内容に基づき事業を履行することが困
難と考えるときには、個別具体的な事情に応じ
て、事業契約の定めに準じて協議を行うこととし
ます。

450 事業契約書（案） 16 23
第4
章

第4
節

第
43
条

1 解体設計

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

451 事業契約書（案） 16 26
第4
章

第4
節

第
43
条

2 解体設計

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

452 事業契約書（案） 16 31
第4
章

第4
節

第
44
条

3
解体・撤去の
実施

本項における追加調査は、費用負担等も含
め、第33条第1項の規定に基づいて実施す
るとの理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

453 事業契約書（案） 16 33
第4
章

第4
節

第
44
条

4
解体・撤去の
実施

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

454 事業契約書（案） 16 33
第4
章

第4
節

第
44
条

4
解体・撤去の
実施

著しく異なるときは、協議の上、その取扱
いについて定めるとの記載がございます
が、実施方針等に関する質問に対する回答
No.237にある通り、追加調査によってアス
ベスト及びPCB等が確認された場合には、
当該アスベスト・PCB等の処分・処理に要
する追加費用は貴市にご負担いただけると
の認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
合理的な範囲で増加費用又は損害を市が負担しま
す。

455 事業契約書（案） 18 16
第4
章

第7
節

第
49
条

3
交付金申請詳
細

第49条3項：市の交付金申請支援として事
業者が作成する資料の範囲・回数・詳細度
をご教示下さい。

交付金の活用については、現時点で未定であり、
必要に応じて支援をお願いすることがあります。

456 事業契約書（案） 18 20
第4
章

第7
節

第
50
条

1
本施設の引渡
し

貴市にて「目的物引渡書」の雛形等を制定
されるご想定でしょうか。また、制定され
ない場合、どのような事項を記載すべきか
ご教示ください。

目的物引渡書の様式等を作成することは考えてお
りません。
なお、必要な記載事項は市より提示します。

457 事業契約書（案） 18 28
第4
章

第7
節

第
51
条

1
本施設の引渡
し遅延による
費用負担

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

458 事業契約書（案） 18 28
第4
章

第7
節

第
51
条

1
本施設の引渡
し遅延による
費用負担

市の帰すべき事由の場合には、工事費だけ
ではなく工事監理業務費やSPC経費等につ
いての増加費用も貴市にご負担いただける
との認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
合理的な範囲で増加費用又は損害を市が負担しま
す。

459 事業契約書（案） 18 30
第4
章

第7
節

第
51
条

2
引渡し遅延に
よる費用負担

第51条2項： 引渡が遅延した場合に発生す
る違約金については、当該施設の施設設備
費の10%を超えない等、違約金の上限を定
めて頂きたく、宜しくお願いします。

原案どおりとします。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

460 事業契約書（案） 18 30
第4
章

第7
節

第
51
条

2
引渡し遅延に
よる費用負担

第51条、78条、82条：違約金に加えて請求
し得る損害賠償の範囲は、直接かつ通常の
損害に限られる、逸失利益、間接損害、内
部人件費等は含まれないとの理解でよいで
しょうか？

民法等の法令上、認められる範囲の損害となりま
す。損害の範囲は、個別の事情により具体的に判
断されることになります。

461 事業契約書（案） 19 1
第4
章

第7
節

第
51
条

3
本施設の引渡
し遅延による
費用負担

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

462 事業契約書（案） 19 21
第5
章

第
52
条

7 開業準備業務

第73条と同様に、事業者が、維持管理企業
若しくは運営企業をして保険に加入させる
ことも認めて戴けますでしょうか。

開業準備企業に保険を加入させることを認めるも
のとし、以下のとおり下線部を変更します。
「７ 事業者は、本引渡予定日までに、自ら又は
開業準備企業をして、別紙４第２項に定める内容
の保険に加入し、その証書の写しを市に提出しな
ければならない。」
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

463 事業契約書（案） 20 11
第6
章

第1
節

第
54
条

指定管理者遅
延時の取扱い

第54条、55条：本指定の効力発生が遅延し
た場合の開業準備費、待機費、人件費、維
持費等の扱いをご教示下さい。

開業準備業務については、指定前においても実施
頂く前提ですので、指定の遅延にかかわらず、履
行した開業準備業務に対するサービス対価は支払
います。
遅延による待機費、人件費、維持費等について
は、次のとおりです。
本指定の効力発生が遅延した理由が、市の帰責事
由である場合には、本指定の効力発生が遅延によ
る合理的な範囲の増加費用及び損害を市が負担し
ます。なお、指定管理者の指定をするために必要
な議会の議決を得られないことは市の帰責事由に
は該当しません。
事業者の帰責事由である場合には、増加費用及び
損害は事業者の負担となります。
不可抗力又は法令等の変更による場合には、それ
らの規定に従います。

464 事業契約書（案） 20 14
第6
章

第1
節

第
54
条

2 指定管理等
指定管理者の指定は、現時点でいつの市議
会にて諮られる予定かご教示ください。

令和11年4月から、鹿沼公園の指定管理者として
管理運営を行うため、鹿沼公園の指定管理者の指
定に係る議案は令和10年12月の議会を予定して
います。複合施設の指定管理者の指定に係る議案
は、複合施設の設置条例の検討と合わせ、その時
期を検討しますが、早ければ鹿沼公園の指定管理
者の指定に係る議案と同時を、遅くとも開館準備
前の令和１２年９月の議会を想定しています。

465 事業契約書（案） 20 14
第6
章

第1
節

第
54
条

2 誤記確認
第54条2項・3項：「指定管理」等の記載が
重複しているように見えますがいかがで
しょうか？

ご指摘を踏まえ、第3項を削除し第4項を第3項に
変更します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

466 事業契約書（案） 21 30
第6
章

第1
節

第
60
条

1

維持管理業務
及び運営業務
における要求
水準の変更

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

467 事業契約書（案） 21 35
第6
章

第1
節

第
60
条

2 (1)

維持管理業務
及び運営業務
における要求
水準の変更

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

468 事業契約書（案） 22 15
第6
章

第1
節

第
61
条

3

維持管理業務
及び運営業務
に伴う近隣対
策

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

469 事業契約書（案） 23 3
第6
章

第2
節

第
65
条

1 修繕範囲

第65条：年次計画書に定めのない修繕・更
新であっても、通常損耗・経年劣化の範囲
を超えないものはサービス対価内で想定さ
れるのか、又は別途協議対象となるのかご
教示下さい。

事業者の判断により修繕を行う場合は、サービス
対価に含まれます。

470 事業契約書（案） 23 16
第6
章

第2
節

第
66
条

1 備品の管理

第46条第2項の規定に基づき、本施設の引
渡しと同時に備品の所有権も移転すること
から、市直営範囲にて使用される備品につ
いては貴市の管理としていただけないで
しょうか。

原則として、市直営の施設に配置する備品等につ
いても、要求水準書に記載のとおり、事業者が管
理するものとします。ただし、市直営の施設に配
置する備品のうち、使用状況などの実情等を踏ま
え、市において管理するものと市が判断した備品
がある場合は、事業者との協議により、取扱いを
決定します。

471 事業契約書（案） 23 34
第6
章

第3
節

第
69
条

1 利用料金等

念のための確認ですが、貴市と事業者にて
利用料金の収納等に係る収納事務委託契約
の締結は不要との理解で宜しいでしょう
か。

要求水準書P161に記載のとおり、テニスコート
（他のスポーツ施設を含む）の使用料等の入金事
務を運営業務として行うことになるため、使用料
徴収等の事務委託契約を締結する必要がありま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

472 事業契約書（案） 24 2
第6
章

第3
節

第
69
条

1
な
お
書

テニスコート
の使用料

本項で利用料金を事業者自らの収入とする
と規定されていますが、なお書でデニス
コートの使用料は市が使用者から徴求する
とあることから、テニスコートの使用料が
他の利用料と異なり事業者の収入としない
との理解でよろしいでしょうか？
その理解が正しい場合、以下につきご教示
ください。
①テニスコートの使用料は事業者又はその
直接業務委託先（運営企業）が代行収受し
て市の口座に入金するとの理解でよろしい
でしょうか？
②テニスコートとその他の使用料の取り扱
いを別とすることは、事務負担増・事務ミ
ス等に繋がると考えますが、当該取り扱い
を別とする理由・背景についてご教示くだ
さい。

テニスコートについては、地方自治法第244条の
2第8項および第9項に基づく利用料金制を採用し
ないことから、その使用料は市の歳入となりま
す。
テニスコートの利用で現金での支払いとなった場
合においては、窓口で入金事務を運営業務として
行うことになり、Sネットの利用予約分として市
に送金していただきます。

473 事業契約書（案） 24 8
第6
章

第3
節

第
69
条

3
利用料金変更
条件

第69条3項：需要変動による契約見直し協
議の対象となる「社会状況が大きく変動し
本事業に著しい影響が生じた場合」の判断
基準をご教示下さい。

個別具体の事情に応じて総合的に判断するもので
あり、判断基準の提示は差し控えます。

474 事業契約書（案） 24 16
第6
章

第3
節

第
70
条

1

自主事業及び
事業者提案施
設に係る事業
と事業者の直
接収入

自主事業として複合施設内で飲食・物販事
業を行う場合には、それらの契約者につい
て提案書に記載した場合には、実際の運営
企業、事業者、構成企業、協力企業のどち
らでもお認めいただけませんでしょうか。

自主事業は事業者が実施するものとしており、行
政財産の目的外使用許可を事業者に対して行いま
す。
運営においては、構成企業、協力企業又は提案書
類で委託予定とする第三者若しくは市が個別に承
諾を行った第三者への委託を認めるものとしま
す。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

475 事業契約書（案） 24 25
第6
章

第3
節

第
70
条

6

自主事業及び
事業者提案施
設に係る事業
と事業者の直
接収入

事業者提案施設を提案する場合、土地使用
料はその使用料は建築物の建築面積分をお
支払いするとの認識で宜しいでしょうか。

また使用料は相模原市都市公園条例別表第
2の1の公園施設の設置許可による土地の使
用料の金額であるという理解で宜しいで
しょうか。

設置管理許可の面積は、建築面積のほか、その施
設のためだけに利用されるエリアも含めるものと
します。例えば、カフェを設置する場合は、カ
フェ利用者専用の屋外のテラス席等が該当し、そ
の面積は設置管理許可の面積に含めます。
使用料の金額はお見込みのとおりです。

476 事業契約書（案） 24 31
第6
章

第3
節

第
70
条

6

自主事業及び
事業者提案施
設に係る事業
と事業者の直
接収入

複合施設の一部を飲食・物販事業のために
使用する場合、相模原市市有財産条例第6
条1項2号の「建物の使用に係る使用料の年
額 使用に係る建物について市長が定めた
評価額に100分の6を乗じて得た額」をお支
払いするという認識で宜しいでしょうか。
また出店検討のために上記の金額の目安を
ご提示いただくことはできませんでしょう
か。（仮に建物価格が〇〇億円の場合、〇
〇㎡を借りるといくらの使用料になると
いった形で事例をお示しいただけませんで
しょうか。）

複合施設の一部を自主事業のために使用する場合
で、利用料金の対象となっていない箇所を使用す
る場合は、お見込みのとおり、相模原市市有財産
条例第6条第1項第2号に基づいて算出した使用料
の支払いが必要となります。
使用料の算定は以下の算出方法によりますが、建
物の延床面積や完成後の建物の評価が提案内容を
踏まえたものとなることから、現時点で具体的な
使用料を算出することはできません。
 使用料＝建物の評価額×6/100÷建物の延べ床
面積×建物の使用面積となります。

477 事業契約書（案） 24 37
第6
章

第3
節

第
71
条

第 71 条（自
主事業等の一
部又は全部の
終了）

自主事業及び事業者提案施設が採算悪化等
の理由で継続が困難になった場合、事業者
から貴市に通知・協議の上で事業中止が有
り得る旨の条文ですが、この場合に事業者
に違約金等のペナルティは一切課されない
と理解して相違ないでしょうか。

第71条第1項、第3項で定める場合に該当した
り、それにより同条第2項で自主事業等の一部ま
たは全部を終了させる命令がなされたとしてもそ
れにより直ちに違約金等のペナルティは課しませ
ん。なお、上記場合に該当し、これにより、市に
損害を被らせたときには、民法等の関連法令によ
り、損害賠償請求を行う可能性を排除するもので
はありません。こちらは具体的な事案に応じて個
別に判断することとなります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

478 事業契約書（案） 25 1
第6
章

第3
節

第
71
条

1
自主事業等の
一部又は全部
の終了

事業者提案施設の採算悪化等により途中で
事業者提案施設の営業を終了した場合、違
約金の対象となるとプロジェクトファイナ
ンスでの資金調達が金融機関から困難にな
るため、違約金は生じない建付けでお願い
いたします。

第71条第1項、第3項で定める場合に該当した
り、それにより同条第2項で自主事業等の一部ま
たは全部を終了させる命令がなされたとしてもそ
れにより直ちに違約金等のペナルティは課しませ
ん。なお、上記場合に該当し、これにより、市に
損害を被らせたときには、民法等の関連法令によ
り、損害賠償請求を行う可能性を排除するもので
はありません。こちらは具体的な事案に応じて個
別に判断することとなります。

479 事業契約書（案） 25 1
第6
章

第3
節

第
71
条

1
自主事業停止
時後の扱い

71条：自主事業等の停止又は終了を市が命
じた場合の原状回復費、撤去費、未償却費
等の扱いをご教示ください。

ご質問にある費用については、事業者の負担とな
ります。

480 事業契約書（案） 25 4
第6
章

第3
節

第
71
条

2
自主事業等の
一部又は全部
の終了

モニタリング計画書にも記載のある通り、
自主事業及び事業者提案施設を中断した場
合においても違約金等は発生せず、また事
業契約解除事由にもならないとの認識で宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

481 事業契約書（案） 25 15
第6
章

第4
節

第
72
条

2 誤記確認

第72条2項：「第91条に規定するモニタリ
ング及び要求水準未達成に関する手続」の
第91条は法令変更の条項なので、「第88
条」が該当するのではないでしょうか？

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

482 事業契約書（案） 26 6
第7
章

第
75
条

サービス対価
の改定

社会情勢の変化に伴う、建設資材価格の上
昇など、本事業の遂行に支障が生じた場合
には、資金負担等協議可能と理解してよろ
しいでしょうか。

サービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法
に示す「３ サービス対価の改定方法」に従い、
協議をすることは可能です。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

483 事業契約書（案） 26 9
第7
章

第
76
条

モニタリング
結果に基づく
サービス対価
の減額及び返
還

モニタリングの結果、事業者に帰責性がな
いものについては、減額の対象外という理
解でよろしいでしょうか。

原則として、要求水準及び事業者提案を満たして
いないと確認し、改善要求を行ってもなお要求水
準を達成せず、改善勧告を行うに至った場合は減
額ポイントを付与し、減額ポイントが一定値に達
した場合は、サービス対価の減額を行います。な
お、法令等の変更により事業者の義務が法令等に
違反することになったときや、不可抗力により業
務を履行することが不可能又は著しく困難となっ
た本件業務については、履行義務を免れることか
ら（第90条第1項、第92条第1項）、当該業務に
ついて未達であっても、減額ポイントは付与され
ず減額の対象となりません。

484 事業契約書（案） 26 12
第7
章

第
76
条

2

モニタリング
結果に基づく
サービス対価
の減額及び返
還

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

485 事業契約書（案） 26 17
第8
章

第1
節

第
77
条

引渡し基準

第77条：契約終了時の引渡基準について、
部位・設備ごとの残存性能基準、更新要否
判定基準、通常損耗の考え方をご教示下さ
い。

複合施設及び公園の全てが本要求水準書及び事業
提案書で提示した性能及び機能を発揮でき、著し
い損傷がない状態で市へ引き継ぐことを求めま
す。性能及び機能を確保することができる限り、
経年による劣化は許容するものとします。

486 事業契約書（案） 26 29
第8
章

第1
節

第
77
条

5
契約期間終了
時の引継ぎ等

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

487 事業契約書（案） 27 2
第8
章

第2
節

第
78
条

解除前催告
第78条、82条：解除前に催告・改善計画提
出・是正期間付与等の手続が当然に行われ
るとの理解でよいでしょうか？

事業契約書（案）78条、82条の各解除事由に該
当した場合、市としては解除権を有することにな
り、解除前に催告・改善計画提出・是正期間付与
等の手続きなく契約解除とする場合があります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

488 事業契約書（案） 27 3
第8
章

第2
節

第
78
条

1

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

本引渡日までの間においてとの記載がござ
いますが、鹿沼公園の全エリア引渡し日と
いうことでしょうか。

施設により引渡日が異なるため、施設ごとに判断
することになります。なお、内容を明確化するた
め、当該条文を修正します。

489 事業契約書（案） 28 24
第8
章

第2
節

第
78
条

3 違約金

「本施設の引渡し前に前項第1号により本
事業契約が解除された場合、事業者は、市
に対して、市が支払うべき施設整備費の
100分の10に相当する金員を違約金とし
て、市が指定する期間内に支払う。」とあ
りますが、部分引渡しを含む引渡完了部分
は違約金の対象外とし、引渡未完了分のみ
を対象としていただけますでしょうか。
部分引渡しを含む引渡し完了分について
は、すでに事業者の履行が完了しているた
め、違約金の対象とする必要性はないもの
と考えます。

既に引渡しが完了した部分に係る施設整備費につ
いては、対象外とします。

490 事業契約書（案） 28 24
第8
章

第2
節

第
78
条

3

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

第78条、第82条の違約金はそれぞれ税抜で
しょうか。

保険金額の算定の基準となる施設整備費には、消
費税及び地方消費税を含みます

491 事業契約書（案） 28 28
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

492 事業契約書（案） 28 28
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

出来形には、貴市の確認を受けた設計図
書、SPC経費及び金融費用などの合理的な
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にも貴質問で例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

493 事業契約書（案） 28 28
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

「市が第２項第１号により本事業契約の解
除を選択した場合において、本施設の出来
形部分が存在する場合、市は、これを検査
の上、その全部又は一部を買い受けること
ができ、〜」とあり、第5項に「前項の場
合において、市が本施設の出来形部分を買
い受けない場合、事業者は、市と協議の
上、自らの費用と責任により、本施設の買
い受けられない部分にかかる事業用地を原
状（更地）に回復した上で、速やかにこれ
を市に引き渡さなければならなが存在する
場合、市は、これを検査の上、その全部又
は一部を買い受けることができ、〜」とあ
りますが、金融機関が建設期間中にＳＰＣ
に対して融資を行う際において、事業契約
が解除された場合、ＳＰＣが貴市に対して
有する出来高部分の売買債権が唯一の返済
原資となります。そのため、事業者帰責に
かかわらず、貴市に出来高部分を買い受け
て頂けるようご修正をお願いできますで
しょうか。

本項は、事業者帰責事由による解除の場合の規定
であり、前提として、当該解除の場合には、市に
出来形部分を買い取るかどうかの選択権がある
点、ご理解ください。市が出来形を買取る権利を
行使するかどうかは、解除時点での事情を総合的
に考慮して市の裁量で決定するものであり、一定
の事象の場合に限定するものではありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

494 事業契約書（案） 28 28
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

当該出来形部分には設計工事監理費、SPC
経費等も含まれるとの認識でよろしいで
しょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にも貴質問で例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

495 事業契約書（案） 28 30
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

「施設整備費相当額」の算定にあたって
は、別紙「サービス対価の算定方法、支払
方法及び改定方法」p2 サービス対価A-4
【その他費用】のSPC に係る費用（設立に
必要な費用、複合施設の引渡し日前日まで
の運営に必要な費用、融資関連費用、建中
金利等）も含まれるという理解でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にも貴質問で例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

496 事業契約書（案） 28 30
第8
章

第2
節

第
78
条

4

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

出来形部分に相応する施設整備費相当額の
買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求
権に係る金額とを、対等額で相殺すること
ができるとの記載がございますが、履行保
証保険が付保されている場合には、相殺に
先んじて保険金を違約金の支払いに充当で
きるとの理解で宜しいでしょうか。

保険金額を違約金の支払いに充当するか、相殺す
るかは、市の裁量に委ねられている部分であり、
制限を受けるものではありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

497 事業契約書（案） 28 35
第8
章

第2
節

第
78
条

5

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

「市が本施設の出来形部分を買い受けない
場合＜中略＞速やかにこれを市に引き渡さ
なければならない。」とありますが、これ
は出来高があまりにも少なく、買い受ける
ことが合理的でないと貴市が判断された場
合との理解で宜しいでしょうか。例えば、
建物が概ね完成しているにも関わらず、貴
市に買い受けていただけないとの前提であ
る場合、事業者は金融機関から施設整備資
金を調達することが困難となるためお尋ね
するものです。

本項は、事業者帰責事由による解除の場合の規定
であり、前提として、当該解除の場合には、市に
出来形部分を買い取るかどうかの選択権がある
点、ご理解ください。市が出来形を買取る権利を
行使するかどうかは、解除時点での事情を総合的
に考慮して市の裁量で決定するものであり、一定
の事象の場合に限定するものではありません。

498 事業契約書（案） 28 35
第8
章

第2
節

第
78
条

5

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

協議の上決定した設計通り作成し、契約不
適合がないのであれば、原則買い受けてい
ただけるという理解でよろしいでしょう
か。

本項は、事業者帰責事由による解除の場合の規定
であり、前提として、当該解除の場合には、市に
出来形部分を買い取るかどうかの選択権がある
点、ご理解ください。市が出来形を買取る権利を
行使するかどうかは、解除時点での事情を総合的
に考慮して市の裁量で決定するものであり、一定
の事象の場合に限定するものではありません。

499 事業契約書（案） 28 35
第8
章

第2
節

第
78
条

5

本施設引渡し
前の事業者の
責めに帰すべ
き事由による
契約解除等

市が買い取らないと判断するのはどのよう
な理由がある場合を想定されておりますで
しょうか。それ以外の状況であれば原則と
して買い取りいただけるとの認識で宜しい
でしょうか。

本項は、事業者帰責事由による解除の場合の規定
であり、前提として、当該解除の場合には、市に
出来形部分を買い取るかどうかの選択権がある
点、ご理解ください。市が出来形を買取る権利を
行使するかどうかは、解除時点での事情を総合的
に考慮して市の裁量で決定するものであり、一定
の事象の場合に限定するものではありません。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

500 事業契約書（案） 29 7
第8
章

第2
節

第
79
条

2

本施設引渡し
前の市の責め
に帰すべき事
由による契約
解除等

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

501 事業契約書（案） 29 7
第8
章

第2
節

第
79
条

2

本施設引渡し
前の市の責め
に帰すべき事
由による契約
解除等

出来形には、貴市の確認を受けた設計図
書、SPC経費及び金融費用などの合理的な
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

502 事業契約書（案） 29 7
第8
章

第2
節

第
79
条

2

本施設引渡し
前の市の責め
に帰すべき事
由による契約
解除等

当該出来形には設計工事監理費、SPC経費
等も含まれるとの認識でよろしいでしょう
か。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

503 事業契約書（案） 29 9
第8
章

第2
節

第
79
条

3

本施設引渡し
前の市の責め
に帰すべき事
由による契約
解除等

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

504 事業契約書（案） 29 9
第8
章

第2
節

第
79
条

3

本施設引渡し
前の市の責め
に帰すべき事
由による契約
解除等

「施設整備費相当額」の算定にあたって
は、別紙「サービス対価の算定方法、支払
方法及び改定方法」p2 サービス対価A-4
【その他費用】のSPC に係る費用（設立に
必要な費用、複合施設の引渡し日前日まで
の運営に必要な費用、融資関連費用、建中
金利等）も含まれるという理解でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

505 事業契約書（案） 29 16
第8
章

第2
節

第
80
条

1 誤記確認

第80条1項：「第107条に基づく協議にもか
かわらず」の「107条」は法令変更章との
関係ということであれば「第90条」という
ことでしょうか？

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

506 事業契約書（案） 29 27
第8
章

第2
節

第
80
条

2

本施設引渡し
前の法令等の
変更による契
約解除等

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

507 事業契約書（案） 29 27
第8
章

第2
節

第
80
条

2

本施設引渡し
前の法令等の
変更による契
約解除等

当該出来形には設計工事監理費、SPC経費
等も含まれるとの認識でよろしいでしょう
か。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

508 事業契約書（案） 29 29
第8
章

第2
節

第
80
条

3

本施設引渡し
前の法令等の
変更による契
約解除等

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

509 事業契約書（案） 29 29
第8
章

第2
節

第
80
条

3

本施設引渡し
前の法令等の
変更による契
約解除等

「施設整備費相当額」の算定にあたって
は、別紙「サービス対価の算定方法、支払
方法及び改定方法」p2 サービス対価A-4
【その他費用】のSPC に係る費用（設立に
必要な費用、複合施設の引渡し日前日まで
の運営に必要な費用、融資関連費用、建中
金利等）も含まれるという理解でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

510 事業契約書（案） 29 34
第8
章

第2
節

第
81
条

1 誤記確認
第81条1項：「第110条に基づく協議」の第
110条が存在しないようですので、「第92
条」ということで宜しいでしょうか？

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

511 事業契約書（案） 30 9
第8
章

第2
節

第
81
条

2
本施設引渡し
前の不可抗力
による契約解

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

512 事業契約書（案） 30 11
第8
章

第2
節

第
81
条

3

本施設引渡し
前の不可抗力
による契約解
除

貴市が買い受けられる出来形部分には、当
該出来形部分を構築する上で必要であった
費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経
費、金融費用等）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

513 事業契約書（案） 30 11
第8
章

第2
節

第
81
条

3

（本施設引渡
し前の不可抗
力による契約
解除

「施設整備費相当額」の算定にあたって
は、別紙「サービス対価の算定方法、支払
方法及び改定方法」p2 サービス対価A-4
【その他費用】のSPC に係る費用（設立に
必要な費用、複合施設の引渡し日前日まで
の運営に必要な費用、融資関連費用、建中
金利等）も含まれるという理解でよろしい
でしょうか。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

514 事業契約書（案） 30 11
第8
章

第2
節

第
81
条

2

本施設引渡し
前の不可抗力
による契約解
除

当該出来形には設計工事監理費、SPC経費
等も含まれるとの認識でよろしいでしょう
か。

事業契約書（案）別紙１において、「サービス対
価A-1、A-2、A-3、A-4 に相当する金額の合計
額」を施設整備費として定義しており、当該出来
形部分に相当する施設整備費相当額には、建設工
事以外にもご質問に例示された費用のうち合理的
な範囲を含みます。

515 事業契約書（案） 30 17
第8
章

第3
節

第
82
条

1

本施設引渡し
以後の事業者
の責めに帰す
べき事由によ
る契約解除等

本施設引渡し以後とは鹿沼公園の全エリア
引渡し日以降ということでしょうか。

施設により引渡日が異なるため、施設ごとに判断
することになります。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

516 事業契約書（案） 31 27
第8
章

第3
節

第
82
条

7

本施設引渡し
以後の事業者
の責めに帰す
べき事由によ
る契約解除等

維持管理運営業務に起因する解除事由が発
生した際の損害賠償金等の支払について、
サービス対価（施設整備費相当分）との相
殺を制限していただけませんでしょうか。
本事業の対価構成において、施設整備費は
引渡しによりその債権が確定しており、運
営業務の不履行に基づく損害と、既に確定
した建設代金債権を相殺することは、事業
者の資金調達の安定性を著しく損なうた
め、相殺の対象は未払のサービス対価（維
持管理・運営費）に限定されるべきと考え
ます。

相殺するかどうかは、その時点の協議によるもの
とし、原案のとおりとします。

517 事業契約書（案） 31 27
第8
章

第3
節

第
82
条

7

本施設引渡し
以後の事業者
の責めに帰す
べき事由によ
る契約解除等

未払いのサービス対価（施設整備の相当分
を含む）と、前２項の違約金及び損害賠償
請求権に係る金額とを、対等額で相殺する
ことができるとの記載がございますが、履
行保証保険が付保又は保証金が納付されて
いる場合には、相殺に先んじて保険金を違
約金の支払いに充当できるとの理解で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

518 事業契約書（案） 31 38
第8
章

第3
節

第
83
条

4

本施設引渡し
以後の市の責
めに帰すべき
事由による契
約解除等

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

519 事業契約書（案） 32 24
第8
章

第3
節

第
85
条

1

本施設引渡し
以後の不可抗
力による契約
解除等

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

520 事業契約書（案） 35 5
第
10
章

第
90
条

2
通知の付与及
び協議

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

521 事業契約書（案） 35 5
第
10
章

第
90
条

2
通知および協
議

第90条2項： 変更された法令等の公布日か
ら60日後に市が通知する対応方法に対し
て、合理的な理由により事業者が対応でき
ない場合には、その理由を事業者が明示し
て、工事期間の延長、工事内容の変更、別
紙8でカバーできない増加費用の負担など
を市と協議することは可能でしょうか？

原案のとおりとします。

522 事業契約書（案） 35 11
第
10
章

第
91
条

1

法令等の変更
による増加費
用又は損害の
扱い

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

523 事業契約書（案） 35 11
第
10
章

第
91
条

1 法令の変更
第91条、別紙8：「本事業に類型的又は特
別に影響を及ぼす法令」の具体例をご教示
下さい。

例えば、都市公園法の改正により、立体都市公園
制度の適用条件が変更となる場合や、施設に関す
る消防法等の改正等により、消防関連施設の設置
が従前よりも求められることになる場合などが挙
げられますが、想定される法令改正の具体例はこ
れらに限るものではありません。

524 事業契約書（案） 35 13
第
11
章

中東情勢

中東情勢により、既に供給不可な建材も一
部存在しております。事業開始後、その遅
延が起因して事業スケジュールが遵守でき
ない場合、事業契約書（案）第11章不可抗
力にて整理されるという認識でよろしいで
しょうか。

ご指摘のような事態が事業契約別紙1-69の「不
可抗力」の定義に該当するかどうかについては、
具体的な事案に応じて個別に判断することになり
ます。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

525 事業契約書（案） 35 15
第
11
章

第
92
条

1
通知の付与及
び協議

不可抗力とは、通常予測できない事象、事
業者がコントロールできない事象という理
解でよろしいでしょうか。例えば、昨今の
不安定な中東情勢の影響による資材の出荷
停止も不可抗力と考えてよろしいでしょう
か。

不可抗力に該当するかどうかは、別紙1-69の定
義に該当するかどうかを個別具体の事情に応じて
判断することになります。

526 事業契約書（案） 35 23
第
11
章

第
92
条

2
通知の付与及
び協議

念のための確認ですが、本項における貴市
からのご通知は、第104条第1項に基づき
「書面」にて行われるとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

527 事業契約書（案） 35 23
第
11
章

第
92
条

2
通知の付与及
び協議

合理的な変更については合意されるという
理解でよろしいでしょうか。

双方合理的と考える内容が異なり合意が成立しな
い場合も考えられます。その場合には、第92条
第2項に記載のとおりです。

528 事業契約書（案） 35 23
第
11
章

第
92
条

2
不可抗力時の
協議

第92条2項： 不可抗力が発生した日から60
日後に市が通知する対応方法に対して、合
理的な理由により事業者が対応できない場
合には、その理由を事業者が明示して、工
事期間の延長、工事内容の変更、別紙9で
カバーできない増加費用の負担などを市と
協議することは可能でしょうか？

原案のとおりとします。

529 事業契約書（案） 35 29
第
11
章

第
93
条

1
不可抗力によ
る増加費用・
損害の扱い

事業者に生じた増加費用又は損害を貴市に
ご負担いただく場合、合理的な範囲の金融
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

530 事業契約書（案） 36 32
第
12
章

第
99
条

著作権等

第99条〜101条：事業者又は構成企業が従
前から保有するノウハウ、テンプレート、
標準仕様、汎用技術等の知的財産の帰属及
び利用制限の有無をご教示下さい。

第99条との関係では、設計図書等又は本施設に
関する定めですので、従前から保有されるノウハ
ウ等と直接の関連性はないものと存じます。
第100条、第101条との関係では、従前から保有
されるノウハウ等を利用するにあたっては、第三
者の権利を侵害しないよう同条に定めるご対応を
お願いします。

531 事業契約書（案） 37 32
第
12
章

第
102
条

秘密保持開示
範囲

第102条： 弁護士・公認会計士・税理士等
に対する秘密情報の開示は可能でしょう
か？ また、公知の事実、又は当事者の責め
に帰さない事項により公知となった事実に
ついて、秘密保持義務の対象とはならない
旨を規定することは可能でしょうか？

弁護士、公認会計士、税理士、および資金調達先
の金融機関等の、正当な守秘義務を法律上または
契約上負っている専門家・機関に対する秘密情報
の開示については、本事業の遂行に必要な範囲に
おいて認められます。
ご質問の「また、」以降に示される事項について
は秘密保持の対象外となります。

532 事業契約書（案） 39 18
第
13
章

第
106
条

1 協力義務
協力を行ったことによる増加費用は貴市に
ご負担いただけるとの認識で宜しいでしょ
うか。

詳細は市との協議において決定するものとし、増
加費用の取扱いについても協議で定めることを想
定しております。

533 事業契約書（案） 47 9
別
紙1

69 不可抗力

感染症等の流行も不可抗力に含まれるとの
理解で宜しいでしょうか。また、含まれる
とのことでしたら、明確にするためにも追
記いただけないでしょうか。

不可抗力に該当するかどうかは、別紙1-69の定
義に該当するかどうかを個別具体の事情に応じて
判断することになります。

534 事業契約書（案） 47 9
別
紙1

69
別紙1 不可抗
力

戦争など国際紛争も不可抗力に含まれると
の理解でよろしいでしょうか。

不可抗力に該当するかどうかは、別紙1-69の定
義に該当するかどうかを個別具体の事情に応じて
判断することになります。

535 事業契約書（案） 47 9
別
紙1

69 不可抗力
これには戦争やコロナ等の感染症の発生も
含まれるとの認識で宜しいでしょうか。

不可抗力に該当するかどうかは、別紙1-69の定
義に該当するかどうかを個別具体の事情に応じて
判断することになります。

536 事業契約書（案） 51 3
別
紙4

別紙4 事業者
等が付保する
保険

施設整備期間中の保険は「26条」ではない
でしょうか。

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

121 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

537 事業契約書（案） 51 3
別
紙4 誤記確認

別紙4の表題：「第27条、第52条、第73条
関係」の「第27条」は、施設整備保険につ
いての「第26条」関係で宜しいでしょう
か？

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

538 事業契約書（案） 53 1
別
紙5 保証書の様式

保証書の差入方法は、建設企業毎の個別と
全建設企業の連名のいずれをご想定でしょ
うか。

保証書は、建設企業ごとに個別に準備して提出し
て下さい。

539 事業契約書（案） 53 2
別
紙5

別紙5 保証書
の様式

保証書の提出時期は、引渡し時との理解で
よろしいでしょうか。

事業契約書案第40条第13項において、本事業契
約締結日以降速やかに差し入れることを求めてお
ります。

540 事業契約書（案） 53 1
別
紙5 保証書

保証の範囲について、複数の建設企業がい
る場合、それぞれの建設企業の担当業務範
囲についてのみ保証し、グループとして全
体を網羅できればよろしいでしょうか。

建設企業が事業者として連帯して保証する範囲
は、建設企業が事業者から請け負った建設業務の
範囲とします。
全ての建設企業の保証範囲を合わせた範囲は、事
業者が行う建設業務の全ての範囲を網羅するよう
にしてください。

541 事業契約書（案） 53 10
別
紙5

第1
条 保証

本条に基づき、各建設企業が事業者と連帯
して保証しなければならない範囲は、自社
が請け負った建設業務に限定されるとの理
解で宜しいでしょうか。仮に、自社が請け
負っていない工程も含め、建設業務全体を
連帯保証するとの整理では、各建設企業に
過大なリスク負担を強いるものと懸念して
おります。

建設企業が事業者として連帯して保証する範囲
は、建設企業が事業者から請け負った建設業務の
範囲とします。
全ての建設企業の保証範囲を合わせた範囲は、事
業者が行う建設業務の全ての範囲を網羅するよう
にしてください。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

542 事業契約書（案） 53 10
別
紙5

第1
条

別紙5 保証書
の様式

建設業務は、「設計、建設」×「複合施
設、公園」と多岐に渡るため、複数の企業
で担当します。各企業の担当業務範囲を
各々保証することは可能ですが、担当外の
業務を連帯して保証することは極めて難し
いと思われます。それぞれの担当業務範囲
の契約不適合責任について、各々の企業が
差し入れることでよろしいでしょうか。

建設企業が事業者として連帯して保証する範囲
は、建設企業が事業者から請け負った建設業務の
範囲とします。
全ての建設企業の保証範囲を合わせた範囲は、事
業者が行う建設業務の全ての範囲を網羅するよう
にしてください。

543 事業契約書（案） 53 11
別
紙5

第1
条 保証

「本事業契約第41 条第１項」とあります
が、「第40条第1項」の誤りで宜しいで
しょうか。

ご指摘のとおり誤りです。
事業契約書（案）を修正します。

544 事業契約書（案） 53 11
別
紙5

第1
条

別紙5 保証書
の様式

本施設の契約不適合は「40条」ではないで
しょうか。

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

545 事業契約書（案） 53 11
別
紙5

第1
条 誤記確認

別紙5：「第41条第1項に基づく契約不適合
責任」の「第41条」は、契約不適合につい
ての「第40条」ということで宜しいでしょ
うか？

ご指摘を踏まえ、事業契約書（案）を修正しま
す。

546 事業契約書（案） 58 4
別
紙9

1 施設整備期間
記載されている不可抗力とは現在行われて
いるイラン戦争等による資材の遅延や金額
の高騰も含まれるでしょうか。

ご指摘のような事態が事業契約別紙1-69の「不
可抗力」の定義に該当するかどうかについては、
具体的な事案に応じて個別に判断することになり
ます。

547 事業契約書（案） 58 4
別
紙9

1,2

別紙9 不可抗
力による損
害、損失及び
費用の負担割
合

「施設整備期間中」及び「維持管理・運営
期間（開業準備期間を含む）中」に不可抗
力が生じた場合について規定されています
が、昨今の国際紛争のように本事業期間の
前に生じた不可抗力が事業に影響を及ぼす
ことも想定されます。このような場合で
あっても、別紙9の規定に則り官民がリス
ク分担すると考えてよろしいでしょうか。

事業契約上の不可抗力に関する事業契約第11
章、別紙9が適用されるのは、事業契約締結後の
不可抗力についてのみです。落札者決定後事業契
約締結前の間において発生する事由により事業者
が事業提案内容に基づく事業の履行が困難と考え
るときには、別途、協議するものとなります。

123 / 125 ページ



記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

548 実施方針 15 17 第2 3 (2) ｵ (ｱ) b

複合施設の開
業準備を行う
者及び運営を
行う者

こどものためのスペースの運営を行うにあ
たり、認可保育園や民間児童クラブの運営
実績は、児童館に類似した施設（ 常時の見
守り等を含む ）の運営実績としてみなされ
ますでしょうか。

保育や子どもの見守り業務を行い、かつその施設
の運営を行っている場合は実績に該当します。

549
実施方針等に関す
る質問に対する回
答

30 - 237 ｱｽﾍﾞｽﾄ・PCB

実施方針時点の質疑は本公告時点でも有効
という認識でよろしいでしょうか。
上記が無効である場合、アスベスト・PCB
等の追加調査により新たに確認されたもの
の撤去については市の負担という認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
事業契約書（案）第９条第１項において、「市と
事業者は、本事業契約と共に、本事業関連書類に
定められた事項が適用されることを確認する。」
としており、別紙１において「本事業関連書類」
には、実施方針等の質疑回答が含まれておりま
す。

550
実施方針等に関す
る質問に対する回
答

30 - 237 実数精算
アスベストやPCBについて、実数精算とい
う認識でよろしいでしょうか。

追加調査により、新たに確認されたアスベストや
PCBにより、解体撤去において発生した合理的な
増加費用については、市が負担します。
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記載例
第1 1 (1) ｱ (ｱ) a (a)

入札説明書等に関する質問（１回目）に対する回答書
該当箇所

回答資料名 頁 行 項目名 質問通番

551
実施方針等に関す
る質問に対する回
答

31 -
241
259

統括管理業務
の扱い

統括管理業務の責任範囲についてご教示く
ださい。
実施方針等に関する質問回答No241、
No259において、統括管理業務は「事業全
体を一体的・安定的に進めることを目的と
する業務」とされております。
この点、統括管理業務における責任は、統
括管理業務として求められるマネジメント
（全体調整、進捗管理、情報共有等）を適
切に実施する義務に限定されるものであ
り、設計、建設、工事監理、開業準備等の
各個別業務に起因する事象については、当
該個別業務を担う企業の責任範囲に属する
との理解でよろしいでしょうか。
また、統括管理業務に係る責任が問題とな
るのは、統括管理業務自体に過失（管理不
十分、指示不適切等）が認められる場合に
限定されるとの理解でよろしいでしょう
か。

統括管理業務として要求水準において求める各業
務を適切に実施させることが、統括管理企業の責
任範囲となります。

552 その他 - -
CADデータ並びに改修履歴等が分かる資料
があれば提供願います。

敷地や施設に関する調査結果や図面等について、
閲覧資料を用意しておりますので、「閲覧申請
フォーム」から閲覧希望の旨を申請してくださ
い。

125 / 125 ページ


